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福祉教育常任委員会 

 

令和７年９月５日（金曜日）午前１１時３９分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 佐 藤 一 則 副 委 員 長 林   美 幸 

委 員 松 野 真 弓 委 員 星 野 健 二 

委 員 齊 藤 誠 之 委 員 平 山   武 

委 員 中 村 芳 隆 委 員 金 子 哲 也 

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

出席議会事務局職員 

議 事 課 長 岩 波 ひろみ 議事調査係長 長 岡 栄 治 

書 記 黒 沢 大 輔   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．協議事項 

    ⑴９月定例会における委員会の運営（付託予定議案、日程等）について 

    ⑵行政視察について 

    ⑶その他 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前１１時３９分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○佐藤委員長 皆さん、こんにちは。 

  議会終了後の大変なときに、ありがとうござい

ます。 

  常任委員会を開会するに当たりまして、審査が

スムーズにいくようにということで開いたところ

でありますので、どうぞよろしくお願い申し上げ

まして、挨拶とさせていただきます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○佐藤委員長 協議事項は次第のとおりであります。 

  各委員におかれましては、円滑な進行に御協力

をお願い申し上げます。 

  それでは、次第２の協議事項に入ります。 

  初めに、⑴９月定例会議における委員会の運営

についてを議題といたします。 

  事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

  事務局。 

○黒沢書記 （協議事項⑴について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、皆様のほ

うから質疑等がございましたら。ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようであれば、９月定例会にお

ける委員会の付託議案審査の運営については、次

第案のとおり審査を行うことで異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないようなので、付託議案の

審査日程及び審査順は次第案のとおりといたしま

す。 

  次に、⑵の行政視察についてを議題といたしま

す。 

  事務局から説明をお願います。 

〔「参考人のやつは聞かないの」と言う人

あり〕 

○佐藤委員長 申し訳ございません。請願陳情につ

いての参考人、審査に当たりまして参考人を招致

するのか否かなんですけれども、皆さんの御意見

を伺います。 

○齊藤委員 してください。やるべきだと思います。 

○佐藤委員長 じゃあ、その３案について、参考人

を招致するということでよろしいですか。 

〔「お願いします」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 そのように招致することに決定しま

す。 

  じゃあ、それにつきましては、全てにおいて参

考人を招致するということで調整を。 

○長岡議事調査係長 参考人を呼んでいただいて趣

旨を聞くと。今回の請願内容は、基本的に市の事

業だと思うんです。医療費助成にしても野球の使

用料、また三斗小屋宿というのも市の文化財、こ

の辺の市の考え方というんでしょうか、例えば医

療費であれば、その制度について聞く機会は設け

なくて大丈夫なのかなとちょっとだけ思いまして、

請願・陳情に対する執行部の招聘ということはど

のようにされたらよいかなというふうなことなん

ですけれども。 

○佐藤委員長 今御説明がありますとおり、請願陳

情においては、市の考え方も含めてあるというこ

とですので、この考え方について説明をいただく、

来ていただくことに対しまして、皆さんの御意見

を。 

  どうぞ。 

○齊藤委員 今の係長のやつだと、概要を聞くだけ

で呼ぶという形なのですか。やっていない理由を

わざわざ聞いてから請願者たちの話を聞くみたい
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な。どこまで聞いていいんですか、内容的に。 

○佐藤委員長 ですから、今回出されている請願・

陳情の内容について、市の考え方があるんで、そ

の概要を聞いたらどうかということでよろしいで

すか。 

○長岡議事調査係長 おおむねそのとおりでして、

例えばなんですけれども、まず医療費であれば、

今償還払いでやっているけれども、現物給付にし

ない理由とか、何かあるんだと思うんです。そう

いった執行部側の考え方というものを聞かないで、

請願者側だけの意見を聞いて決めていいのかなと

いうのが一つ。 

  あとは、学童野球のほうも、恐らく減免する規

定があると思うんですけれども、その既定の範囲

はどこまでを無料としてどこからを有料にしてい

ると、そういった考え方をやっぱり改めて聞く必

要があるんではないかなというのが、これはあく

まで御提案です。 

○佐藤委員長 今説明がありましたけれども、より

よい審査をするためのものというふうに捉えてよ

ろしいですか。採択するか不採択にするか、どっ

ちか参考にするということ、そういう考え方で、

皆さんの御意見をいただければ。 

○齊藤委員 どのタイミングで呼ぶんですか。 

○佐藤委員長 審査の日でいいですか。それとも、

その前に、事前に調査しておくという形になるん

ですかね。 

○長岡議事調査係長 あくまで委員会で、その進め

方というのはこの場で御議論いただいてお決めい

ただければいいのかなと思うんですけれども、仮

にやり方としては、じゃあ、まず参考人の方に来

ていただいて、どういう主旨で制度を変えてほし

いんだと。医療費であれば現物給付にしてほしい、

そういうふうなお話を聞いた上で、じゃあ、今度

退席していただくのか、そのまま残っていただく

のか、ちょっとそこは委員会で議論いただければ

と思うんですけれども、その後に執行部に来てい

ただいて、じゃあ、今償還払いにしている制度は

なんでそういうふうにしているんですかとか、あ

とは県内の状況とか、そういったところを聞いた

上で、改めて。 

〔発言する人あり〕 

○長岡議事調査係長 それは、請願者が言っている

だけなので。 

〔「いや、多分実際そう」と言う人あり〕 

○長岡議事調査係長 恐らくそうだと思います。 

○齊藤委員 だから、そんなに聞くこともないんだ

けれども、逆にやっていない理由も分からなけれ

ば聞けばいいんだけれども、さきに吹聴されると、

その話がどうなんだということになるので、これ

は議決を取っていないじゃないですか、今までで。

さっき言った使用料は議決を取っているからとい

う話をちょっとうちらの会派では話しておった中

でこの話が来たらどうするんだという議論でよく

て、それが該当するのかしないのかというのはま

た別の話だと思うので、要るといえば要るんです

けれども。 

  もともとレセプトを2,000円払ってというのが

あったじゃない、医療費に関してとか。高校生だ

けがどうこうとか。だから、そういう話を聞いて、

じゃあ、なんでやっていないんですかという聞き

方をしていいんですか。なんかそれはすごい変な

感じがするんだけれども。 

○佐藤委員長 これ、18歳未満じゃなくて、高校生

だけと限定しているよね。 

○齊藤委員 高校生だけやっていないんですよ。18

歳だけでいいんですよ。中学校までは現物なんで

すよ。 

○中村委員 16、17、18だよね。 

○齊藤委員 当時阿久津さんのときに、病院巡りし



－94－ 

ちゃうから、レセプト代で2,000円預かるという

のを昔やっていて、それはなくなったんだけれど

も、引き続き現物給付にはしないと確か言ってい

たはずなんですよ。 

○中村委員 あと、医師会が反対したというのがあ

ったんですよね。 

  入金が遅れてくるので、現物給付にすると、市

に対して、市から入金が来るのが遅いと。要する

に非常に困るというような話をしておった。ただ、

時代の流れからいって、どんな理屈をつけようが、

これは償還払いよりか現物支給すべきということ

はもう誰が見ても……。 

〔発言する人あり〕 

○中村委員 議員間討議してもいいと思うんだよね。

その中で、陳情の結論を出してやるのも大事だと

思うんだ。もう本当に、いろいろお医者さんと議

論した中で、なんで那須塩原市はしないんですか

といって、弊害が出ているよと、患者さんから。

という意見を私この間聞いてきて、やりなさいな

んていうぐらいの話も出ていて、こんな財政上の

問題以前の、市民の医療制度というのを守ってあ

げないと。だから、これ、議員間討議やってもい

いよね。 

○齊藤委員 やってもらったほうがいいですけれど

も、ただ、職員を呼んだときに、何を聞くのとい

う話を思っただけ。 

○中村委員 聞くだけになっちゃう可能性もあるん

だよね。 

○齊藤委員 そう、だからという話。 

○中村委員 事情をさらりと聞いてもいいから、10

分間招致ぐらいして。 

○齊藤委員 現状だけをいうみたいな感じですか。 

〔「制度を確認するという場面」と言う人

あり〕 

○中村委員 制度を変わったことによって、那須塩

原市の医療制度が崩壊するというぐらいの話をす

るんならば、納得しなきゃいけないけれども、そ

れは皆さんの考え方で。 

○齊藤委員 じゃあ、どういう順番で。こういう協

議会的なほうがいいんじゃない。委員会でもいい。

協議会は今ないのか、ごめんなさい、協議会がな

いんだ。 

〔「ないんだ」と言う人あり〕 

○齊藤委員 そう。今全部常任委員会をやらなけれ

ば、オフィシャルになっちゃった。 

○佐藤委員長 執行部を呼んだから不採択になると

かそんなふうにはならないと思いますので、それ

はそれでいいと思うんですけれども、ここで採択

か不採択かを今決めるわけじゃないので、影響は

ないと思いますので、その点を踏まえまして、ど

ういった質問をするか。また、10分ぐらいで切り

ますか。 

〔「確固たる理由がある可能性もあるから。

聞くのはただですから」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 じゃあ、来てもらうということでよ

ろしいですか。 

〔発言する人あり〕 

○中村委員 三斗小屋のことちょっと聞きたいんだ

けれども、市で管理しているというのは本当なの

かどうか聞きたいよ。 

〔発言する人あり〕 

〔「やっぱり最終日のほうがいいんじゃな

い、そうしたら。初日にやるから難しい

んだよ、これ」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 じゃあ、そういう形でよろしいです

か。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 あわせて、後でやるつもりだったん

ですけれども、後で聞くわけだったんですけれど

も、議員間討議については、また改めてやるんで
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すけれども、テーマとして議員間討議をやるとい

うことでよろしいですか。 

○中村委員 自然に議論しているうちに議員間討議

になっちゃうんだから。テーマはそれで上げてお

いてよろしいんじゃないですか。 

○佐藤委員長 また後で別のやつがあれば、当然そ

れもやるんですけれども。 

○中村委員 項目を決めていなくても、自然の議員

間討議は許されているんですよね。 

〔「セリフが入っているので、議員間討議

をやるなんていったら、この件について

と言ってくれれば」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 もちろんできますけれども、事前に

分かっていれば。 

  そのほか皆さんのほうから何かございますか。 

〔発言する人あり〕 

○佐藤委員長 陳情の件で御相談したいんですけれ

ども、参考人を呼ぶということだったんですけれ

ども、野球場についてもその次のほうも呼ぶかど

うかについてなんですけれども。 

○齊藤委員 そっちを呼ばないと。現物給付よりそ

っちを呼んだほうがいいと思う。 

○佐藤委員長 全て一緒ということで。 

○齊藤委員 松田さんとかは分からない、経緯が。 

〔発言する人あり〕 

○佐藤委員長 続きまして、委員会における議員間

討議テーマについてなんですけれども、現時点で

委員会審査において何かお話ししたい点があれば。 

○長岡議事調査係長 少し説明しますか。 

○佐藤委員長 はい。 

○長岡議事調査係長 これ、今お伺いしているのが、

委員会審査において事前に議案の中で議員間討議

したテーマというものがあれば、今ここでお話を

いただいて、そうすれば、委員会のときに少し資

料を見たりとか検討する時間ができるよね、そう

いった趣旨で、テーマがあれば皆様からお伺いを

最初にしましょうというような場面なんですけれ

ども、対象としては、あくまで議案、今回委員会

として取り上げます議案の中で議員間討議をやり

たいなというふうなものが今あればお話しいただ

ければと思います。 

○佐藤委員長 もちろん今なくても、当日あればと

いうことで、それはできるということで。今あれ

ば、説明があったとおりに、そのものについて資

料が用意できるということで。 

  何かございますか、現時点で討議した点。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 なければ、審査のときにもできます

ので、そのときでもよろしいですか。 

〔「そのときで」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 じゃあ、そういうことでよろしくお

願いします。 

  続いて、管内の所管事務調査を行うかどうかな

んですけれども、前回の議会のときに盛り上がっ

て、学校給食を食べにいくかどうかということで、

それについて所管のほうから情報が来まして、３

つの日にちがあったんです。10月６日でしたか。 

〔「17日」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それはそうなんですけれども、３つ

来て、案というのは６日と16日、17日でしたか。

給食を食べにいくかどうか。受入れ体制はできて

いるということだったんですけれども、実施する

かしないかです。実施日については、向こうから

案が来ていますので、10月６日と16日と17日なん

ですけれども、６日については公務が入っていて、

議長だけ、６日だとちょっとみんなが行けないと

いうことで、16日だと全協。 

〔「午前中、全協」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 全協だから駄目だと。 

〔「全協なんて１時間ぐらいで終わっちゃ
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うでしょう」と言う人あり〕 

〔発言する人あり〕 

〔「どこの給食場ですか。共英」と言う人

あり〕 

〔「西那須」と言う人あり〕 

〔「共英ならすぐ行けちゃう。全協が終わ

ったら、弁当を食わないでみんな給食食

べる」と言う人あり〕 

〔「弁当を取らなきゃいい」と言う人あ

り〕 

○岩波議事課長 すみません、16日は全協と、あと

は、場合によっては臨時会議が開かれる可能性が

あるということで日程を押さえられているので、

一応午前午後とも会議。 

○金子委員 食事してからまた出ればいいんじゃな

いの。 

○齊藤委員 調理場はそこですよ。 

○金子委員 そんなに時間はかからない。 

○中村委員 臨時会議の案件によってだね。 

○岩波議事課長 それで、今の段階で全く分からな

いんですけれども、一応年間を通してこの日は臨

時会議がある可能性があるということで。 

○齊藤委員 だって、９月なのに10月の案件が来ち

ゃったら。 

○金子委員 お昼休みだけで行けるんじゃないの。 

○齊藤委員 と思うんだけれども、何か概要を聞く

の。給食を食べるだけでしょう。 

○中村委員 料理できているんだから、これが注文

してできるというんだったら１時間かかるけれど

も。 

○齊藤委員 なんだったら、持ってきてもらってい

い。 

〔発言する人あり〕 

○長岡議事調査係長 17日の案を具体的にもうちょ

っとお話ししたら、皆さんやるかどうかというか

イメージができるのかなと。 

○齊藤委員 給食だけ食うのは嫌だよ、俺。 

○金子委員 わざわざ出てくるんじゃな。 

○長岡議事調査係長 提案いただいている内容とい

うのは何かあるんですか。どこで、どんなふうな

場所で。 

〔「16日がぴったりじゃないですか。アト

ラクションつき」と言う人あり〕 

○黒沢書記 今のところ教育総務課担当からは、日

程と場所の御提案のみでして、それを。 

○佐藤委員長 メニューも来ているよね。 

○黒沢書記 メニューはそうですね。 

○佐藤委員長 場所は共英調理場だよね。 

〔「近いと言えば近いです」と言う人あ

り〕 

〔「すぐそこ」と言う人あり〕 

〔「じゃあ、お昼休みでいいんじゃないの」

と言う人あり〕 

○佐藤委員長 じゃあ、16日でなんとか段取ってみ

てください。 

〔「12時過ぎたらみんなの視線が痛いでし

ょう、早く終わらせるようにしよ」と言

う人あり〕 

○佐藤委員長 だって、12時ぴったりじゃないし、

11時50分ぐらいからかな、給食は。 

〔「臨時会議だって１時半なんだから、１

時間半も給食を出していたら、怒られる

でしょう、うちら。何分かけているんだ

と」と言う人あり〕 

〔「だって、お昼休みは決まっているから、

50分しかないんだから」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 実施するということで、日程につい

ては16日でお願いするということでよろしいです

か。 

〔「メニューは聞いていないけれども」と
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言う人あり〕 

○林副委員長 コッペパン、野菜、ミルクスープ、

ハンバーグのキノコソース、キャベツサラダです。

地産地消。 

○齊藤委員 それが16日。17日は。 

○林副委員長 17日は、御飯、豚汁、焼き餃子、春

雨サラダ、オレンジです。 

○齊藤委員 地産地消のほうがいいね。地産地消、

最初のほう。コッペパンは揚げパンに代えてもら

えますか。 

〔「揚げパンは最高だね」と言う人あり〕 

〔「食べたことないんだよね」と言う人あ

り〕 

〔発言する人あり〕 

〔「何が食べたいとこっちから要求したっ

て駄目だよ」と言う人あり〕 

〔発言する人あり〕 

○長岡議事調査係長 第一候補としては16日で、受

入れ側の話もあるので、ちょっとそこはもう一度

確認とかをさせていただいて、第一は16日、駄目

だったら17日という、第二案というところで、最

終的には執行部のほうと相談して、日程のほうを

正副委員長のほうに御一任いただくとかでどうな

のかなと。 

○中村委員 だけれども、議事進行はお昼近くなっ

たら、どんなことがあっても議長に頼めばいいん

だ、休憩を。 

○齊藤委員 公務が入りましたと。 

○中村委員 12時前になったら、お昼だから、時間

どおりの話をすればいいんだから。 

○佐藤委員長 議長が所管事務調査のために暫時休

憩を。 

○中村委員 暫時休憩をすればいい。休憩を入れれ

ば、開始は午後１時半からですと言ったら、瞬間

に終わっちゃう。 

○齊藤委員 そんな延びる案件が入れば。 

○佐藤委員長 取りあえずは16日で120％オーケー

にしておいて、マイナス20％17日で押さえておく

ということでよろしいですか。だから、マイナス

20％ぐらいやらないということ。 

〔「了解です」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 じゃあ、早急に聞けますよね、16日

でオーケーかという。すぐに返事をもらえると思

いますので、駄目なときはもう一回考えましょう

ということでよろしいですか。あえて17日は作ら

なくたっていいと思うんですけれども、駄目なと

きは考えましょうということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 じゃあ、よろしくお願いします。 

  続いて、行政視察の日程は、事務局のほうから

これについて説明をお願いします。 

  事務局。 

○黒沢書記 （行政視察について説明。） 

○佐藤委員長 ありがとうございます。 

  説明が終わりましたので、皆さんのほうから質

問、御意見等がございましたら、お願いいたしま

す。 

  どうぞ。 

○齊藤委員 経過報告。受け取って駄目になっちゃ

っているのか、まだ預かったものが返ってきてい

ないのかどうなんですか。進捗状況。 

○黒沢書記 今のところ、２つ目の案件につきまし

ては、今連絡を取っているところでして、日程が

固まり次第またお返事をいただける予定になって

います。 

○林副委員長 藤沢市で、ケアされる人もする人も

自分らしい生き方ができる藤沢づくり条例、これ

はマニュフェスト大賞議会改革部門で優秀賞を取

ったところの話を聞きたいなと思っていたんです

が、この週だと藤沢市が不可というところだった
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ので、別日で日帰りとかでもいいので、後ほど視

察できるときがあったら視察したいなと思います。 

○佐藤委員長 それについては、議題じゃないです

けれども、本会議、９月になりましたので、それ

は後日でも可能だと思いますので、それについて

は、また協議して日程を決めたいと思いますけれ

ども、それでよろしいですか。 

○齊藤委員 それはいいんですけれども、じゃあ、

あと１個しか出していないね。 

○黒沢書記 今のところ確定しているのが１点でし

て。 

○齊藤委員 じゃなくて、出しているのは何件なの。

結果を待っているよというのは何件。今の副委員

長が言ったやつはもうやらないということだから

いいんだけれども、そのほかにあと何件行政に投

げていいんですか。 

○黒沢書記 今依頼しているのは１件でして、こち

らが駄目でしたら、また次の案件の依頼をかける

予定で、順次依頼をかけないと、日程が重複して

しまうケースが考えられましたので。 

○林副委員長 トータルで７件出しているので、上

から順番に確認していただいて、７件です、案と

しては。 

○齊藤委員 最初の民間の団体に行くやつで、１日

２コマとか入れないの。例えば今後の、今の言っ

たやつが23日の例えば午前中に詰まったら、23日

の午後も今何か打診しているの。 

○黒沢書記 はい。 

○齊藤委員 24日の午前中ないし午後も打診してい

る。最大４コマはできるものね、ゆっくりやって

も。 

○黒沢書記 連絡しているところは、初日の午後と、

２日の午前午後の。 

○齊藤委員 ３か所目を今やっている。 

○黒沢書記 いずれかでアポイントが取れるかどう

かですので。 

○佐藤委員長 全部一遍にこっちから出しちゃうと、

全部オーケーになったときに、今度は断るように

なっちゃうので。 

〔「断っちゃえ」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 そうはいかないので、上から順番に

いっているので、それが……。 

〔発言する人あり〕 

○佐藤委員長 そういうことで御理解していただい

てよろしいですか。 

〔「はい」「了解」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、行政視察の日程、視察先

については、説明のあったとおり進めてよろしい

ですか。 

〔「はい」「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、行政視察については、説

明のとおりといたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 次に、３のその他に入ります。 

  皆さんのほうから何かありましたら。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 事務局のほうから何かございますか。 

○黒沢書記 （議会報告会について説明。） 

○佐藤委員長 11月に実施予定ということでしたね。

そうすると、ここで決めなくちゃならないんです

か、それは。 

○黒沢書記 今度の12日ぐらいまでに御決定いただ

ければ。 

○佐藤委員長 そうすると、これ11月に実施予定は、

議会中にやらなくちゃならないということですか。 

○黒沢書記 報告会自体は11月中なので、委員会と

は別で考えていただければ。 
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○齊藤委員 日程だけ決めてもらえませんか。 

○佐藤委員長 日程、11月の日程は、何日から何日

の間にやるみたいなのはあるんですか。 

○齊藤委員 それが昔のやり方なんじゃないですか。

でも、今団体だから、直接行ける日に行っちゃえ

ば終わりなんですよ。なので、何個か挙げてやれ

ばいいのかなと思ったんですけれども。いっぱい

やったときは、１週間とか取っていたんですけれ

ども。 

○金子委員 委員会のときに決めればいいんじゃな

い。 

○中村委員 その前に、日にちも決定しなきゃいけ

ないけれども、議会報告会の諸団体、どういう団

体と協議するかという、テーマとかそういうのは

委員長が考えていただいているんですか。 

○佐藤委員長 いや、みんなで決める方向だと思い

ます。 

○中村委員 案はあるんですか。 

○齊藤委員 ないと思う。 

○中村委員 じゃあ、これからそういう団体、どう

いう内容で、そうするとこういう団体があるねと

いうことを確認するということなので、今回の委

員会の中で終わって、そのたびに何か意見がある

ときには、そんな出していって、皆さんに今日急

に言って、こんな団体でこんなにやっぺというこ

とはなかなか出しづらいので、今度３日間委員会

がありますよね。終わりましたら、委員長が皆さ

んそういう11月の案件で案がありますかと。案が、

だんだん一回やっているうちになくなるおそれが

あるので、正副委員長でも少し原案みたいなのを

考えてもらったりして。 

〔「たたき台とか」と言う人あり〕 

○中村委員 そうそう。そうしてキャッチボールし

ながらいきましょうよ。 

○佐藤委員長 委員会単位でやるというのは今初め

て知ったことですから。 

○齊藤委員 報告したでしょう、ちゃんと。この間

全協で。 

○金子委員 いいよ、それは。 

○中村委員 そういうふうにして、委員会中に皆さ

んで決めて、その間に皆さんで空いている日を、

11月何日……。 

○齊藤委員 要は団体を提案すればいいんでしょう、

先に。その後日程でいいということね。 

○中村委員 まず、団体を決めないかん。 

○齊藤委員 何個か、１団体だけでいいですか。30

個とかやる。無理ですね、じゃあ、１団体。 

○佐藤委員長 １団体か２団体か、今の中村委員の

ほうから提案がありましたとおりで、今回の17日、

その間にまたその他で提案ということでよろしい

ですか。 

〔「はい、分かりました」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 じゃあ、よろしくお願いします。 

  ほかに、その他になければ、以上で協議事項を

閉めてよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○佐藤委員長 以上で常任委員会を終了いたします。

お疲れさまでした。 

 

閉会 午後零時１６分 

 



－101－ 

福祉教育常任委員会／予算常任委員会及び決算審査特別委員会（第二分科会） 
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議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔請願・陳情審査〕 

    〈請願〉 

    ・請願第２号 高校生医療費助成の現物支給化に関する請願 
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    決算審査特別委員会（第二分科会） 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○佐藤委員長 皆さん、おはようございます。 

  本日、この委員会の傍聴希望がありました。議

会基本条例第７条により、議会の会議は公開を原

則としております。また、委員会条例第17条及び

先例に基づき、これを認めます。 

  ただいまから、９月定例会議の福祉教育常任委

員会及び予算常任委員会並びに決算審査特別委員

会（第二分科会）を開会いたします。 

  ただいまの出席委員は８名です。 

  委員の皆様には、異議なしなどの意思表示をは

っきりしていただくことと、明瞭な質疑をしてい

ただくようお願いをいたします。 

  審査の日程及び審査順は、御手元に配付の次第

のとおりとします。 

  今定例会におきまして、本常任委員会に付託さ

れた案件は、条例の改正及び廃止案件２件、新た

に受理された請願２件、陳情１件の計５件でござ

います。 

  予算常任委員会付託案件のうち、当分科会で審

査すべき案件は、補正予算案件４件であります。

また、決算審査特別委員会付託案件のうち、当分

科会で審査すべき案件は、決算認定案件４件であ

ります。これらの案件につきましては、関係所管

課のところで、随時、分科会に切り替えて審査を

行います。 

  議案審査において討議すべき点がございました

ら、申し出てください。 

  次に、各委員におかれましては、慎重なる審査

とともに円滑な進行に御協力をお願い申し上げま

す。 

  それでは、審査の事項に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎請願第２号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 請願第２号 高校生医療費助成の現

物支給化に関する請願を議題とします。 

  本件については、参考人として提出者である瀬

川淳多氏を招致しております。 

  それでは、初めに、参考人から本請願の趣旨を

簡潔に御説明お願いいたします。 

○瀬川参考人 お願いいたします。 

○佐藤委員長 着座で。 

○瀬川参考人 （請願第２号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません。お疲れさまでございます。 

  今、聞いたとおりで、高校生の現実にその保護

者である中で、やはり周りの市民の方からも何で

そういうことなんだというお話とかはやっぱり伺

っていたという現実はありますか。 

○瀬川参考人 そうですね、私自身はこの話は、多

分２年前ぐらいに初めて聞いたんですが、当時自

分の息子は中学生だったので、現物支給という形

で医療のほうを受けていたので、まるで実感がな

かったのが本当のところで、今年の春から高校生

になりまして、市のほうから封書が届いて、今年

から高校生になったので償還払いをすると。 

  小さいときも償還払い、幼保児のときにも償還

払いという方法はしていたのですが、やっぱりす

ごく親としての作業というか手間というのが非常

に大変だったというふうに覚えていて、これが高

校生になってこういった形にまたなるんだという

ことを知ったんですけれども、それで周りにお話
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を聞いたところ、他の市町村では高校生までが現

物支給になっているよということ、大田原市、矢

板市と那須町、塩谷町。 

  そこから調べてみたら、栃木県内では那須塩原

だけがまだ高校生の医療費について償還払いとい

うことで、基本は高校生までが無料ということに

なっている中で、手続上償還払いの採用をされて

いると、那須塩原だけだということにちょっと驚

きもありまして、これはぜひ那須塩原の高校生だ

けが、高校生の親だけがなかなか手続の煩雑さで

すとか、そういったことを抱えているということ

について、何とか改善していただきたいなと思う

に至ったという次第です。 

○齊藤委員 ありがとうございます。 

○佐藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございますか。 

  星野委員。 

○星野委員 大変御苦労さまです。 

  瀬川さんも高校生のお子さんを持っているとい

うことで、実際にお子さんが医療にかかって、そ

の償還払いということで手続などは行ったことは

ありますか。 

○瀬川参考人 そうですね、高校生になってからと

いうのはまだあれですけれども、さっき言ったよ

うに小さい頃は償還払いの手続が、まだ皆さん、

みんなそうだったと思うので、そのときに償還払

いをやって手続をしたことがあります。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 そうすると、瀬川さんの御友人とか近

くにいる方は、大体高校生以上については償還払

いといえば、役所のほうに来ていわゆる資料、資

料というかそのかかった金を請求しているという

ふうに、大体周りの人はそういう感じですか。 

○瀬川参考人 そうですね、自分の周りの人のこと

で言うと、やはりお母さんたちもふだんから仕事

をしていたりとか、忙しく共働きをしていたりと

か、そういった中で子供たちの医療費の明細です

とか領収書なんかを取っておいて、それを役場に

来てとかそういった手続を踏んでするというのは、

一旦やっぱり中学生、小学生、中学生までは現物

支給になったということですごく楽になったよね

という思いがあったので、余計にあの煩雑さがま

たやらなきゃいけないのかというのに対しては、

すごく困ったなというか大変だよねというお話を

聞くことが多いです。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 この償還払いは、郵送でも実際受け付

けるんですよね。それは瀬川さんは御存じは御存

じですか。 

○瀬川参考人 はい。郵送でも受け付けられるとう

ことなんですけれども、ただ実際の償還払いの手

続をした方、僕もお話をしたんですけれども、領

収書の中でも償還払いに当たる部分の領収書なの

か、それとも何というんですか、自由診断で受け

たものだったりとかという判断が自分ではできな

かったりとか、分かりづらかったりとかという中

で申請をすると、これは大丈夫だけれどもこれは

駄目とか、そういったところでもう一度、もう一

度というような手続がある。 

  中には、やっぱり一度手続したものがこれでは

駄目だということで戻されてということを何度も

やっているうちに、別にそんなに大きな金額を請

求するわけでもないのに、こんだけ手間がかかる

んだったらもういいよといって帰ってきちゃった

んだよというような方もいらしたので、やはり手

続をすることがすごくストレスというか心労にな

るというか、そういったものであって、その金額

が戻ってくる、戻ってこないということよりも、

やっぱりその手続をすることということに皆さん

苦労しているんじゃないかなというふうに感じて
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います。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 伺います。 

  この窓口負担が発生することにより、高校生の

受診の控え、受診控えなどは周りで聞こえてくる

のか伺います。 

○佐藤委員長 どうぞ。 

○瀬川参考人 やはり今まで、中学生までが現物支

給ということだったので、ちょっと熱があるけれ

どもどうだろう、心配でも、やはりそういう意味

では積極的に医療を受診して、早め早めに体調を

確保するというようなことができていたけれども、

この作業があることで、やはりちょっとぐらいだ

ったら大丈夫じゃないかとか、市販薬で何とかな

らないかとか、そういったことを考える方もいた

というふうに聞いています。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、これをもって参考人に対

する質疑を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 参考人に対する質疑を終了いたしま

す。 

  本日はお忙しい中にもかかわらず、貴重な御意

見をいただき、忠心より感謝を申し上げます。 

  本委員会として、ただいまの意見を今後の審査

に十分生かしてまいりたいと思います。ありがと

うございました。 

  ここで、参考人の退席及び執行部の入室のため、

暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時１１分 

 

再開 午前１０時１４分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開い

たします。 

  子育て支援課の皆様、お疲れさまです。 

  本来であればここで御挨拶をいただくところで

ありますが、議案の審査の際に改めて御挨拶をい

ただければと思います。 

  それでは、提出された請願第２号 高校生医療

費助成の現物支給化に関する請願に関する担当課

への質疑を許します。 

  質疑はございませんか。 

  中村委員。 

○中村委員 なぜ本市だけ、栃木県内でこの高校生

の現物支給をされていない理由をちょっとあれば

お聞かせください。 

○佐藤委員長 課長。 

○福田子育て支援課長 令和５年の４月から、県内

全市町で高校生まで現物給付導入されたわけなん

ですけれども、本市におきましてはその際には自

己負担分の2,000円を廃止して、中学生までの現

物給付ということになっております。そのときに

判断がされたんだと思いますけれども、やはり政

策的な判断でこういった形になっているものと思

っております。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、これが現物支給になれ

ば、2,000円をまたもう１回徴収始まる可能性も

あるということでよろしいですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○福田子育て支援課長 無償化につきましてはもう

全ての年代、ゼロ歳から18歳まで無償化が導入さ

れておりますので、自己負担については今後もな

いということで、無償ということの予定でござい
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ます。 

○佐藤委員長 はい。 

○中村委員 じゃ、それは確認できました。 

  そうしますと、正直申しまして、他市町で全部

現物支給になのに、本市においてそういった保護

者関係から何でうちは、当市は栃木県で唯一償還

払いをやっているんですかという御意見とか、そ

ういった投書みたいなのはございませんでしたか。 

○佐藤委員長 課長。 

○福田子育て支援課長 これまでですと、申請の際

にそういったお話は何度かいただいているという

ことは聞いておりますが、特に要望書とかそうい

ったものは今までは出てきておりませんでしたが、

今年の３月に要望書が出されまして、今回請願が

次いで出されたという経過となっております。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 先ほど参考人の方が、要するにそうい

った忙しい中で、償還払いだと清算をして帰らな

きゃいけないし書類も出さなきゃいけないという

ことで、まあまあの病気にかかったとしても医療

にかかりづらいというような意見が出て、市民サ

ービスの低下につながるんじゃないかとか、病気

が重くなってしまうんじゃないかという懸念され

た意見が出たんですが、そういった事案は発生し

たようなことは確認はしたことございますか。 

○佐藤委員長 課長。 

○福田子育て支援課長 特にそういった不満ですと

か、そういった電話ですとか窓口でそういった御

意見はいただいているところではございますが、

特に不便を来しているとか、そういったことは状

況は発生しておりません。 

  我々としましては、そのオンライン化をして、

例えばその申請に来なくても済むようなところも

ちょっと検討して進めているところでもあります

し、今回、保健福祉給付についても検討は続けて

いくというところでございます。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 分かりました。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。 

  星野委員。 

○星野委員 そうしますと、うちを除いて市町村で

現物給付にしているんですが、本来うちでもし現

物給付にした場合、医療費というのは大体どれく

らい上がるという見込みなのか。ちょっと聞いて

いるので、少し大きな話なので、どれくらい上が

るのかというのを教えてください。 

○佐藤委員長 課長。 

○福田子育て支援課長 我々のほうで試算しており

ますのは、大体令和６年度の決算予定からしまし

て、4,000万から5,000万円は増額されるのではな

いかという見込みを立てております。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 すみません、そうしますとその中にも、

ちょっとごめんなさい、いやらしい質問になっち

ゃうんですが、先ほどの陳情の方のお話を聞くと、

やはり償還払いで役所の窓口へ行く、いろんな手

続の中で面倒だということで、それを避けてしま

う保護者の方もおられるということも起きてしま

う。その医療費の上がるということの中に、そう

いうことも含まれて考えているということでよろ

しいですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○福田子育て支援課長 領収書をなくしてしまった

りですとか、そういったことによって申請をしな

い方もおりますし、少額の医療費であれば申請し

なくてもいいかなと思う方もいらっしゃると思い

ます。そういった方についても、今後は現物給付

が導入された場合は全額、何もしなくても支払い

もないし申請の手間もないということになります
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ので、そういった形でなってくるかなと、そうい

った形で増額というのもありますし、それと全て

の医療費について何もしなくても請求がされてき

ますので、そういったことで、そういったことも

含めて全て増額になってくるかなと。その金額が

先ほど申し上げた金額ということになっておりま

す。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 じゃ、最後に、その医療費が上がると

いうことで、そういったことも含めて、本来なら

ばかかるべき、高校生がかかるべき、医療にかか

るべき人たちが、そういったいろんなことでかか

れなくて、かかれないでおられる。 

  だから、本来、医療費が上がるということは、

かかるべき人がかかれるというふうになるために

増額になるという認識はお持ちですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○福田子育て支援課長 委員がおっしゃるように、

受診の機会が確保されるということで、そういっ

たこともあるかなと考えております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 関連なんですけれども、先ほど言った

とおり高校生、平成26年度か７年の頃というのは、

その高校生がこれは風邪を引いたとか、ちょっと

した病気で病院を何回も行き来するというお話か

ら、確かそのレセプトの料金が2,000円を徴収す

るというところが始まりだったと思うんですけれ

ども、それが今回その令和５年のところから現物

化、ごめんなさい、医療費が無償化になったこと

に伴ってその2,000円という措置がなくなったと

いうことで、今度かかれる状態は一緒になったわ

けじゃないですか。要は無料なわけですから。 

  ただその申請が方法なだけなので、今、星野委

員が言ってくれたこの先かかりやすい状況があり、

市はその増えた分は負担になるという理由だけで、

この制度自体をまだ現物給付にしていないのかな

と考えることもできるんですが、その経緯として

今ここまで進んできて、こういう請願まで出るよ

うになってしまったんですけれども、当初の考え、

その2,000円を払ってまでして、何というんです

か…… 

〔「償還払い」と言う人あり〕 

○齊藤委員 そうじゃなくて、病院をぐるぐる回る

やつ何でしたっけ。 

〔「コンビニ受診」と言う人あり〕 

○齊藤委員 そう、それで違う病院行ってぐるぐる

回っちゃうというのも抑制するという意味があっ

たやつは、もうそういう考えはないとは思うんで

すけれども、実際その償還払いとはいえ、例えば

個人情報はないと思うんですけれども、違う病院

を転々とするような事例とかというのは何か押さ

えていたりするんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○小畑給付係長 今の御質問についてなんですけれ

ども、まずこども医療費の開始時については、そ

ういう適正受診の御案内ですとか、医療機関に関

してもそういったドクターショッピング、いろい

ろなところを回ることは控えてくださいというふ

うな、そういった御案内は紙の文書を通してお願

いをしております。 

  具体的にそういった事例があったということは、

私昨年から担当していて、正直私は経験がないん

ですけれども、そういったことがもし確認できた

場合は、何を持って適正かどうかという判断も難

しい場合があるんですけれども、その注意喚起方

法に関しては検討するのかなというふうには考え

ています。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、逆の聞き方になっちゃう
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んですけれども、医療費がかからなくなって現物

給付になった場合は、先ほどやっていた職員とし

ての手間、領収書持ってこいというのがなくなる

わけだから、職員としては、お金はかかっちゃう

けれども、職員の手間は減るのかどうかお伺いし

たいと思います。 

○佐藤委員長 課長。 

○福田子育て支援課長 そういったレセプトの点検

とか、そういったものがなくなりますので、逆に

そういったものを今後お願いするので、手数料を

払ってその機関にやっていただくというようにな

りますので、職員の手間は減ります、間違いなく

減りますので、高校生ですと年間１万3,000件の

そういった処理がなくなりますので、そのような

ことは考えております。 

○齊藤委員 分かりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、これをもって担当課に対

する質疑を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 担当課に対する質疑を終了します。 

  ここで、担当課の退席のため暫時休憩といたし

ます。 

  本日はお忙しい中、御出席をいただきまして、

ありがとうございました。 

 

休憩 午前１０時２５分 

 

再開 午前１０時２６分 

 

○佐藤委員長 それでは、休憩前に引き続き、委員

会を再開します。 

  ここで、議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見はご

ざいますか。 

  中村委員。 

○中村委員 議員間討議はどうしましょうか。 

○佐藤委員長 討議をやるという。 

○中村委員 やりますか。 

○佐藤委員長 どうぞ。 

○星野委員 私が考えるのは、今ちょっと齊藤委員

のほうから過去のこともそういうふうな感じの例

もあるということもお聞きしたんですが、普通か

ら考えると大体高校生というのはそんなに病院に

行きたがらないんじゃないかなと思っているんで

す。高齢者だったらいろいろそういうこともある

と思うんですけれども、ですから最終的に医療費

は、僕も一般質問のときに医療費は上がると言わ

れたんですが、僕が思うには本来それが本当に病

院にかかりたい、高校生がかかりたいという本当

の数なんだと思うんです。 

  だから、今までのそういうやつは、やっぱりい

ろんな理由で行けないお子さんもいただろうと。

そういうことに絡めて考えながら、あとレセプト

の大変なのもありますけれども、やはりこの現物

給付することに関して4,000万からの予算は上が

るけれども、やはり子供たちのやはりかかりやす

い環境を整えるためには仕方ない、当然の予算だ

なと思いますので、私はこの請願に対しては賛成

というか。 

  以上であります。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 私は、今の参考人とか執行部の話を聞

きまして、医療費は無料になっているところが現

実なんですが、新たな受付をしたり、支払いをし

たり、請求書を再発行したりする、面倒くさいと

いうものばかりを言われると、ちょっともったい
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ない話かなという気はしていたんですが、やはり

この栃木県全体的に見ても、まさに今、時代の流

れで現物支給が当たり前ですよという社会の中で、

私どもの地域が守るべきものを、償還払いにしな

ければいけないという理由を先ほど聞いても、も

うそういう時代じゃないと。4,000万、5,000万か

かるけれども、正直言って無駄ないろいろとやめ

ましょうとか、そういったものはＰＲすることに

よって乗り越えらえると思いますし、この4,000

万、5,000万をまたふるさと納税で頑張っていた

だいたり、あと何ですか、ネーミングライツでも

何でもやって、その上での歳入を考えたりしまし

て、やはり私はこの間、大田原の病院に行きまし

て、ある先生から言われました。 

  高校生が通院に来ているんですが、生活保護を

受ければこれ医療費無料なんですが、どうしても

皮膚科にかかっている高校生の女性が那須塩原の

ほうにいまして、病院に行って、３万円から２万

円ぐらいの、月に３回か２回やらないと体が悪く

てどうしようもなくて、どうしようもない、だか

らここまで来ているんですよという。 

  那須塩原は現物支給じゃないので、お母さんが

立て替える能力がない。だからといって生活保護

を受けるだけの収入は備えていらしていないとい

う、一生懸命頑張っているお母さんが、子供のた

めに一生懸命お医者さんにかかってもらいたくて

も、子供が遠慮して。そうするとみんなに冷やか

されるから学校に行けなくなっちゃうとか、いじ

めに遭ってしまう。 

  そういった事案をちょっと聞いたときに、やは

り社会構造になっていくか分かりませんが、やは

りそういう事案を聞くと、もう本当になぜ私ども

の那須塩原市が現物支給にしないのというのを痛

切に感じたので、いろいろ意見を聞くと、そうい

うふうにしてちょっと面倒くさくてもそういうも

のもあるかもしれませんが、やっぱりかかる人の

気持ちをしっかり押さえて、医療大事ですよとい

う部分を考えると、ここで現物支給にぜひとも進

めるべきというふうに、こういう意見であります。 

○佐藤委員長 ほかに討議すべき点はございますか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 高校生になると、自分で受診できる

ようになるので、例えば女性特有の疾患などは自

分で受診できるようになるので、産婦人科に行く

場合なども適正な受診につながると望ましいなと

思っています。 

  また、先ほど執行部のほうから出た注意喚起も

必要であるので、併せてやっていくべきなのかな

と思います。 

○佐藤委員長 ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、議員間討議

を終了いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  請願第２号 高校生医療費助成の現物支給化に

関する請願について、採択とすべきものとするこ

とに賛成する委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○佐藤委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、請願第２号は採択とすべきものとする

ことに決しました。 
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  以上で請願第２号の審査を終了いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時３３分 

 

再開 午前１０時４０分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開い

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎請願第３号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 請願第３号 学童野球公式戦及びそ

の他の少年少女スポーツにおける公式戦の市施設

使用料無料化に関する請願を議題といたします。 

  本件については、参考人として提出者である中

野英樹氏と河上善一氏を招致しております。 

  それでは、初めに参考人から本請願の趣旨を簡

潔に御説明をいただきます。よろしくお願いしま

す。 

  着座のままで結構です。 

○河上参考人 （請願第３号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  中村委員。 

○中村委員 これうちの野球場の施設利用を無料化

にしてくれという請願ですよね。 

  要するに、そうすると参加費というのは、これ

はあくまでも大会の参加費が上がったということ

ですよね。そうすると、このグラウンドに対する

使用料とはまた別個な。 

○河上参考人 大会参加費の中に、球場使用料が値

上げになったために参加費が上がったということ

で連盟からお話があったので。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうすると、この球場が値上ったとい

うことで参加料が上がったよということですか。 

○河上参考人 そうですね。実質そういうことにな

ります。 

○中村委員 そうしますと、この球場の料金が上が

ったということは、この無料から、これちょっと

見ますと４分の３減免になっているんですが、い

い球場ですと2,000円ですよと、安いところで

1,500円ですよというところの４分の３減免です

からほんの少しの金額なんですが、それによって

著しくほかが体制がみんな変わってくるというパ

ターンなんですか。 

○佐藤委員長 どうぞ。 

○河上参考人 ちょっと詳細は分からないんですけ

れども、三島体育センターの球場で行きますと、

１時間当たり多分250円になったんですよね。そ

うですよね。250円掛ける、多分１日押さえるの

で８時から夕方まで押さえるとなると、そうする

とあれですよね、ちょっと出ないですけれども

2,000円、2,000円ぐらいですか、使用料がかかっ

てしまうということです。 

  さらに大会自体が、ごめんなさい、ちょっと電

卓が、例えば球場、試合数が幾つかあるとすると、

ごめんなさい、全面借りると、三島センターは全

面借りるので250掛ける４なので1,000円なんです。

1,000円ですと１日、どれくらいちょっと連盟の

ほうで借りているか分からないんですけれども、

８時間借りたとして8,000円。8,000円掛ける、大

体６日借りるとしますと４万8,000円で、さらに

本球場ですともっと高いんですよね。本球場でも

市内で今2,000円なのでこの倍かかるので、２日

間借りると…… 

○中村委員 それは４分の３の減免というのは計算
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に入れていますか。 

○河上参考人 入れています。 

○中村委員 ４分の３減免ですから、４分の１しか

払わなくていいんですよね。 

○河上参考人 はい、知っています。それは知って

います。 

  三島体育センターは４面あるんです、Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄとあるんです。それを全面借ります。そう

すると１時間1,000円なので4,000円です。減免が

効くと1,000円ですよね。 

○中村委員 ４分の１ですからね。 

○河上参考人 1,000円ですよね。1,000円掛ける８

時間借りますと8,000円です。それで６日間借り

ると４万8,000円になります。 

  さらに……。ごめんなさい、400円ですね。全

面で2,000円です。ごめんなさい、三島は2,000円

ですね。2,000円掛ける８時間借りますと１万

6,000円。ここが６日間借りますと９万6,000円プ

ラスになるという。９万6,000円ですね。今計算

してやっているんですけれども、かかる。 

○中村委員 ４分の３減免でやっているんですよね、

計算は。 

○河上参考人 そうですね。 

○齊藤委員 三島は多分2,000円で、新しくなって

1,500円に下がっています。それが４月１日から。 

○中村委員 1,500円の４分の１ですから、４分の

３を減免ですから。 

○星野委員 １面が1,500円ですよね。 

○齊藤委員 これ全面と書いてある。全面。それで

４分の１面というのが400円。だから、全部借り

ても１時間1,500円ということですね。それに８

時間かけると、８時間かけたのが１万2,000円。

８時間で。 

○河上参考人 １万2,000円掛ける６日で７万2,000

円。 

○齊藤委員 これが三島。 

○河上参考人 それで、本球場が1,000円。 

○齊藤委員 本球場は改定後、１時間2,000円です。

この照明とかつけていないから。 

〔発言する人あり〕 

○河上参考人 大体10万円ぐらい１大会参加費がか

かっているという計算です。 

○齊藤委員 500円の全面で4,000円。4,000円を何

日借りますか。 

○河上参考人 ６日間です。 

○中村委員 本球場使ったって２万4,000円しか上

がらないですよね。 

○齊藤委員 本球場はここしかないから。 

○中村委員 こっちしかない。それで三島も使って

幾らになりますか。1,500円の400円でしょう、減

免使って400円になるんだ、１時間。それで８時

間といったら3,200円、3,200円を何日使って。２

万1,000円くらいしかかからないですね。 

○齊藤委員 全面が1,500円かかるんです。だから。 

○中村委員 全面で1,500円だけど４分の３は減免

なんです。 

○河上参考人 １面で250円ですよね、減免きいて

250円ですよね。１面だけで。 

○齊藤委員 三島は400円が１時間なので、減免き

いたら100円じゃないですか。１時間。 

○佐藤委員長 そうすると、もう今年の４月から始

まっているということですよね。その実績という

のはないんですか。 

○河上参考人 実績はありますけれども、うちはチ

ームなので、実際に管理しているのは連盟なので。 

○平山委員 連盟で計算できていないのか。連盟の

ほうから。 

○河上参考人 その資料のほうを頂いていないんで

す、うちのほうは。 

○佐藤委員長 どうぞ。 
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○中村委員 これを見ますと、４分の３減免になっ

ていると、もともとに学童保育、学童関係の中で

利用される場合にはかなり個人負担を少なく済む

ようにという設定はさせていただいたんですよ。

正直申しまして。それで、学体連さんとか体育協

会の関係はこれ無料になっているということでこ

れは確認をさせて、この規則によりますと。 

  なぜその学童関係の方に４分の３ですかといっ

たら、やはりそういう団体の、諸団体の考えを考

慮して４分の３の減免をさせていただいています

よという話だったものですから、かなり何という

んですか、那須塩原市はいいほうへ考えていると。 

  大田原に確認しますと、若干取っているような

話はしていますからね。 

○河上参考人 いや、取っていないですね。矢板市

も大田原市も那須町も無料ですね。確認しました。 

○中村委員 いや、確認したら取っているんですよ。

ただ、その体育連盟の中のこういう明細、何とい

うの、学体連ですよ、何々体育連盟ですよといろ

んな種類があった中で、精査をした上でのこの料

金体系をつくっている形をみんなどうも取ってい

るみたいなんです。我々もそれ知らなかったもの

ですからあれなんですが、本当に私も那須塩原市

を考えますと、今各学校の小学生が地域スポーツ

にみんな移行した中で考えれば、学童保育も実際

に無料でいかなければいけないんではないかとい

うことは我々もみんな危惧しているんですが、そ

の中で今回改正をされた中で、何か高くなるんで

すか。やはり利用者の負担という部分を考えると

という話の中で考えてみると、４分の３の減免は

やむを得ないのかなという感じは我々も受けて、

そこで皆さんの今話を、説明を聞いたんですが、

学体連とか体育連盟に入ってさえいただける、入

っているチームはもう無料とこれ出ているんです。 

  ですから、そこら辺のところは我々に分からな

い世界になっちゃうので、そこら辺が何かちょっ

とそういう連盟に入るのにはどうするのかなとい

うのを聞きたかったんですが。 

○佐藤委員長 どうぞ。 

○中野参考人 私、南ジャガーズ、今回代表やらせ

てもらっている中野と申します。 

  学体連というのは、多分中学校とかのそっち、

小学生とはまた別ですよね。そうですよね。 

○中村委員 そうですね。中学は知っています。体

育連盟だか何かというのありますよね。市の全て

の。あれに入っているとオーケーなんですよ。 

○河上参考人 小学生はなぜ無料にはならないんで

すか。 

○中村委員 それはちょっと分からないですね。 

○河上参考人 中学生無料であれば、小学生も無料

にしていただいてもいいのかなと。 

○齊藤委員 基本的に、部活動とスポーツ、学童の

スポーツは全然違うんです。スポ少とは。中教審

とかは部活動でやっているので、それは教員のや

つが働いちゃっているんです。部活動は小学校は

消え始まってっているので。 

○河上参考人 学校教育の中でやるから無料という

こと。 

○齊藤委員 教育というか、その教育振興会の中で

やっているものということなんですけれども。だ

から、前は小学校も各学校から代表で、バスも無

料で大会やっていたはずなんです。それが、部活

動が消滅しているので、今はスポーツの移行期間

でありながら、いろんなチームに子供が混ざっち

ゃっている状態じゃないですか。だから、今度そ

こは今後の検討の在り方かなとは思っているとい

うことなので、すごい分け隔てがちょっとここで

も見られている状況。部活動の大会ではない。 

○中村委員 だから、皆さん方がやっていらっしゃ

ることはすばらしいことなので、我々は応援して
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いきたいんですが、そこがネックなんです。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 今、三島のグラウンドで４面使って６

日間もやるという御説明だったんですが、チーム

としては何チームくらい参加するんですか。 

○中野参考人 もう今年の一番直近の大会ですと11

チームです。 

○河上参考人 去年は15、14。 

○中野参考人 そうですね。最後は15。 

○河上参考人 15か14ですね。 

○星野委員 総当たりで行くんですか。 

○中野参考人 大会によって違います。 

○星野委員 ちなみに、その11チームから当然運営

費として頂く、先ほども、運営費として頂くわけ

ですよね。チーム。そのときに、やはりそのよう

な減免も含めての話の中で、やはりそれでもチー

ムとして負担が大きいと。 

  仮に、いろいろ数字が出ましたけれども、４万、

９万6,000円、７万2,000円とか合計になるのか分

からないですけれども、仮に一番高い９万6,000

円という話でいって10万としても、11チームだと

約１万円ぐらいの負担にはなるんですけれども、

それでもやはり各チーム、11チームとしての考え

方は、やはりその負担はかなり大きいという。 

○河上参考人 冒頭、私のほうでお話しさせていた

だいたんですけれども、子供たちのスポーツが、

お金が値上がりしたことでできないということも、

できなくなってしまうという、紹介させていただ

きましたけれども、いわゆる球場だけの話ではな

くて全体的な話で考えていただきたいんですけれ

ども、先ほどいったボールとかバットとかグロー

ブとかユニフォームも、学校によってなんですけ

れども、大山小学校は部活動はなくなっちゃった

ので、今までユニフォーム代として部のほうに下

りてきていたんです、ユニフォーム代として。た

だ、なくなってしまったので、ユニフォーム代は

なくなってしまったんです。 

  さらに、部活活動費としてボールとか消耗品買

うのに２万円実は出ていたんです。これは多分小

学校によって違うかもしれないんですけれども、

ただ三島小とかは多分まだ部活やっているという

話を聞いたんですけれども、２万円の補助もなく

なってしまったので、実はどんどん削られていっ

ちゃっているというのも実際あるんです。 

  その中でもやっぱり、やはり物価が上昇してい

るので、なるべくやっぱり私どもとしては負担を

減らしてほしいという気持ちが一番強いと思いま

す。ほかの学童さんに聞いても、やはり皆さん同

じ、少しでもやっぱりかかる費用を安くしてほし

い。 

  これほとんどの方が、野球に携わっている方は

ほとんどの方が、中野さんもそうなんですけれど

も、みんなボランティアなんです。当然かもしれ

ないですけれども、中野さんだってもしかして負

担、いろいろ負担、自分が負担しているようなと

ころもあると思う。本当に涙ぐましい努力をして

経営しているというのを分かっていただきたい。 

  その中で球場を、250円というのは少しかもし

れないですけれども、そこでも値上げと言われて

しまうと、どうしても最後にどれだけ残るのかと

いうことを考えてしまうんです。私も考えました。 

  実際、私も去年、大山小学校ファイターズの会

長をさせていただいて、部費が足りなくなってし

まうんじゃないのかと思いました。 

  実際、私どものチームは県大会も行けなかった

ので、県大会にかかる費用、実は県大会の費用も

上がっているんです。全部上がっているんです。

なので、県大会に行ったら多分足りませんでした。

本当に最後10万円ぐらいしか残らなかったです。

前の方、前の代で引き継いだお金。前の代は、ユ
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ニフォーム代が20万円が、22万円が入っていたん

です。だから、実質マイナス10万円なんです、今

年は。本当に心苦しい。 

  他の学童野球のチームさんに聞いても、みんな

そうでした。先ほどお話ししたところも、やっぱ

り足りなくてみたいな話。ほかのところもそうい

う話ありました。今回署名いただいた、1,700人

以上の署名集めましたので、どうしてもやっぱり

議会として、議会の皆さんにそういった事情を酌

んでいただきたい。 

  これ球場使用だけではなくて、ほかも上がって

いる。だからスポーツができなくなっちゃう子供

がいるという現実を知ってほしいというのが本当

のところなんです。だから、少しでも下げていた

だきたい。前年と同じように無料にしていただき

たいと思う。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、まず、公式戦と呼ばれる

ものはどれだけあるのかと、くろいそ運動場をつ

かっても、ただの練習試合で使うときもあるので、

今この僕は請願をちょっと重視しているので、言

葉で上乗せされても、この文言を精査しなきゃな

らないんです。厳しい意見。気持ちは全然分かる

んですけれども、まずは野球場の話を聞きたいの

で、周りの話をされてしまうと、どっちが本心だ

か、どっちも来ているという本心は分かりますけ

れども、これ１番と２番がちょっと全然スケール

が違うので、使用料を無料にすることということ

について聞きたいんですけれども、公式戦という

のは、その球場を使ってやる公式戦というのはど

のぐらいあるのかというのを聞きたいんですけれ

ども。 

○河上参考人 大体４試合 

  ４大会。それで準決勝、決勝で大体本球場を使

う。 

○齊藤委員 そのときが本球場と。 

  これざっくり春夏秋冬ですか。 

○河上参考人 秋２試合、春に２大会。 

  ただ、私どもも把握できないんですけれども、

学童野球の発展を通して催物をする。例えば今回

４年生の選抜大会というのがあるんですけれども、

そこで本球場を使う、連盟が使うということもあ

るので、多分その中でもやっぱり大会参加料は上

乗せされているのかなという感じはします。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 今言った、変な言い方ですけれども、

４大会以外のものを連盟が公式戦と言ったら公式

戦になっちゃうんですか。 

○河上参考人 ならないです。 

○齊藤委員 ならないですね。そこをちょっと確認

したかったので、もうあくまで今回言っているの

はこの４大会、少なからずこの４大会は減免して

くれというふうに取ったほうが議論をしやすいの

で、それにほかに取ってつけてあれもこれもそれ

もと言っちゃうと議論が平行線になっちゃうんで

す。なので確認させてもらったので、じゃ４大会

のまずは減免を、あるいは無料にしてくれという

ことで合っていますよね。 

○佐藤委員長 どうぞ。 

○河上参考人 連盟から聞いた話なんですけれども、

例えば大きな、例えば高円宮杯の県予選とかガス

ワンの県予選とかは、以前は那須塩原市でやって

いたんです、ガスワンはやっていたんですけれど

も、有料になってしまったのでできないと連盟は

言っていることです。なので、そこら辺もちょっ

と心苦しいという話は、ちょっと脱線ですけれど

も、必ずしも、耳に入れておくだけでいいんです

けれども、そういう話もしていました。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 
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○齊藤委員 何というんですか、公式戦に繰り上が

れば減免になるかもという話、無料にできるかも

という話の意味で、でもそれ以外はもう増えない

ですよね。基本的にはこの公式戦という。 

○河上参考人 そうですね。 

○齊藤委員 これなぜお聞きしているかというと、

今、全員に負荷がかかっている状態なので、特別

職というのを出すときに、陳情や請願も特別的な

理由がない限りと全然うちは議論に上げられない

んです。なので、ここに来たときのその公式戦の

重要度と、長年やってきた、あとは那須塩原市が

会場で選ばれていたのも今回の値上げによって連

盟側から外された、球場が不選定としたというこ

とがお聞きできたので、分かりました。 

  じゃ、ちょっと１点、次いきますね。続けます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 ２番の、なぜこのほかの団体の話もこ

こにくっついちゃったのかを、これは理由を聞き

たいんですけれども。 

○佐藤委員長 参考人。 

○河上参考人 いろいろ署名を集めていく上で、例

えばソフトボールさんとかも、やっぱりうちも賛

成、手を挙げたいですということで話があって、

ほかの部活動さんでも、サッカー部さんとかもあ

ったので、やはり全体考えると野球部だけではな

くそういうふうにしたほうがいいのかなと思いま

して。 

○齊藤委員 取りあえずじゃ。 

○星野委員 齊藤委員の続きなんです、このスポ少、

２番のスポーツの署名をしているときに、同じよ

うにバスケットの方もバレーの方もそういう方も

みんな、例えば１つも同じようにこの有料になっ

たので運営とかしていくのが厳しいという、そう

いう声なんですか。それとも、そっちもやってく

れというならうちもやってよという、例えばそう

いう軽い気持ちでの例えば、申し訳ないですけれ

ども、その1,730何名の署名、どうなんでしょう

か。 

○河上参考人 これは、私、取りまとめたんですけ

れども、実際軽いほうだと思います。正直言いま

すと。恐らく。 

  ただ、署名を集めると多分もっと集まると思い

ます。これはほぼ野球部、学童野球部の方のみで

1,700名なので、多分サッカー、バスケット、剣

道とか柔道とかも上がっていますよね。それで署

名集めると多分もっと集まることになると思うの

で、ただ実際はそういう話を伺ったということで

の話ということになります。２番に関しては。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 私も息子が野球やっていたんです。

昔子供がいっぱいいて、部員がたくさんいるから

全体的な収支かかる部分から均等に分けたときの

負担が小さかったというところだったんです。 

  今、この保護者の負担増の理由の中に、子供の

数やスポーツをする児童が少なくなっているから

というのも入っているんでしょうか。 

○佐藤委員長 参考人。 

○河上参考人 そうですね、実際残念な話なんです

けれども、どうしてもやっぱり児童が集まらなく

て廃部になっちゃうところもありますし、先ほど

お話ししたとおり値上げしてスポーツができない

というところもありますので、どうしてもやっぱ

り児童が少ないと収支が悪くなるというのもある

んですけれども。 

  なので、合併してしまうところもありますし、

一概には、チームによっては30名とかいうところ

もあるので一概には言えないんですけれども、児

童が減少してチーム経営が難しくなっているとい

うのは実際あると思います。 
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○佐藤委員長 林委員。 

○林副委員長 ありがとうございます。 

  この請願の趣旨の中の、市内のスポーツ、少年

少女スポーツ活動における公式戦の施設利用料を

無料とすることの中に含まれるとして、このバス

ケット、バレーボール、ソフトボール、テニス等

と書いてあるんですが、このそれらのスポーツ、

野球以外のスポーツは、ＮＰＯ法人那須塩原市ス

ポーツ協会に加盟されている団体の一部との理解

でよろしいですか。 

○佐藤委員長 参考人。 

○河上参考人 ちょっとそこまではちょっと把握で

きていないです。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 例えば、先ほど署名をもう少し声を

広げるとなったときに、例えばこのＮＰＯ法人那

須塩原市スポーツ協会の登録されている団体の一

つに野球連盟があるので、この野球連盟に付随し

てソフトボール協会もあり、ゲートボール協会や

テニス協会、多数な協会が入っているので、これ

らの皆さんが賛同したらもっとたくさんの数が集

まるという発言だったのかなと思ったんですが、

そこはまだこのスポーツ協会の方とお話しした上

での請願ではないという理解でよろしいですか。 

○河上参考人 そうですね。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はありますか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、これをもって参考人に対

する質疑を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、参考人に対する質疑を終

了します。 

  本日は、お忙しい中にもかかわらず、貴重な御

意見いただき、心から感謝申し上げます。 

  本委員会として、ただいまの御意見を今後の審

査に十分生かしたいと思います。ありがとうござ

いました。 

○河上参考人 ありがとうございました。 

○佐藤委員長 ここで、参考人の退席及び執行部入

室のため暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時１３分 

 

再開 午前１１時３０分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開し

ます。 

  スポーツ振興課の皆さんお疲れさまです。 

  本来であれば、ここで皆さんに挨拶をいただく

ところでございますが、審議の、議案の審査の際

に改めて御挨拶をいただくこととなりました。 

  それでは、提出された請願第３号 学童野球公

式戦及びその他の少年少女スポーツにおける公式

戦の市施設使用料無料化に関する請願に関する担

当課への質疑を許します。質疑です。 

  中村委員。 

○中村委員 学童野球等々に関して、減免措置が４

分の３となった理由をお聞かせください。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 ４分の３減額のお話です

けれども、現在の規定によりますと、市内のスポ

ーツ少年団もしくは総合型地域スポーツクラブが

利用する場合、こちらにつきましては４分の３の

減額としております。 

  こちら変更した理由ですけれども、今般部活動

の地域移行を進めているような関係ございまして、

こういったところが利用する場合には、積極的に

地域移行を進めるということで、２分の１から４
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分の３の減額に変更したというような流れでござ

います。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうすると、以前は２分の１対象だっ

たわけですか。以前は無料じゃなかったの。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 スポ少はもともと４分の

３だったんですけれども、この総合型地域スポー

ツクラブにつきましてはもともと減額がなかった

と。 

○中村委員 分かりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 野球場に関してなんですけれども、ち

ょっと確認させてください。グラウンド、三島の

場合が１時間1,500円で、黒磯の本球場が2,000円、

これは合っていますか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 はい、おっしゃるとおり

です。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 それで、それの４分の３ということに

なるので、三島が１時間375円、４分の３の値段、

１時間の1,500円が４分の３減免と考えていいん

ですよね。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 はい、おっしゃるとおり

です。４分の３を減額する。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 ですよね。 

  ということは、この三島が1,500円の４分の３

だと、計算機さっきはじいたら375円なんですけ

れども、それで間違いないですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 １円単位は切り捨てにな

りますので、370円。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 じゃ、本球場は今度割りやすいので、

４分の３だから500円ということでいいですよね。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません。それで全面と書いてある

ので、三島でいくと４面取れるから、４面が１時

間375円で借りられるという解釈でいいですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 委員おっしゃるとおりで

す。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 さっき言った総合型をこれから新設を

して減免をつくったということだったんですけれ

ども、これまでそういう大会等で使用料が無料に

なった事例があったのか聞きたいです。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 今年度、使用料の金額の

見直しをしたんですけれども、それと併せまして

教育委員会名義等の使用に関する規定というのが

ありまして、昨年度までは教育委員会が後援をし

た大会につきましては無料にしておりました。そ

こにつきましても今回見直しを行いまして、後援

をしてもその大会は無料にするという規定をなく

したところでございますので、昨年度の大会と今

年の大会で使用料がかかる、かからないの差はそ

こなのではないかと思っております。 

  ですので、昨年度までその無料になっていた大

会もございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 そうすると、既定を見直して、今は教

育委員会の後援がついても無料にならないという

ことになると、無料になるケースは今は何もない

んでしょうか。 

○佐藤委員長 課長。 
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○東泉スポーツ振興課長 免除の規定でございます

が、現在の規定になりますと幾つかございます。 

  まず、市または教育委員会が主催もしくは共催

するような大会は免除になりますので。 

○齊藤委員 共催。 

○東泉スポーツ振興課長 共催。 

  ２つ目が、教育振興会、小学校、中学校の学校

体育連盟、いわゆる学体連と呼ばれているものが

主催する事業。 

  ３つ目が、市の関係機関または市内の保育園、

幼稚園等、それが３つ目になります。 

  ４つ目が、スポーツの日、そういったところが

免除になります。 

  それから、５つ目が家庭の日、第３日曜日、こ

ちらが免除になります。 

  あと、最後はその他特に認めた場合というとこ

ろでございます。こちらは免除というふうになり

ます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 ありがとうございます。 

  となると、今回のお話でいくと、スポーツ振興

会というところしか小学生の学童になるとないん

ですが、中学校であると部活動の大会がございま

すので、この振興会がヒットすると。 

  ところが、今もう小学校で部活動というのはほ

とんどなくなってきたとなると、小学生に対して

の振興会が関わるような形での無料の措置が今は

ないという解釈でよろしいでしょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 教育振興会ですとか、そ

れから小学校の学体連が関わる、主催する事業で

あれば全額免除になる、なります。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 そこで、学体連というのは、昔は各学

校ごとから勝ち上がってきた市主催の大会とかが

昔はあったわけです。僕らのまだ上の子の頃なん

ですけれども。だけど今、子供が少なくなっちゃ

った、部活動加入が減ってきた。そういったこと

で、経緯としては途中からスポーツ少年団にしか

入っていない子も学校の部活動に登録して大会が

参加できていたという経緯もあったんです。たし

かあったはずなんです。 

  となると、今回は部活動がない中で、学体連主

催の大会というのは何があるのかなと思ったんで

すけれども。野球に関してはもうないんじゃない

かと思うんですけれども、どうですか。 

  何となく学校対抗みたいなイメージなんですよ

ね、学体連の主催のものというのは。実際チーム

で看板しょって出てきていた方が多い。だから今

はできないじゃないですか、どう考えても。チー

ムで補足し合っている状況なので、となると中学

校はまだなんとか、それでも今いろんなチームが

入ってきてやり始まっているのを容認、許容して

やろうというふうな風潮が起こっているけれども、

小学校だけにクローズアップするとスポ少でもう

切り離しちゃっているので、この学校体育だけで

の免除規定というものが該当しないような気がす

るんですけれども、その辺についてはどうお考え

かなと。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 ６月ぐらいに、那須地区

やっている小学校対抗のサッカーですとかミニバ

スですとか、あれは学体、那須地区学体の主催だ

ったと思うんですけれども、それが該当なのかと

思います。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 今やっていますか、それ。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 今、見直しをしていると

いうことで話は。 
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○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 となると、子供たちがスポーツする競

技、子供たちがスポーツすること自体は事実であ

って変わることがない。ただし冠が変わるだけで

今、線が縦に引かれちゃっているんです。 

  となるときに、義務教育ですから、極端な話、

小中両方まとめてその規定が、市内をやっぱり残

っているのはおかしいと思って聞かせてもらった

んです。 

  今回、減免あるいは無料措置を望んでいる方々

の言い分は子供たちであろうと。当たり前の漠然

とした理由なんですけれども、そういった中でそ

ういう規定なりなんなりをやっぱり考えていかな

いと、今ちょっと見直しと言っていたので、どう

いったことが、その先ほど言ったケースを含めて

考えられると思いますか。まだ決まってはいない

けれども。 

  不公平になっちゃう。学校で部活動があるチー

ムだけが親善大会が１つ無料でできるわけです。

それが中学校だけですよね、さっき言っていた中

教審。６月にやっているのは小学校の大会という

のは覚えていて言ったんですけれども、一番最初

に言ったとおり、昔はスポーツ少年団だけに入っ

ている子は逆に出られなかった。でも、学校側か

らすればうまくない子でも大会という経験ができ

るから、本当にへたくそな子でも出ていたわけで

す。ちょっとこれ申し訳ないですけれども。 

  だけど、今は圧縮されちゃって、部活動という

のはあくまで学校が終わって30分だけやるという

のが主流になっていて、だから昨今の教員の働き

方改革で部活動は学校は面倒を見ないということ

で、その30分も一旦おうちに帰って、またグラウ

ンドに来て、保護者の中で担当が決まっている人

たちが準備を待ってやっていたというケースがあ

って、やっていたところです。そこは分かる。 

  でも、このやっぱり今の条項の見直し的に考え

たときには、どう考えてもその小学生が活躍でき

る場が１個減っているような気がするんですけれ

ども、その辺の考えをちょっと聞きたいなと思い

ますけれども。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 そうですね、まず今回の

利用料の見直しについては、やっぱり受益者負担

をお願いしているところが１点と、私どもでつく

った規定としましてはやはり主催者で判断してい

るというところがございますので、そうするとそ

のじゃ既定の基準を今度何にするかというところ

でまた考えなければいけないなというところでご

ざいます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 受益者か子供たちのスポーツ振興かと

いうところで、我々大人までを減免にしろとか、

お年よりが金ねえのに会場借りるのかという話で

はなくて、今回出ているのは子供たちに係る軽減

を求めないでほしいという話になったときに僕は

これを言っているだけなので、その規定に関して

は課長以下が考えてもらってもいいでしょうしと

いうことになる。 

  じゃ、教育委員会は、学童、スポーツ少年団に

やっている子供たちに対しては、どういう目で捉

えているのかということになっちゃいますよね。

この冠で共催を取るための話。その部分はどうい

うふうに考えているのか伺いたいです。 

  共催としていくわけです。子供たちがやるんだ

といったときに、何をもってその共催とみなすの

かというのを聞きたいです。判断ですよね。こう

いうのはばんばん出ていた。こういうところから

昔は無料だった。だけど、規定見直しして受益者

負担だからお金を取る、お金を取るじゃなくて経

費が発生するためにその規定を消した。 
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  今、聞きなおしたら、教育委員会の共催であれ

ばそういうのがきくという話だったんですけれど

も、じゃ共催としての判断基準はどうなのかとい

う質問したいです。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 あくまで、共催といいま

すのは主催者の１人という考えでございますので、

教育委員会が主催者の１人としてやる大会という

位置づけでございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 教育委員会が主催、共催でもいいじゃ

ないのかというその判断基準ですよね。だから今

は、何回も言いますけれども、スポーツ少年団は

すっぱり縦に切られちゃって、うちは大人でいう

と民間団体みたいな。なので、教育委員会は関係

ないみたいな感じになっちゃうと、同じ地域で育

っている子供たちが、その教育委員会の判断のみ

で共催か何かを断られてしまう。その尺度を言わ

れてしまう可能性があるじゃないですか。 

  だから、今の段階で共催を求めにいったときに、

どういう判断でなされるのかなというのをちょっ

と聞きたかったんですけれども。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 あくまで教育委員会が主

催の一つでありますので、もう企画から、運営か

ら、予算等も含めてそういうのを全てやる、一緒

に競技団体とやるのが共催だというふうに思って

います。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 そうすると、ゼロからつくらんとでき

ないのかという話になっちゃうんですけれども。 

  今僕が言っているのは、ゼロにするための方法

をわざと聞いているみたいな感じになっちゃって

いるんですけれども、１からこれから大会をつく

り上げるというのはよっぽどのことがないとない

と思うんです。だから、既存の大会が教育委員会

としてどういう判断をされるかというところを逆

に、普通はメインになるのかなと思ったんですけ

れども、今言ったとおり主催をメインに出しちゃ

うと、ただでさえ今、教員の働き方で仕事を取っ

ている中、教育委員会になった瞬間にじゃ先生か

らませろとか、またそういう可能性もなきにしも

になっちゃうじゃないですか。 

  何の判断をもって、教育委員会の主催で民間で

やられているスポーツ少年団の大会を共催ともっ

ていくのかというところが、皆さん分かりづらい

と思うんです。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 今ある大会を、どうやっ

てこの基準の１に当てはめるかということではな

く。 

○齊藤委員 いいんですよ、それでもいいんです。

それでいいんですけれども。そうでもしないと、

教育委員会が主催でやる大会というものは、まず

皆無に近いんじゃないかと。子供たちを使ったス

ポーツ大会。 

  新しいのは別ですよ。例えばトライアスロンと

か、そういうものができるのは分かりますけれど

も、じゃ既存で今までやってきた大会が教育委員

会の共催というところまで行かない限りは、後援

がなくなっちゃったわけですから、どうしたらい

いんですかといったときに、相談されたら何もな

いとスポーツ振興課は答えてしまうのかなという。

だから基準はどこかにあるんですかという話だっ

たんです。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 申請があった際に、この

大会はどこに当てはまるかなというあくまで基準

でして、今ある大会をこの１に当てはめるのには

どうしたらいいかというのは、なかなか答えにく
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いです。 

○齊藤委員 ですよね。俺もそう思うんです。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 一応さっき言ったとおり、６月の大会

でいまやられている大会というのは何かあります

か。ちょっとデータありますか。教育委員会じゃ

ないから分からないかな。ここがちょっとスポー

ツ振興課と縦割りなので分からないです。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 ６月の学体連が主催して

いる小学生の大会は、ちょっとデータを持ち合わ

せていない。 

  陸上はやっていますね。 

○齊藤委員 じゃ、分かりました。 

○佐藤委員長 じゃ、ほかに質疑はございませんか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 ちょっとすみません、私全くスポー

ツのほう分からなくて、すごい初歩的なこと聞い

て申し訳ないんですが、学体連というのは中学生

からの教育に携わる団体みたいなことで、その理

解ですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 那須地区学校体育連盟は、

小学校も含めて那須地区の学校が組織している体

育に関する組織です。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 旧体育協会というのは何ですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 現在は、ＮＰＯ法人那須

塩原市スポーツ協会になっております。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 スポーツ少年団や各種アマチュアの

協議団体も含む、広くなったスポーツ、体育協会

がスポーツ協会として、小学生から成人までを含

むというところですよね。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 もちろん加盟しなければ

いけませんが、おっしゃるとおりです。 

○林副委員長 旧体育協会で、現在のＮＰＯ法人ス

ポーツ協会。 

  例えばですよ、その中学生の、学体連は免除の

対象なんですよね。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 学体連が主催する事業は

全額免除です。 

○林副委員長 このスポーツ協会に含む野球連盟と

かが主催のものは外なんですよね。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 スポーツ協会に加盟して

いる団体が主催する場合は、２分の１の減免です。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 じゃ、それらを学体連なら免除で、

スポーツ協会に入っている小学生が減免というの

は、そこはイコールにはならないんですね。例え

ば、そのスポーツ協会に含む本市の小学生がする

スポーツは、学体連と同じ扱いにはならない。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 基本的には、使用料は受

益者負担でいただきたいところでございますが、

この減免、使用料の減免の基準を考えていく中で、

このように３つの段階にしたということでござい

ますので、学体連については全額免除でスポーツ

協会に加盟している団体に対しますところは２分

の１というふうに規定しているところでございま

す。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 そのスポーツ協会の中でも、学校教

育携わる小学生が多数含まれての地域移行にスポ

ーツとなったときに、そこは何か特例措置ではな

いですけれども、小学校の教育分野の働き方改革
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も含めて、地域移行を進めていく中でできていた

経緯もあったかなと思うんですが、そういったと

ころはどうにかならないんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 スポーツ少年団のほうが

生い立ちは古いですので、部活動の地域移行のほ

うが最近出てきた話ですので、部活動の地域移行

のためにスポーツ少年団があるわけ、つくられた

わけではないというところでございますので、今

のところはこの基準でやらせていただいています。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

○中村委員 参考にお聞きしますが、近隣の市町村、

近隣とは大田原、那須町なんですが、学童スポー

ツの振興を目的に球場使用料という言葉が出てい

るらしいんですが、それは本当なんでしょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 その件につきまして、私

どものほうで那須町、それから大田原市の担当に

調査をいたしました。 

  まず、那須町さんも大田原市さんも、いわゆる

学童スポーツの振興を目的に球場の使用料は無料

としていないということだそうです。 

  まず、那須町につきましては、同じく後援によ

る免除適用はなし、部活動、スポーツ少年団の場

合は２分の１減額というふうに聞きました。 

  次に、大田原市でございますが、同じく部活動、

スポーツ少年団の場合は２分の１減免、市の体育

協会、それから加盟団体が使用する場合は無料に

なるケースはある。それから、同じく後援による

免除適用はなしというふうに聞いています。 

○中村委員 分かりました。 

○佐藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑はございませんか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 先ほどの体育協会の場合は一部免除

ですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 大田原市さん、大田原市

さんですね、の場合、市体育協会、それから加盟

団体が使用する場合、無料になるケースがあると

いうようなお答えでした。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 その無料になるケースがあるという

ところで、大田原市の方、行政の方から、那須塩

原市のほうではお金がかかるので、大田原のほう

に多く流れてきていて少し大変なんだというのを

聞いたんですけれども、その辺はケースがあると

いうのは、どのような場合はケースがあるかとい

うのは調査されていますか。 

○佐藤委員長 係長。 

○大島管理係長 あくまでこの判断というのは大田

原市さんの判断になるので、例えば私が聞いた中

でいうと、その体育協会が主催の場合とかもある

と思うんですが、あとそこの加盟している団体。

うちでいうと、例えばですけれども、どこどこ何

とか連盟とかに加盟している団体、そういったも

のが例えば大会とかそういったところで利用する

場合は、そうなるケースはあるという話なので、

全てがというのは、すみません、私も大田原市の

職員ではないので、なかなか判断というのはそこ

までは分かっていないところなんですけれども、

一応そういったケースは、無料になる場合はそう

いった場合がありますよということで伺っていま

す。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 その場合、もう少し詳しく教えてく

ださいということで、実績等は確認することはで

きるのか伺います。 

○大島管理係長 聞くことはできると思うんですけ

れども、答えてもらえるかというのは、すみませ
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ん、大田原市さんのほうの判断になるのかなとは

思うんですけれども、基本的に大田原市さんとし

ては、今回のケースで申し上げますと、そういっ

た加盟している場合と、何ですか、学童とかそう

いったことで無料の規定というのはないんだけれ

ども、そういった減免上の規定でいうと、体育協

会に加盟している団体は無料とすることのできる

規定はあるということでした。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、これをもって担当課に対

する質疑を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 担当課に対する質疑を終了します。 

  ここで、担当課の退席のため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午前１１時５４分 

 

再開 午前１１時５７分 

 

○佐藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

  ここで議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員間からの御意見は

ございますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、いろいろ判断を仰がせて

もらったときに、この請願書を読み取り、あるい

は参考人からお話を聞いたときの気持ちの対応と

市が考えるところが、まだ自分の中でちょっと判

断できないということで、軽率な優劣はつけづら

いんじゃないかと思うので、常任委員会では１回

だけ継続できる権利がありまして、僕の中では、

これを次の方がいるからといって拙速に丸かバツ

を決めるものではないと。 

  その理由としては、請願、先ほどちょっと参考

人さんにも言いましたが、野球場の大会の無料を

求める陳情で取り組もうと思ったんですが、署名

をいただいたときに、1,700名の方には他部活の

保護者もいらっしゃったということで、表現すご

く申し訳ないですけれども、取ってつけたかのよ

うにこのほかの人たちも面倒見てくれみたくなっ

ちゃったんで、その請願の趣旨が後半になってし

まった。 

  先ほど、我々が見てのとおりスポーツ振興課に

聞いているのは、あくまで野球のグラウンドでし

か質問ができなかったんですよね、時間がなくて。 

  ということなので、その審査を延ばす方法であ

ったり、この請願自体をもうちょっと我々が、議

員がもうちょっと話し合って、そういう形が一番

理想じゃないかという形でなるべく参考人の方々

が望んでいる範囲で出す考えを持っていったほう

が、この請願でマル・バツはちょっとつけづらい

と思うんですけれども、皆さんどうですか。それ

をちょっと意見いただきたいと思います。議員間

討議なので、すみません。 

○佐藤委員長 平山委員。 

○平山委員 私も同じです。というのは、これ全部

受けちゃうと、全てのスポーツをあれすることに

なっちゃうし、先ほど参考人にお聞きしたときに

具体的な話も出てきたし、その辺で判断できるの

か、このままそっくりというわけには私もいかな

いと思うので、もうちょっと練って別のところで、

その辺もしたほうがいいかなと思っています。 

○佐藤委員長 ほかに。 

  中村委員。 

○中村委員 これ私どもが条例改正のときに随分、
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議論をさせていただきました。そして、結局的に

は議決をさせていただいてこの条例ができて、施

行されているというのが、４月施行された。結果、

我々は責任を持ってこれやっていかなきゃいけな

い。ただ、今振り返りますと、学童ですね、地域

にスポーツは移行と、小学校なんか特になってい

るんです。そういった教育の観点とか、正直言っ

て、ＰＴＡが崩壊するぐらいの時代の中で、しっ

かりと地域を守って、スポーツをしっかりと支え

ていただける指導者の方々のためにも、そういっ

た精神的な負担をかけないような仕組みもやっぱ

り我々は考えていかなければいけないと思うと、

やはり我々も責任持ってこの条例を可決させてい

ただいて４月から施行したばかりなのに、おまえ

何言ってんだという議員の立場ということになれ

ば、それは慎重になっちゃうんですけれども、や

っぱりそれは責任持ってやらなきゃいけないんだ

けれども、しっかりとしたそういった事情も勘案

しながら社会情勢と物価高、経費もかかる、そう

いったことを全部入れると、結論を我々も出しに

くいということもございますので、今、齊藤委員

が言いましたように、しっかりと議論して、どう

いう道筋でそういった柔軟にスポーツを楽しむこ

とができるかということをしっかり考えていかな

ければいけないと思いますので、今日これ採択す

るか不採択にするかという案件ではないような気

がしたので、しっかりと議論をさせていただけれ

ばと思っております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、いろいろ委員の皆さんか

ら御意見いただきました。 

  ただ、白黒はどっちにしろつけないと、請願上

がっている以上ということなので、もし皆さんが、

僕の意見ですから、これ、意見としては継続審査

ということで、３か月、そうすると審議の時間が

延びます。その間に参考人さん等々とももうちょ

っとお話をして、この文章だけを白黒つけろとい

うとちょっとやっぱり本当にどちらにも失礼にな

ってしまうということなので、よく話し合って、

飲んでいただいた条件の下、今、中村委員が言っ

てくださったようなものを議決をしながらでも、

新たな意見として執行部に出せるようなものを考

えて、別な形で出せるようになっていけば、これ

一番理想かとも思うので、願わくば、採決はする

けれども、継続審査ならいいなと思っています。

委員会はちょっと残ってしまう。でも、それ以外

だと採択か不採択しか残っていないので、よけれ

ば再考していただきたいと思います。意見です。

するべきだと言えばいいんでしょうけれども、ち

ょっとそんなに強く言えないので。 

○佐藤委員長 そうすると、確認なんですけれども、

ここでは採択をして、なおかつ継続という。 

〔「ちょっと確認します」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 零時０３分 

 

再開 午後 零時０８分 

 

○佐藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開します。 

  ただいま御意見がありましたのが、採択する前

に継続審査がいいのではないかという意見が出さ

れましたので、請願第３号 学童野球公式戦及び

その他の少年少女スポーツにおける公式戦の市施

設使用料無料化に関する請願について、継続とす

ることに賛成する委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○佐藤委員長 挙手多数と認め、よって、請願第３

号は継続審査とすることに決定いたしました。 
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  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 零時０９分 

 

再開 午後 １時０８分 

 

○佐藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎陳情第２号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 陳情第２号 三斗小屋宿跡地保全に

関する陳情を議題といたします。 

  本件については、参考人として提出者である香

田氏を招致しておりますが、都合により今日欠席

との届出がありました。 

  生涯学習課の皆さん、お疲れさまです。 

  それでは、提出された陳情第２号 三斗小屋宿

跡地保全に関する陳情に関する担当課への質疑を

許します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、僕らもこのまさか遺跡関

係ということで、教育委員会の生涯学習課にいく

とは全然思わなかったんですけれども、部として

は認識はあって、今までどうしたのかというのが

何か分かれば教えてほしいんですけれども。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 まず、陳情書の内容には三斗

小屋宿跡地というふうなことでしたので、市の文

化財として三斗小屋宿跡というふうなものがある、

多分これを言っているんだろうと思います。ちょ

っとこの名称、文化財のほうを紹介させていただ

きます。 

  名称は三斗小屋宿跡、指定年月日、昭和44年７

月10日に、当時の黒磯町が市のほうで指定をした

ものでございます。場所は板室の山道、沼ッ原湿

原からさらに山を上がっていくというふうなとこ

ろになります。文化財の範囲としては、そこにか

つて旧宿場町がありましたので、今は全く跡地も

ないんですけれども、そういったものを含めて灯

籠も残っておりますので、宿場跡地を文化財とし

て認定をしているというところです。 

  この土地、宿場町でもあったことから、実は土

地に対しては個人所有になっております。多分、

普通の道路が通って、両脇に家があるというふう

な、そんな感じのほうをぐるっと囲って文化財と

して認定をしているというようなところでありま

すので、真ん中に会津中街道という昔のメインの

道ですね、そこは今でも、多分、道となっている

ので、国のものなのか市のものなのかというのは

別にしても、その両脇の家の跡については、いま

だに個人所有というような形になっております。 

  生涯学習課では、令和３年10月に現地を訪問を

して以降は、残念ながら、なかなかすぐ、はい、

分かりましたと行けるところでもなかったもので

すから、今もって現地のほうは令和３年10月以降

行ってはおりません。 

  現況としては以上です。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 多分、間違っていたらあれなんですけ

れども、西那須野地区にも歴史の偉人の場所があ

るんですけれども、個人が所有している関係で手

入れができないという場所があると思うんですが、

今回のこの修繕を求める場合に同じようなことが

考えられちゃうのかどうかというのは、そのケー

ス、例えば、補修、修繕をするべきだみたいな陳

情なんですけれども、やるのに当たって、民地の

所有物が誰かということになるのかなと今話聞い
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ていたんですけれども、建物が例えば行政で、下

が道とかってそういうレベルではないですよね。

これ昔のものですからね。なので、その辺に関し

てはどんなことが考えられるのか、大丈夫ですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 ホームページ上に写真があり

ますので、見ていただければですけれども、実情

の建物等はもう残っておりませんで、石灯籠、金

灯籠が残っておりますので、その修繕と、あと多

分、歩く人もいると思いますので、もしかしたら

ごみとかが散乱をしているというような状況があ

るかなと思うんですけれども、大幅な修繕とかと

いうようなものではなくて、日々の管理をどうす

るかというふうな趣旨なのかなというふうに感じ

ておるところであります。 

  役所としましては、そもそも所有者、結構複数

人いるんですけれども、実際に連絡が取れる方も

数限られておりますので、その方と協力をしなが

ら、このごみがもし捨てられたらどうしようとか、

あと建物、道路からの構築物の状況を見てもらう

とかというような形では相談はできるかなと思い

ます。 

  これまで市の文化財、180点あるんですけれど

も、市の所有地であれば別ですけれども、個人所

有地については基本的に所有者の方に管理をお願

いしている。これは条例上、そんな決まりになっ

ているものですから、そういうことでお願いして

いる。大概、その所有者の方からちょっと管理が

行き届かないんだよねとかというような御相談も

結構ありますので、そこはそこで一緒に考えなが

ら、じゃ、どうしようかというふうなものを一緒

にやっていっているのが現状です。 

  大規模な修繕とかになりますと、やっぱり個人

の方では大変ですので、補助金とかの制度も条例

上決まっておりますので、そういったものを活用

しながらやっていくというふうなところで、役所

としては、木１本でも文化財として認定している

ところもありますけれども、建物とかも含めて管

理については、年に１回でも２回でも現状を確認

しながらですね。 

  また、建物関係、こういった建物の関係につい

ては、文化財審議委員がいますので、そちらのほ

うの意見を聞きながら、もしかしたらこの今の状

態で保存していくのがいいというふうなところも

あれば、ある程度修繕が必要ということもあるし、

ということで考えていくというような感じでござ

います。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 じゃ、すみません、今その文化財につ

いては個人が一応管理していただくということが

一応決まりになって、先ほど、もしそういった修

繕があった場合はいろいろ考えて検討して補助金

も使うと。その文化財の検討委員会がいいと思う

んですけれども、例えばその基準的なもの、この

まま残していったほうがいいと思うので、やっぱ

りその文化財の基準、文化財委員会ですか、ちょ

っとお分かりでしたら、もし基準的なもの、こう

いったものに関しては一応、行政のほうでも一応

補助金も使いながらやっていくけれども、基本的

には個人は個人で管理するもので、そこら辺のち

ょっと線引きというか、どういうような。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 現場のほう、我々と所有者と、

審議委員にも見てもらった上でどうするかという

ふうなことを話した上で、やっぱり方法とかもあ

りますので、そういうことも確認しながらやって

いきます。 

  具体的にこのラインを越えたらというふうなも

のではなくて、やっぱり我々ではなくて、長年ず

っと審議委員をやっている方の御意見も聞きなが
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ら、これはやっぱり個人の範囲でというようなと

ころもあれば、これはもう個人の枠を超えそうな

ので、市のほうの補助金とかというような話の相

談というお話になっていくのかなと。 

  一定の線引きはどうしてもできないものですか

ら、専門的なものを、委員会持っていますので、

そこで線引きというか、どうしましょうかという

のを確認しながらやっているのが現状です。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 そうしますと、180点から市で管理と

いうことで、一応、線引きがないけれども、例え

ば、ここの箇所、ここの箇所、ここの箇所につい

ては、例えばＡ、Ｂ、Ｃのようなちょっとランク

的な文化財としての価値観というのは市では見て

いるんですか。ランクみたいなのはついているん

ですか。そういうのは一切ついていない。重要性

とか。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 具体的に、全ての文化財が横

並びになっていて、Ａランク、Ｂランク、Ｃラン

クというのは補修の重要度というふうなのは、残

念ながらそこは持っていかないのが現状でござい

ます。 

  ただ、文化財審議委員のほうも私たち以上に現

場を、物をよく見ていますので、逆に言うと、こ

の委員のほうからここはかなりやばいぞというよ

うな話というのも時々入ってきますので、そうい

う意味では、審議委員のほうの中ではある程度ラ

ンクづけというか、そういったものも審議会を開

催すると話もあるものですから、そういうものを

参考にしながらというようなところでやっている

わけで、役所としてのランクづけというものは今

ないというような状況でございます。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 文化財の管理は全て個人所有者がしっ

かりと管理しなければいけないということは、こ

れまでの説明で分かりました。 

  ただ、こう見て見ますと、非常に散乱する酒瓶

とか衛生的にちょっと悪いような地域になってい

るということを考えますと、一つは、市で文化財

というものをしてしまったという責任も生じた中

で、一般地域ではよくごみ屋敷があったとか、市

町村の財源できれいにするとかというものもある

わけなんですが、最終的にはこの文化財の周辺が

非常に汚れているということも考えますと、指定

してやっちゃった以上は何らかの文化財の委員会

の中でもちょっと整理しなきゃいけないねとかと

いうのはあると思うんですよね。そういったもの

も考えた中で対応をしていった中で、このなんと

いうかそういう整理とかということになれば、市

の修繕費を使ってやらざるを得なくなっちゃう可

能性もあるということでよろしいですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 そうしたことじゃなくて、必

要に応じて、なかなか現場へ行けないところであ

りますけれども、確認をした上で、やはり修繕の

必要があるだろうという判断であれば、市のほう

で修繕をするなり、あとは、修繕のほうの発注契

約のほうは所有者のほうでやっていただいて、そ

れの補助金をというような形も、２通り方法はあ

るのかなというところで考えております。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、この所有者というのは

確認はできているんですか、今。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 実は全ての所有者、もう何世

代もたってしまったので、かなり枝葉が広がって

しまったので、全ての所有者は確認ができており

ませんが、１人、２人、市内にいる方がいますの

で、現にその方が、毎日じゃなくてもそこを通っ
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て仕事場に行っているというような話も聞いてお

りますので、状況のほうをその方に聞けばかなり

詳しく分かるのではないかなというふうに思いま

す。 

  実際に何かやるというようなときも、この方に

承諾を得て、そこは駄目だ、いいという話を聞き

ながらやっておりますので、実際、その現場のほ

うをちょっと所有者のほうでも確認をしていただ

いて、その方が今、実質の代表者みたいな形にな

っておりますので、その方に相談という形で考え

ております。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 分かりました。 

  そんな中で、市の文化財、補修工事が出た場合

には、市で何分の１とか上限が決まっていまして、

補助金を出していた時期がございましたよね。そ

ういったものを考えると、若干、そういう人たち

がしっかりと保存したいというような意見があっ

た場合には、若干の許容の中で補助金を出して対

応するということは可能ということで考えてよろ

しいですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 文化財の保存につきましては、

補助金の交付要綱もつくっておりますので、それ

にのっとった形で対応は可能と考えております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、これをもって質疑を終了

いたします。 

  終了することに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、担当課に対する質疑を終

了します。 

  担当課の退席のため暫時休憩といたします。 

  本日はお忙しい中、御出席ありがとうございま

した。 

 

休憩 午後 １時２１分 

 

再開 午後 １時２２分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

  ここで議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見はご

ざいますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、議員間討議

を終了いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  陳情第２号 三斗小屋宿跡地保全に関する陳情

について、採択とすべきものとすることに賛成す

る委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○佐藤委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、陳情第２号は採択とすべきものと決し

ました。 

  以上で陳情第２号の審査を終了いたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時２４分 
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再開 午後 １時３０分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子ども未来部の審査 

○佐藤委員長 これより子ども未来部の審査を行い

ます。 

  初めに、子ども未来部長から御挨拶をお願いし

ます。 

  部長。 

○松本子ども未来部長 （挨拶。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子育て支援課の審査 

○佐藤委員長 ただいまから、子育て支援課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  子育て支援課については、福祉教育常任委員会

及び予算常任委員会に対する付託案件がありませ

んので、決算審査特別委員会（第二分科会）に切

り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 それでは、認定第１号 令和６年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明をよろしくお

願いします。 

  では、よろしくお願いします。 

  課長。 

○福田子育て支援課長 （認定第１号について説

明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、182ページのさっき請願

もあったんですけれども、こども医療費のところ

で、医療費助成の状況ってあるじゃないですか。

ここの１万7,112人の内訳が分かれば。さっき説

明のときに１万3,000件手が空くと言っていたん

ですけれども、ちょっと詳細を教えてください。 

○佐藤委員長 課長。 

○福田子育て支援課長 １万7,112人の内訳でござ

いますが、ゼロ歳から未就学児が5,250人、小学

生が5,955人、中学生が3,147人、高校生が2,760

人となっております。助成件数につきましては、

ゼロ歳から未就学児が９万7,521件、小学生が９

万3,283件、中学生が３万7,350件、高校生が１万

3,874件となっております。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、それで、頂いた歳入の表

と比べていたんですけれども、ちょっと書きぶり

が分からなくて、未就と小学生は県の２分の１と、

中学生だけ償還払いと書いてあるんですけれども、

これってどういうことなんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○福田子育て支援課長 中学生につきましては、県
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の補助は認められてはいるんですが、償還払いに

つきましては２分の１ですが、現物給付につきま

しては４分の１ということで補助が減らされてい

るという状況でございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 となると、償還払いは今していないか

ら、おのずと那須塩原市の方は全部４分の１の補

助に減らされると。市のほうもこれ減らされちゃ

っているということですかね。 

○佐藤委員長 課長。 

○福田子育て支援課長 償還払いにつきましては、

県外の医療機関などは償還払いとなっております

し、柔道整復師のほうにかかった場合も償還払い

となっておりますので、全員が現物というわけで

はございません。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 148ページ、ファミリーサポートセ

ンター30事業で、移転をした理由について伺いま

す。ファミリーサポートセンターの事務所移転を

なぜしたのかを教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○髙野子ども福祉係長 事務所の移転につきまして

は、当初、始まった当時は、賃借料、こちらから

の委託のほうに上乗せをしておりましたので、そ

ちら公共施設を使ってというところで、その土地

を探した結果、厚崎公民館で実施することになり

ました。 

  ただ、公民館というところでのことが目的外の

使用という部分もございましたので、令和５年度

に子育て相談課が長寿センターから西那須野庁舎

に出まして、そこにスペースができましたので、

そちらに移転することとなった次第です。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 続いて、伺います。 

  148ページ、児童福祉総務費20事業の中の図書

購入費、子ども・子育て夢基金図書事業大型絵本

の利用先を教えてください。費用対効果を教えて

ください。 

○佐藤委員長 係長。 

○髙野子ども福祉係長 こちらにつきましては、夢

基金の事業を庁内で募集しましたところ、保育園

の本の不足というところが上がりまして、令和６

年度につきましては、市内の公立保育園８園に１

冊ずつ購入したというところになります。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 同じページです。 

  今の図書から下で、夢基金の助成金が35万円、

去年より増えているんですけれども、単純に設置

する場所が増えたのかどうかをお伺いします。 

○佐藤委員長 係長。 

○髙野子ども福祉係長 夢基金の助成金につきまし

ては、助成する団体が増えたということによると

感じております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 この令和６年度でどのぐらいだったん

ですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○髙野子ども福祉係長 令和６年度の実績としまし

ては、13団体で、事業が15事業というところにな

っております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 この交付金は居場所事業の交付金では

ないんですね、そうすると。13団体って少なくな

いですか。そんなものでしたっけ。 

○佐藤委員長 係長。 

○髙野子ども福祉係長 基本的に居場所に対する事

業になっていまして、全ての、例えばこども食堂

とかも、希望する団体というところでして。 

○齊藤委員 したところがという。 
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○髙野子ども福祉係長 そういったところになりま

す。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 下のファミリーサポートの30事業の一

番下のセンター利用の助成の13人の内訳、詳細と

いうの、を教えてください。どういう人が借りた

か。 

○佐藤委員長 係長。 

○髙野子ども福祉係長 こちらにつきましては、独

り親世帯と生活保護世帯というところで登録をし

ていただいた方に助成しているものとなっており

まして、実際の利用者としては生活保護世帯が５

人、残り４人が独り親世帯への交付となっており

ます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 じゃ、次のページの下段の子育て応援

の事業なんですけれども、令和６年度は宿泊なん

ちゃらプランって項目が令和５年度にはあったん

ですけれども、６年度には消えていたんですけれ

ども、これについてちょっと教えてください。11

万8,000円。 

○佐藤委員長 係長。 

○小畑給付係長 この子育て応援赤ちゃん連れ向け

宿泊プランは、御協力いただいている宿泊業に宿

泊等、その分の助成をさせていただくというもの

なんですが、令和６年度は実績がございませんで、

御利用がなかったということになります。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 使えば、じゃ、あったんだけれども、

実績がゼロという解釈でいいんですか。助成金は

残っているということでいいですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○小畑給付係長 おっしゃるとおりです。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、そうしたら、多分、表は

残しておいたほうがいいんじゃないかなって。利

用実績ゼロのほうが分かりやすい。消えちゃった

と思ったんで、確認させてもらったんで。来年度

以降、残っているようだったら残しておいてくだ

さい。 

  あと１個だけ、夢基金です。次、150ページ。 

  夢基金の積立てがふるさと基金からだという話

だったんですけれども、今般の代表質問等にもあ

った繰越金であったり、財調以外の残りの金額か

ら夢基金に回ってくることはあるんですか。それ

とも、部長とかがお金くださいと言えば積み立て

ることができるんですか。そういったのはどうい

うリアクションをしているんですか。部長とか課

長とか言っているのかなという。 

○佐藤委員長 部長。 

○松本子ども未来部長 今回、ふるさと納税の寄附

金につきましては、基本的には事業に充てていく

というようなことで、直接そこから自動的にこの

夢基金の原資に当たるということはなくなったん

ですが、一応、担当部署のほうからは、この基金

をどういうふうに活用していくかというところで、

どの程度基金の原資を確保しておくか、そういっ

た調査はいただいておりますので、その中で、今

後どの程度、将来的にはどういった部分に使いた

いとか、そういったところは担当部署とは協議さ

せていただいているところでございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 多分、お任せの名目で子育てに関する

ところを選んでくれたふるさと基金の充当先はこ

ういったところで分けてくると思うんですけれど

も、それ以外にも基金に積んでいくという財政課

の質問のときに答弁があったんですが、今のみた

く、ふるさと基金じゃなくて剰余金からの積立て

という可能性は、夢基金には回ってくる可能性は

あるんですか。要は、今回も令和７年度でいろん
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なところに振り分けるじゃないですか。そういっ

たときに夢基金にもちょこっと入るとかってある

んですか。 

○佐藤委員長 未来部長。 

○松本子ども未来部長 先ほどのところで、要は直

接、制度的にといいますか、ふるさと納税から自

動的に積み立てるということはない形なんですが、

そちらのほうからの要望に対して、その必要性と

かを認めていただければ、その剰余金の部分から

繰越金の財政的なところの予算の配分として積み

立てていくだけ、そういったことはあるかと。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 すみません、何度も。 

  147ページ、児童福祉総務費20事業のヤングケ

アラー啓発リーフレットの作成した配布先と効果

について伺います。 

○佐藤委員長 係長。 

○髙野子ども福祉係長 啓発リーフレットにつきま

しては、１万部作成をいたしまして、こちらは２

年間で配布する予定で１万部作っております。 

  配布先としては、市内の小中学校、小学６年生

と中学１年生から中学３年生に4,000部配布して

おりまして、併せて、関係機関というところで、

社会福祉課であったりとか子育て相談課等に300

部配布していると共に、なしお博等でイベントの

際に配布しております。 

  効果としては、目に見える効果というのはなか

なかあれなんですけれども、配布したことによっ

て、渡った方に目を通していただいて、ヤングケ

アラーという部分が少し広がったのかなというと

ころではあるかなと思っております。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 昨日のケアラー協議会の中でも出た

ように、学校で啓発しているじゃないですか。そ

ういったときには再度配布はされないんですか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○瀧子育て支援課長補佐 学校での講演会のときは

改めては配っていなくて、リーフレットはリーフ

レットで一遍に配って、あとは個別の学校ごとに、

行ったときに、次第の中にまたそこに相談先とい

うのを改めて載せて、必要であればここにも相談

できるよという周知をしているので、講演会のと

きは配っていないです。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 啓発なので、配布をすると気になる

方は取っておくかなと思うんですけれども、何か

に紛れてその他の紙ごみのところに行っちゃうな

りが、講演会のときに配布されるのが効果的かな

と思ったり、これは意見です。 

  続いて、伺います。 

  148ページで、先ほど齊藤委員のほうから質問

ありましたサポートセンター利用料助成の中で、

利用された独り親12、生保１の方の利用者の内容、

送迎なのか家庭内の支援なのか、分かれば教えて

ください。 

○佐藤委員長 係長。 

○髙野子ども福祉係長 こちらの１名につきまして

は、送迎の利用になっております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星野委員。 

○星野委員 すみません、149ページなんですけれ

ども、子育て応援事業で、負担金のこの子育て応

援取扱事業者なんですけれども、大体何社ぐらい

なんですか。 

  じゃ、いいです。大丈夫です。 

  じゃ、その下の実績なんですが、子供を預かる

サービスなんですけれども、こちらは何名の方が

利用して、どのようなところに預けられたんです

か。 

○佐藤委員長 係長。 
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○小畑給付係長 事業所に関しては、主に保育園で

すとか、託児所でいただいているところにお子様

を一時保育していただいている形です。 

○星野委員 利用者は何名ぐらい。 

○佐藤委員長 係長。 

○小畑給付係長 お待たせしました。 

  昨年一年間で568件の御利用をいただいており

ます。 

○星野委員 分かりました。 

  すみません、それと、その下の保護者を支援す

るサービス、これってどういうサービスなんです

か。教えていただければ。 

○佐藤委員長 係長。 

○小畑給付係長 こちらに関しては、いわゆる産後

ケアがございまして、例えば、これもやはり助産

施設、あとは医療機関様が御利用いただいている

んですけれども、お母様のケアなど、あとは家事

援助ですね。ダスキンさんとかそういった民間事

業者様に家事、お掃除ですとかそういったところ

を御支援をいただいている形になります。 

○佐藤委員長 課長。 

○福田子育て支援課長 先ほどの事業者でございま

すが、令和７年度の事業者数ではございますけれ

ども、62事業者となっております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。 

  金子委員。 

○金子委員 166ページの児童クラブのところで、

公設民営と、それから民設民営とこの人数がずっ

と出ているんですが、これは計算すれば分かるの

かもしれないけれども、どのくらいでどういう傾

向というか、増えているのかちょっと。 

○佐藤委員長 係長。 

○髙野子ども福祉係長 まず、公設クラブにつきま

しては、25クラブ、36支援ございまして、定期利

用人数は令和６年度は1,244名となっておりまし

て、昨年度に比べて31名の増という形になります。

こちら令和６年５月１日現在になります。 

  続きまして、民設の児童クラブにつきましては、

こちらは市内に24クラブ、30支援ございまして、

定期利用人数は令和６年５月１日現在で866人、

令和５年５月１日時点では856人ですので、10人

の増加という形になっております。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 子どもが減少する中でこの児童クラブ

のほうは増える傾向にあるということ。 

○佐藤委員長 係長。 

○髙野子ども福祉係長 出生数は低下しております

が、働く女性が増えているので、横ばいという形

で想定しております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 同じページの後ろなんですけれども、

民設だから168か。これ出していいのかな。ゆめ

みらいさんとゆめみらいツーさんって去年度はな

かったんですけれども、今年新設されたというこ

とでよろしいんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○髙野子ども福祉係長 ゆめみらいツーはなかった

んですけれども、ゆめみらいのほうは令和５年度

はちょっと支援員さんの関係等で休止しておりま

して、令和６年度に再開という形を取ったので、

新設という形ではございません。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 そうすると、人数が５年度に比べて６

年度は、例えばツーさんは23人減っちゃって、ゆ

めみらいさんに13人、ゼロから純増しているんで

すけれども、これは多分、クラブ間で融通利かし

ているみたいな感じなんですか。それとも、まる

っきり違う人がこれだけ増になったんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○髙野子ども福祉係長 そうですね。その中で、ゆ
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めみらいツーのほう、学区をちょっと分けている

という都合がありまして、昨年度は１つにまとめ

た形で、ゆめみらいツーのほうで実施してきたと

いうような形になっております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 ごめんなさい、すごい初歩的なこと

聞いて申し訳ないんですが、165ページで、先ほ

ど説明があった子育て世帯生活支援特別給付金事

業費事業50事業から下、独り親、その後、その後、

その給付金の返還金というのが発生しているかと

思うんですが、なぜに返還金というのが発生する

んですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○小畑給付係長 こちらに関しましては、受給資格

が、この当時、児童手当ですとか児童扶養手当、

そういったものを受給することが条件となってい

まして、過去に遡って取得申告をした結果、児童

手当や児童扶養手当の受給資格を失ってしまって、

連動してこちらの給付金の受給資格がなくなって

しまったということが原因です。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 それらは、受給した後に職員さんが

調べて、何か返還を求めるという作業が発生する

わけですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○小畑給付係長 おっしゃるとおりです。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 その場合、スムーズに対応はしてい

ただけるものなんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○小畑給付係長 返還が難しい場合は、御相談によ

って、分割ですとかそういったことを行うことに

なります。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定するものと決しました。 

  子育て支援課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時０８分 

 

再開 午後 ２時２１分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子育て相談課の審査 

○佐藤委員長 ただいまから子育て相談課の審査に

入ります。 

  担当課の皆様、お疲れさまです。 

  子育て相談課については、福祉教育常任委員会

に対する付託案件がありませんので、予算常任委

員会（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６０号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 それでは、議案第60号 令和７年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○菊地子育て相談課長 （議案第60号について説

明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  中村委員。 

○中村委員 ネグレクト対策ということなんですが、

各施設に何名ぐらいずついますか。 

  そういう増え方は。 

○菊地子育て相談課長 これはちょっと今年度の数

にはなりまして、今こちらで把握しているのが今

年の７月現在の数字、今、把握しているところで

すと、２つの地区合わせて、今33名の児童生徒が

利用をしております。 

  内訳としましては、黒磯地区のほうが20人。20

人のうち小学生が15人、中学生が５人。これが黒

磯地区です。西那須野・塩原地区としましては13

人で、その内訳としましては、小学生８人、中学

生５人の合計33人が利用しているという状況にな

っております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 今の中村委員の質問に追加なんです

が、現在、この対象する人数というのは、枠、対

象する人数が決められている中でのこの対象人数

なのか、それとも、本市で必要としているネグレ

クトや育児放棄等のニーズに合った現在数なのか

教えてください。 

○佐藤委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 今、こちらの事業としまし

て、おおむねの定員というものを設定していると

ころでして、大体、地区ごとで20人程度というと

ころで設定をしているというところです。 

  もっと言えば、これを今現在利用している児童

よりも、ニーズとしてというか、我々として必要

だという児童生徒数はほかにもいる。ただ、この

事業を実施するに当たっては保護者の同意が必要

でありますとか、そういったうちのほうで実施し

ております要保護児童対策地域協議会というとこ

ろでこの事業が必要だというふうに認めた児童生

徒とか、そういった幾つか要件といいますか、が

ありますので、若干そういったところを加味した

上で、実際のこの利用につなげていく。なので、

実際、人数として必要な児童生徒数は、今利用し

ている児童生徒数よりはいるというふうな認識で

おります。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 じゃ、ニーズとしては現在数よりも

あるのではないかなというところですが、定員20

と定めている根拠というのは、受け入れる施設の
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問題なのか予算の問題なのか、その20名の根拠を

教えてください。 

○佐藤委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 やっぱり受入れ体制、事業

をする事業者の受入れ体制というところを加味し

た上でというところと、この施設を利用する、支

援する児童生徒によりよい支援を提供するために

適当な人数ということで設定しているというとこ

ろになります。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 じゃ、支援の質を担保するための適

正な人数という理解でよろしいですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 お見込みのとおりです。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、３年間、５年か。３年間

と言った、さっき。 

○佐藤委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 これまでが３年間で契約し

ていて、来年度からは５年間    。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 その中で、物価高騰等も絡んでの生活

の維持は最低限行うわけですから、これヒアリン

グ等で算出的には間違いないはじきでいいんでし

ょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 こちら次年度からの事業実

施に見込みましては、現在、委託している事業者

さんと適宜ちょっと情報交換をさせていただいて

おります。実際の支援の状況でありますとか、も

ちろん費用的な部分、それから、今やっぱり人件

費が高騰している、物価高騰しているといったと

ころも、ちょっと今の事業者さんと少し情報交換

させていただいて、その上で次年度以降で必要な

額ということで設定をした額ということになりま

す。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 これ国関係の補助なかったでしたっけ。 

○佐藤委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 国の補助が補助メニューに

ございまして、そちらのほうを活用することで今、

計画を進めております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 じゃ、一応、金額はこの設定でやって

おきながら、その年度ごとに国の補助が入れば支

出が抑えられると、これ以上にかかっていて市側

が持ち出す金額がこれ、その設定はどっちですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 この金額がマックスで、そ

の中で補助が入る。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようでしたら、ここで議員間討

議と併せて質疑を終了したいと思いますが、ほか

に質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した
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いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第60号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第60号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第二分科会）

を決算審査特別委員会（第二分科会）に切り替え、

審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 認定第１号 令和６年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  じゃ、よろしくお願いします。 

  課長。 

○菊地子育て相談課長 （認定第１号について説

明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  副委員長。 

○林副委員長 159ページ、こども家庭センター事

業費（20事業）の中の御説明いただきました児童

福祉相談システムの導入、こちらの内容を詳しく

教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○戸室児童家庭係長 こちらの児童福祉相談システ

ムなんですけれども、導入前の課題としては、相

談案件の経過の記録が作業の負担であったりとか、

記録を入れるのも通常使っているグーグルのドラ

イブ上で保存というやり方をしていたんですけれ

ども、全ての妊産婦子育て世帯への相談支援に対

応するものとして、その相談情報を子育て相談課

内で一元管理するためのシステムを導入して、子

育て家庭に対する包括的な支援のための体制の強

化を図るという目的で導入しました。 

○佐藤委員長 副委員長。 

○林副委員長 どのようなものなのかについては理

解しました。 

  導入した効果についてですが、庁内の職員に対

する効果と、登録され、相談した市民や利用者へ

の効果を併せて教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○戸室児童家庭係長 庁内の職員に対する効果とし

ては、その入力作業の負担の軽減と効率化を図れ

る、また内部での共有がスムーズにできるという

効果があります。 

  外部に対しては、職員がその分、作業の効率が

上がりますので、相談対応に割ける時間が増える、

余裕が持てるという効果があると思います。 

○佐藤委員長 副委員長。 

○林副委員長 例えば重層に関連したときは重層支

援会議に取り出していったりしますが、支援に関

わる多様な課の方の連携を強化し、相談した方の

支援の充実につながるという理解でよろしいです

か。 

○佐藤委員長 係長。 

○戸室児童家庭係長 現時点では、子育て相談課内

の職員での共有用として今導入していますので、
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行く行くそういう使い方をするかどうかは、まだ

検討段階です。 

○佐藤委員長 副委員長。 

○林副委員長 現在は子育て相談課の中だけ。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○林副委員長 理解しました。 

  続いて伺います。 

  毎年聞いてきてすみません。160ページ、子育

てサポートステーション運営費（30事業）の中で

言語相談員の謝礼が27万5,000円に対し、作業療

法士相談員の謝礼が３万円であるんですが、これ

らのニーズについて教えてください。そもそも相

談をする方のニーズがこの件数なのか、予算に対

して毎年執行している内容なのか。 

○佐藤委員長 所長。 

○三嶋子育てサポートステーション所長 言語相談

なんですけれども、言語相談は１か月に１回、５

枠のケースで行われていて12回という形なんで、

１か月に１回の５ケースの枠で２万5,000円とい

う形が出ております。 

  作業療法のほうは、予算を５回ケースで取って

いるんですけれども、１回につき１万円で、大体

１時間から１時間半ぐらいというところがありま

すので、３回しか利用していなかったということ

になります。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 あくまで子育てサポートステーショ

ン運営費の中で準備した予算の中で支援を執行し

ているということですか。分かりました。 

  続いて伺います。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 162ページ、発達支援システム推進

費（70事業）の報償費、とことん遊ぼう会講師謝

礼の内容について教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○相馬発達支援・ひとり親係長 こちらとことん遊

ぼう会の謝礼につきましては、子育てサロンの一

環といたしまして子育てサポートステーションと

発達支援のほうで共催しまして、子供たちに遊び

の場を提供しまして、子育てサロンを子供と親子

で遊べるような場を東那須野公民館で月１回実施

しているものになります。報償費につきましては、

こちら協力いただいている保育士の先生に支出し

ているものになります。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 理解しました。 

  続いて伺います。 

  162ページ、発達支援システム推進費、その他

委託料、絵本の読みあい遊び87万9,043円に対し、

昨年度は96万1,224円だったんですが、減額にな

った理由について伺います。 

○佐藤委員長 係長。 

○相馬発達支援・ひとり親係長 読みあい遊びの業

務委託につきまして令和５年度につきましては、

実施園はさくら保育園と三島保育園の２園でして、

こちらの実施園については変わらないんですけれ

ども、１園につき10回の実施をしていたところで

す。なので、計20回、令和５年度につきましては

実施しておりました。令和６年度につきましては

実施園と調整をいたしまして、保育園で行う行事

等を加味しまして、実施のほうを各園とも９回ず

つ実施になりましたので、各１回ずつ減りまして

２回分の委託費のほうが減になったというところ

で、減になっているものです。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 実施する園との相談の上、調整があ

り、回数が減ったというところですかね。 

  この読みあい遊びの効果について教えてくださ

い。 

○佐藤委員長 係長。 
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○相馬発達支援・ひとり親係長 読みあい遊びにつ

きましては、目的といたしまして主に支援者の専

門性の向上ですとか、あとは専門職による支援の

充実というところを図るために、主に就学児童を

対象として、遊びを通して発達支援のお子さんも

通常のお子さんも一緒に遊んで、インクルーシブ

的な考え方を取り入れた支援方法ということで実

施のほうをしているところです。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 支援員というのは園の保育士さんと

いう理解でよろしい。 

○佐藤委員長 係長。 

○相馬発達支援・ひとり親係長 そのとおりです。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 理解しました。 

  続いて、その下の発達支援専門研修について教

えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○相馬発達支援・ひとり親係長 こちら発達支援専

門研修なんですけれども、こちらは当発達支援課

担当の職員が専門的研修を受講するために取って

いる予算でして、こちら発達協会というところが

行っているウェビナーですね。こちらの５講座を

受講した費用になります。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 担当職員の専門性の向上のために利

用しているという理解でいいですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○相馬発達支援・ひとり親係長 そのとおりです。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 すみません。発達支援システムの登

録者数について伺います。 

  令和５年度に対して令和６年度末では少なくな

っているというところではあるんですが、その理

由は21歳に到達したのと途中届の届出者が減った

という理由だと思うんですが、この傾向としては

どのような状況になっているのか、推移をお話し

ください。 

○佐藤委員長 係長。 

○相馬発達支援・ひとり親係長 発達支援のシステ

ムの利用者についてなんですけれども、加入者に

つきましては、主に就学前のお子さんが多くて、

年々少子化が進んでおりまして、その分、母数が

減っておりますので、加入者のほうも微減してい

るというような状況がございます。 

  また、ただ必要な方には案内をして入っていた

だいているということで理解しております。 

  一方で、加入されている方、こちらにつきまし

ては定期的に加入されている方に連絡等を取りま

して、どのような感じですかということでお話を

伺っているんですけれども、就学前に不安なので

ということで入られた方が、年数が何年か過ぎま

して小学校でうまくやれているのでということで、

そういういい意味で卒業されるという方が最近増

えてきたというところで理解しております。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 今の一つも効果の一つだと思うんで

すが、発達支援システムの現在の効果について教

えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○相馬発達支援・ひとり親係長 発達支援システム

の効果なんですけれども、本市が行っているもの

について、お子さんに対する支援ですとか、その

ほかに困っている保護者に対する支援というとこ

ろも相談支援を小まめにやっておりますので、子

供だけではなくて、親子まるごと支援のほうがで

きていまして、困ったときにいつでも相談できる

ような体制ができているのではないかと考えてお

ります。 

○佐藤委員長 林副委員長。 
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○林副委員長 ありがとうございます。ごめんなさ

い、もう１個ありました。 

  164ページの女性相談支援費の中で、30事業、

令和５年度困難な問題を抱える女性支援推進等の

返還した理由について教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○相馬発達支援・ひとり親係長 こちら補助金の返

還金の理由になりますけれども、こちら女性相談

を行うために、本市は現在３名の女性相談員のほ

うを雇用しているんですけれども、令和６年度に

つきましては２名で行っておりまして、補助金に

つきましては一応３名分の補助金のほうを要求し

ておりましたので、令和６年度は２名で済んだと

いうところで、１名分の費用を返還したものにな

ります。 

○佐藤委員長 副委員長。 

○林副委員長 人件費だったという理解でいいです

か。 

○佐藤委員長 係長。 

○相馬発達支援・ひとり親係長 そのとおりです。 

○佐藤委員長 副委員長。 

○林副委員長 すみません、これで最後にしたいの

で、１個戻ります。 

  162ページ、母子生活支援・助産師設措置費

（10事業）、母子生活支援施設入所措置費の委託

先について教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○相馬発達支援・ひとり親係長 委託先につきまし

ては、母子生活支援施設は様々な問題を抱えてお

りまして、直接具体的な施設名を申し上げますと、

安全上の理由でどこというところは申し上げられ

ないんですけれども、入所希望があった方に対し

て適切な母子生活支援施設のほうにつなげて、委

託費のほうを払っているというようになっており

ます。 

○佐藤委員長 副委員長。 

○林副委員長 それでは、支援される方を守るため

にオープンではならないということで理解したと

ころではあるんですが、それほど市街を離れて、

遠くのところに行くのではなく、適切に支援はス

ムーズに措置が図れるようなものになっていると

いう理解でよろしいですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○相馬発達支援・ひとり親係長 距離的なものも申

し上げられないんですけれども、比較的我々が安

心できる位置にあれば我々で支援いたしますし、

例えば本当に遠くて我々が行けないようなところ

であれば、同じような事業をやっているような市

町村にお願いして支援することもございます。 

○林副委員長 分かりました。以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 159ページのこども家庭センター事業

費、これは子育て相談センターとどういうふうに

違うんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 令和６年度から子育て相談

課をこども家庭センターというふうに位置づけて、

令和６年度から事業を始めています。子育て相談

センターというのは、令和５年度までの現在でい

ういきいきふれあいセンター内にあります子育て

サポートステーションの前身が子育て相談センタ

ーと言っておりましたので、その違いということ

になります。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 これは例えば何人ぐらいで形成してや

っているというか。 

○佐藤委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 こども家庭センターイコー

ル子育て相談課になりますので、今現在の子育て
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相談課の体制としましては正職員が32名、会計年

度任用職員が30名、合計で62名、これは子育て相

談課プラスいきいきふれあいセンター内にある子

育てサポートステーションの人数も含めてになり

ますが、合計62名で実施しています。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 それから、今度は161ページですけれ

ども、子育て短期支援費ということで、扶助費的

委託料ということでやっているわけですけれども、

子育て短期支援事業のキッズシェルターとそれか

らすくすくやぎハウスのほうは知っているんです

けれども、子供の育ちを応援する会とそれから養

徳園は市内じゃないと思うんですけれども、それ

から宇都宮乳児院のほうも宇都宮なのかなと思う

んですけれども、そういうところに委託をしてい

るということになるわけですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○戸室児童家庭係長 そのとおりでございます。 

  ＮＰＯ法人子どもの育ちを応援する会は市内で

ございまして、社会福祉法人養徳園はさくら市、

宇都宮乳児院は宇都宮市というお見込みのとおり

でございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 その内容をちょっとお聞かせ、聞いて

おりますか。 

○佐藤委員長 係長。 

○戸室児童家庭係長 保護者が一時的にお子さんの

養育が難しいときに御病気ですとか、出産とか冠

婚葬祭とか、あと育児疲れといういろいろな理由

で、一時的に家庭でお子さんを見ることができな

いときに１日単位でお子さんをお預かりしている

事業となります。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 そういうのでさくら市とか、宇都宮の

ほうまで委託をお願いしているわけですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○戸室児童家庭係長 宇都宮乳児院は名前のとおり

乳児院なので２歳までがお預かりできるんですけ

れども、逆に市内でゼロ歳児をお預かりするのが

難しいという法人もございます。あとはほかの方

の予約状況によって空きがないということもある

ので、そのときには市外を御紹介しているところ

です。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 あと養徳園のほうでは、短期でも預か

るわけなんですね。 

○佐藤委員長 係長。 

○戸室児童家庭係長 お預かりは１日単位で大丈夫

ですので、今現在おおむね７日まではお預かりす

ることが可能となっています。 

○金子委員 分かりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。 

  中村委員。 

○中村委員 182ページなんですが、不妊治療費助

成補助なんですが、助成が17件受けられたようで

すが、妊娠に至った方は何名ぐらいいますか。 

○佐藤委員長 係長。 

○青木子育て相談課長補佐兼母子保健係長 令和６

年度の数値は上がっているんですけれども、これ

までの過去の数字というところでやっていまして、

妊娠率につきましては、統計的には平成28年から

令和５年まで取っているんですけれども、平均し

ますと28.7％という形になっております。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 本当に30％切っているんですね。世の

中大変なんですね。厳しいと思います。これ１人

につき３回ぐらいの補助金が出るんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○青木子育て相談課長補佐兼母子保健係長 １人の

子供を産むまでに５回までの助成。 
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〔「５回までなんですね」と言う人あり〕 

○青木子育て相談課長補佐兼母子保健係長 ５年度

というか、１年度１回で５回までという形になっ

ております。 

○中村委員 分かりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  松野委員。 

○松野委員 161ページ、子育て支援費の上段の児

童虐待防止対策（40事業）なんですが、児童虐待

防止啓発ＳＯＳ相談カードというものを作ってい

らっしゃるということなんですが、どのような場

所で配布して、実際どのようなどのぐらい相談件

数とか実績というのをお伺いしてもよろしいでし

ょうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○戸室児童家庭係長 ＳＯＳカードは子供が相談し

たいときに相談できる電話番号ですね。私たち子

育て相談課もそうですし、夜間、休日は児童相談

所の番号、あと189という児童虐待対応ダイヤル

が記載されています。 

  カードは、夏休み前に市内の全小学生・中学生

に学校を通じて配布しております。 

  また、カードを通じて直接子供から相談に来た

という実績は、把握してはいません。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 その相談窓口の方というのは、基本的

に専門家の方が全て対応されている。 

○佐藤委員長 係長。 

○戸室児童家庭係長 本市の児童家庭係においては

家庭相談員とそのほか正職員が対応しております。

職種は保健師だったり、保育士だったりがおりま

す。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 180ページです。 

  母子手帳アプリが予算、決算が倍になっている

んですけれども、令和５年度、33万円が66万円に

なっているんですけれども、その理由は利用者が

増えたということなのか、分かれば教えてくださ

い。 

○佐藤委員長 係長。 

○青木子育て相談課長補佐兼母子保健係長 こちら

の理由は、母子手帳アプリの利用料ということで、

事業者にお支払いしている金額なんですけれども、

母子手帳アプリのほうは令和５年10月からスター

トしまして、令和５年度は半年分だったんですけ

れども、令和６年度は１年分という形で倍になっ

ているというところです。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 じゃ、逆に使用料なので、そのアプリ

の登録状況とかはどうですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○青木子育て相談課長補佐兼母子保健係長 令和６

年度末の時点の人数、登録者数でいいますと

1,397名という形で、令和５年度末と比較します

と426人の増となってございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 子育て相談課としては、いい成績かど

うかお伺いします。 

○佐藤委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 今現在ですと、母子手帳交

付時にアプリの案内をしておりまして、そういっ

た方々についてはおおむね登録はいただいている

という状況ですので、数としては緩急調に伸びて

は来ているのかなという認識ではおります。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 これちなみに拒絶なさる方、携帯を持

っていない方は別として、アプリを入れたくない

という御家庭もあるんですか。 

○佐藤委員長 副主幹。 

○尾坂母子保健係副主幹 母子手帳の交付時の面接
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の際に母子手帳アプリの周知をさせていただくの

ですが、アプリを入れたくないという声は、今ま

でには聞いたことはございません。 

〔「了解です」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  副委員長。 

○林副委員長 160ページで、子育てサポートステ

ーション運営費（30事業）の中で、おひさまルー

ムと発達支援室の運営というところでお話があっ

たかと思うんですが、発達支援室について詳しく

こちらに掲載していないことから、発達支援室に

ついて教えてください。 

○佐藤委員長 所長。 

○三嶋子育てサポートステーション所長 おひさま

ルームでよろしかったですね。 

〔「おひさまルームと発達支援室」と言う

人あり〕 

○三嶋子育てサポートステーション所長 発達支援

室おひさまルームはですね。 

〔「つながっているのか、それについて」

と言う人あり〕 

○三嶋子育てサポートステーション所長 はい。お

子様と保護者の方が来ていただいて、１時間保育

士と一緒に遊ぶところです。相手は保育士なので

保育士とたっぷり一緒に遊ぶというプラスこれは

個別なんですけれども、グループになりますと少

人数になりまして３組から４組の保護者の方とお

子様が一緒に来て、１時間の時間をグループ遊び

という形で一緒に共に遊ぶところです。 

○佐藤委員長 副委員長。 

○林副委員長 おひさまルーム発達支援室という続

けた名前だということは理解しました。 

  では、おひさまルーム発達支援室では、発達に

課題を持って悩み始めた方、初期の段階の方が伺

い、集団の中で我が子の関わりなどを理解しつつ、

アドバイスをいただける場所という理解で。 

○佐藤委員長 所長。 

○三嶋子育てサポートステーション所長 障害を持

たれた方もいらっしゃいますし、本当に発達に心

配のある方も保護者の方もいらっしゃいます。な

ので、そこで相談をしながらそこで１時間を共に

過ごすというところもあるんです。いいでしょう

か。 

○佐藤委員長 副委員長。 

○林副委員長 そういう発達に何らかの悩みや課題

を持っていらっしゃる保護者の方が気軽に行ける

居場所という関わりなのかな。 

○佐藤委員長 所長。 

○三嶋子育てサポートステーション所長 そういう

ところです。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 その場合、適切な療育につながるよ

うなことになっているのか伺います。 

○佐藤委員長 所長。 

○三嶋子育てサポートステーション所長 そこから

言語相談につなげたり、作業療法相談につなげた

り、そこからまた国際医療福祉大学のほうのリハ

専につながったり、あとは児童発達のほうにつな

がったりというケースもございます。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 皆様の受け止める場所だというとこ

ろを理解します。その中で先ほど伺った言語と作

業については、予算を取った枠の中で消化してい

るという理解でよろしいですか。 

○佐藤委員長 所長。 

○三嶋子育てサポートステーション所長 そのよう

です。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 その場合、ニーズとしては多岐にわ

たるかもしれないんですが、あくまで予算はこの



－145－ 

決められた予算内で消化しているという理解でよ

ろしい。 

○佐藤委員長 所長。 

○三嶋子育てサポートステーション所長 予算の中

で消化しています。 

〔「分かりました」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 161の児童虐待防止対策費（40事業）

の報償金が令和５年で増えていますよね。３倍ぐ

らいになっているかな。これは結構市の状態が悪

くてこういう回数を増やしたのか、それとも自主

的に出席者が増えているということで多分支出し

ていると思うんですけれども、それだけ開いた回

数が多いということなんですか。報償金の事業の

お礼とその上の謝礼と３つあるんですけれども、

これのお金が令和５年で増えているんですね。そ

れの説明してください。 

○佐藤委員長 係長。 

○戸室児童家庭係長 報償金の増えた分については、

親子関係形成支援事業というものを令和５年度も

予算は取っていたんですけれども、令和６年度か

ら本格的に５回講座を始めましたので、その分の

増加とあとその下、要保護児童対策地域協議会の

実務担当者の研修会の講師謝礼ですね。５年度継

続して研修会は実施していたんですけれども、５

年度は児童相談所の職員をお願いしていたので、

そこの分は経費がかかってはいませんでした。合

わせたものが増額となっています。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 昨年度のだとペアレントトレーニング

というもの、これが親子関係に変わったんですか、

それとはまた別。 

○佐藤委員長 係長。 

○戸室児童家庭係長 ペアレントトレーニングと同

じ意味合いではあるんですけれども、国のほうの

使用している事業名を使って親子関係形成支援事

業というもので載せております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 ５回やった実績としてどのぐらいの参

加というか、効果はどうだったんでしょう。 

○佐藤委員長 係長。 

○戸室児童家庭係長 ５回開催しまして、連続講座

なんですけれども、大体10人前後の参加がありま

した。効果は始めたばかりなので、また今後出る

か、まだ。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 何となく受けていらっしゃる保護者さ

んが気持ち的に変わっていく様子とか、そういっ

た話というのは、課としては情報収集していない

んですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○戸室児童家庭係長 こちらも関わっている保護者

の方に受講を勧めてはいるんですけれども、そこ

までの反応は、定期的にお会いしたりはしている

んですが、そこまで事業の効果というところまで

は把握はできておりません。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 最近、某テレビ局でドラマをちょっと

見ちゃったものですから、１時間で話ができるか

ということで、ただ一応確認は毎回面談する中で

こういうトレーニング、講座があるけれども、受

けてもらえないかということで受けてもらって、

10人前後受けている中で一生懸命対応していくと

いうことですか。親子関係を改善していくための

プログラムということだから、面談でその状況は

確認していると、一応理解でいいですよね。 

○佐藤委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 やはりよくドラマみたいに

効果が如実に保護者の方が変わられるというのは、
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なかなか難しい状況ではと考えております。積み

重ね積み重ねで、そういった講座も受けていただ

きつつ、日々の相談に当たる職員が丁寧に丁寧に

関わり続けることによって改善に向かっていくと

いうこともありますので、この事業だけというの

ではなくて、トータルで寄り添った上での相談支

援を実施しているというふうになっています。 

〔「分かりました」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 今度こそ最後にします。 

  子育てサポートステーション運営費（30事業）

の160ページの何度も同じところを聞いてすみま

せん。言語相談員の謝礼と作業療法士相談員謝礼

の差があまりにもあるんですが、この積算する根

拠とおひさまルーム発達支援室は、医療の専門職

が常時いる場所ではなく、保育士さんが緩やかに

皆様の相談を受け止める場所というところは、理

解するところではあるんですが、そこの方に対し

て、来た方にこんなあるよというふうに言うかと

思うんですが、その場合どの人に言語でどの人に

作業なのかと、医療従事者ではないから適切に効

果の部分まで説明できるわけじゃないんじゃない

ですか。そういった場合なぜに積算の根拠、これ

だけ差があるのか教えてください。 

○佐藤委員長 所長。 

○三嶋子育てサポートステーション所長 言語相談

のほうは、各保育園、市内の保育園と認定こども

園さんだったり、幼稚園さんだったりというとこ

ろに広く周知をしているところではあるんですが、

なのでケースも入る可能性はたくさんあります。

ただ、作業療法士指導相談謝礼としては５という

ところは、フリーの作業療法相談員さんにお声か

けをしているので、その方に毎月来てくださいと

いうことは今までしていなかったみたいなんです

ね。なので、５枠の中でお声をかけられれば、今

のところですと、発達支援室のおひさまルームを

御利用されている方にお声をかけさせていただい

ているという形があります。なので、５枠という

ところが。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 今までの実績や前年当初でいくとそ

のようなやり方だったから現在こういうことだと。 

○佐藤委員長 所長。 

○三嶋子育てサポートステーション所長 それです。 

〔「分かりました」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終結

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 
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  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  子育て相談課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ３時１９分 

 

再開 午後 ３時３１分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保育課の審査 

○佐藤委員長 ただいまから保育課の審査に入りま

す。担当課の皆様、お疲れさまです。 

  保育課については、福祉教育常任委員会に対す

る付託案件がありませんので、予算常任委員会

（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６０号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 それでは、議案第60号 令和７年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○北村保育課長 （議案第60号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 施行計画書のさっきの不動産鑑定のと

ころなんですけれども、移管先が土地を欲しいん

で、課長の説明がのみ込めなかったんで、もうち

ょっと詳しく教えてもらえますか。 

○佐藤委員長 課長。 

○北村保育課長 当初は有償の貸与というところで、

事業者のほうとはまとまってはいたんですが、そ

の後有償貸与となりますと、お金がすごくかかっ

てくるという、手持ちのものにはならないという

こともありまして、この先、買うという選択肢も

あるのではないのかというのが法人として検討事

項として上がりました。その相談が市役所のほう

にありまして、ただ一番肝腎なお金がどのくらい

になるのかというのが分からないと交渉もできな

いので、その意味において今回我々のほうで不動

産鑑定業務のほうを出して、あの土地の適正な市

場価格を調べて、それでどうだという交渉をした

いなというふうに考えております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 となると、それは移管先のほうの希望

として今回そういうふうに手をつけてくれるのは

いいと思うんですけれども、市としては売却しち

ゃっても構わないものなんですか。それとも地代

をいただいていたほうがよかったのか、経理的な

面の考えとしてはあくまで移管先に合わせるのか

どうかというのを確認したいんですけれども。 

○佐藤委員長 課長。 

○北村保育課長 ２種類の考え方があると思うんで

すが、やはり市のまとまった土地を処分すれば、

それなりにまとまった処分のお金が入る。ただ、

一方で有料貸与ということであれば、長期間それ

なりのお金がずっと入ってくるというメリットも

あるのかなと。両方メリットがあるのかなと思う

中で、やはり処分して、この際市有財産から切り

離すというところで、やはり一番大きいところと

しては、市のほうのこれから建物とか、建物は事
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業者のほうで建てますから、例えばその土地に対

して何かの問題が出てきたとか、そういったとこ

ろがあっても基本、もう事業者の所有権になって

いますので、事業者の判断の中で全て対応される

というところがあるんで、簡単にいえば市はもう

関係ない土地というふうになりますので、所有権

が移り変われば、そういった意味で売却というの

が望ましいのかなというふうにも考えております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 了解しました。 

  さっき利子補給があったじゃないですか。今回

もしこれ売却になったら、そこの利子補給分にこ

の土地を買う分のもし銀行から借入れした場合は

追加されちゃうのか。 

○佐藤委員長 課長。 

○北村保育課長 今回利子補給分が金融機関との関

係の詰めてきたものが役所のほうに出されて、そ

れを踏まえて予算要求しているわけなんですが、

その土地を買う分については見込んでいないです。

あくまでも建物を整備するところで必要になった

お金で金融機関からの借入れのお金が来ています。 

〔「上物だけ」と言う人あり〕 

○北村保育課長 そうです。上物、建物ですね。 

〔「分かりました」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ほかに。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 なければ、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終結

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第60号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第60号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第二分科会）

を決算審査特別委員会（第二分科会）に切り替え、

審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 認定第１号 令和６年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  なお、説明に当たっては金額に大きく変更のあ

った項目や新規事業を中心に説明してくださるよ

うよろしくお願いします。 

  課長。 

○北村保育課長 （認定第１号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 
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  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません。一番最後の307ページの

幼稚園支援費というのは、これ全部基本的に認こ

園になっているんですけれども、この補助金はこ

のメニューは何でこっちになるんですか。幼稚園

型とかあったからですか。全部後ろにあるんだ。

失礼いたしました。幼稚園は今１個だけですよね。 

〔「１個だけです」と言う人あり〕 

○齊藤委員 その支援費ですよね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員 すみません。大丈夫です。今データを

出してみなかったんで、あれです。 

○佐藤委員長 係長。 

○田中給付係長 幼稚園は１個なんですけれども、

こちら１号、要は認定こども園にも一部幼稚園の

部分の園児がいますので、一部認定こども園にも

補助をしているものでございます。 

〔「なるほど、分かりました。すみません」

と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  松野委員。 

○松野委員 150ページの２項２目保育園管理費の

保育総務費（10事業）なんですが、ごめんなさい、

私制度がよく分からないので、内容をお伺いした

いんですが、報償費、報償金の中で保育園等芸術

家派遣事業講師謝礼ということなんですが、芸術

家を派遣するというのはどういったところか、お

伺いしてよろしいですか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○田中保育課長補佐 民間保育園、公立保育園のほ

うに絵画ですとか、あとは芸術、らくりん座さん

とか、そういうところの希望を取りまして園児の

皆さんに見せる、保育士の先生たちにも参加をい

ただいて、芸術を味わっていただくというものを

やっております。その謝礼としてお支払いするも

のです。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 その謝礼が75万5,000円、結構謝礼の

中でも高額なんですけれども、内訳が分かれば教

えてください。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○田中保育課長補佐 実施園、令和６年度ですけれ

ども、17園実施しておりまして音楽が５回、美術

が３回、同じく美術で木工になりますけれども、

こちらが３回、演劇が６回という形でこの金額に

なっております。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 子供たちにそういった芸術を鑑賞して、

見せる機会を与えるのは大切だと思うんですけれ

ども、そうしたことを行うことによって子供たち

にどういった効果が期待されたのか、お伺いして

もよろしいでしょうか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○田中保育課長補佐 そもそも様々な芸術等に触れ

る機会を提供することにより、子供たちの豊かな

感性を育むことを目的とさせていただいているの

で、そういった理由で子供たちにはプラスになっ

ていると思います。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 音楽ですとか、演劇ですとか、木工で

すとか、そういったものを今まで派遣したという

ことなんですが、それはそれぞれの幼稚園で希望

を取って、希望を取ったその希望に応じたものの

講師を派遣しているんでしょうか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○田中保育課長補佐 そのとおりでございます。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 松野委員の先ほどの質問に関し、こ

れらの予算は全て国や県からの補助金ではなく、

市の財源を使ってなのかどうなのか、教えてくだ
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さい。 

○佐藤委員長 課長。 

○北村保育課長 芸術家派遣事業の事業費に関しま

しては、子ども・子育て夢基金の事業を充ててお

ります。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 156ページの上段の民間保育施設運営

支援費というところの補助金で、保育補助者雇上

強化事業の補助金なんですけれども、これを使っ

て園のほうには充足されたのか、その内容と結果

を聞きたいんですけれども。 

○佐藤委員長 係長。 

○田中給付係長 こちら利用した保育園が令和６年

度におきましては17園ございまして、全部で33名

の補助者に対して補助しております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 採用された方は、この年度間いたりい

なかったりというのはどうなんですか。お金を出

しちゃえば終わりなのか、ちゃんと終わってから

出納を閉めてこの値段なのかというのは分かりま

すか。 

○佐藤委員長 係長。 

○田中給付係長 そこまではすみません、確認はし

ていません。 

〔「分かりました。後で調べておいてくだ

さい」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星野委員。 

○星野委員 すみません。149ページの民間育児サ

ービス対策費の令和６年度の認定外３保育施設あ

るんですが、令和６年度受け入れた生徒というか、

子供の数ですか、３か所教えてもらっていいです

か。 

○佐藤委員長 係長。 

○田中給付係長 ３園ありまして、延べ人数ですみ

ません、お答えさせていただきます。 

  創造の森が196名、ＡＢＣｉｎｔｅｒｎａｔｉ

ｏｎａｌｓｃｈｏｏｌ15名、アロハインターナシ

ョナルスクール６名、計211名でございます。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 利用施設費の積算根拠というのはどう

いうふうな、要するに子供１人当たりに対して時

間とかになりますか。 

○佐藤委員長 係長。 

○田中給付係長 こちら令和元年10月からスタート

しています３歳以上無償化の制度に基づいて支給

されているものでございまして、保育料というん

ですか、認可外なので保育料というのは適切かど

うか分からないんですけれども、保育にかかった

経費として１人月３万7,000円を上限に支給して

いるものでございます。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 これ保育対策費が増の理由として認可

外で受け入れた人数の増ということなんですが、

毎年毎年大体受け入れる数が増えている傾向にあ

るのかどうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○田中給付係長 実はそうではなくて、令和６年、

先ほど申し上げた211名なんですけれども令和５

年度が164名、増えてはいるんですけれども、実

は令和４年度が405名で、令和５年度からは減っ

ているような状態でございます。たまたま令和６

年度がちょっと増えたという形で、やはり今待機

児童がゼロなので、皆さん認可の保育園のほうに

入っていることが現状というところでございます。 

〔「分かりました。結構です」と言う人あ

り〕 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません。全然どこを開いているか
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分からない。広域利用、他県まで行って保育でき

うもののお金は、こっちから支払う支出で国庫は

入るんでしたっけ。いつも何十億円と使っている

んですよね。他市に預ける場合の。 

○佐藤委員長 係長。 

○田中給付係長 それは施設の給付費の話でよろし

いですか。施設にお金を渡すものに対して。 

○齊藤委員 措置のほうの利用の分の出すものはこ

この課じゃないんですか。利用した分で払ってい

るわけじゃないですか、施設だけ。俺、分かって

いない。 

○田中給付係長 予算書でいうと施設のところの給

付費になるのかな。 

〔「広域利用は保育課じゃないんだっけ。

茨城県からお聞きしたんだけれども」と

言う人あり〕 

○田中給付係長 他市の施設をうちの市の園児が使

用した場合には、市でその施設に支給をするんで

すけれども、その後その分については国２分の１、

県４分の１の交付金をいただいております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 あまりにも遠いところに連れていかれ

ると、そうすると支出は結構大きいという解釈で

いいんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○田中給付係長 公定価格ですので、全額決まって

おりますので、地域の区分によって地価が高いと

か、物価が高いとか、そういうところについては

公定価格が若干高くなりますが、さほど遠いから

といって高いとか、そういうものではなく、基本

的に国が定められた単価で決めて給付をしており

ますので、遠いから高いとか、近いから安いとか

というものではございません。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 この価格は各園が１人当たりの園児と

かにつく公定価格の算入の話でいいんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○田中給付係長 そのとおりです。 

〔「分かりました」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 156ページ、民間保育施設運営支援

費（10事業）病児・病後児保育広域利用について

詳細を教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○鎌田管理係長 こちらの費用につきましては、那

須塩原市民が市外にある病児・病後児施設を利用

したときに支払う費用となっております。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 この病児・病後児の保育だから市内

ではなく、あえて市外を利用した分だけという。 

○佐藤委員長 係長。 

○鎌田管理係長 副委員長おっしゃるとおり、具体

名を出しますと大田原市にある国際医療福祉大学

が行っているような施設を市民が利用したときに

かかる費用を支払っているといったものがござい

ます。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 ごめんなさい。理解不足かもしれな

いんですが、市内ではないのか。市内の病児保育

のところは別のページだったんでしたっけ、これ

はあえて市外のところだけなので。 

○佐藤委員長 係長。 

○田中給付係長 市内の施設に関しましては、子ど

も・子育て支援補助金という補助金のほうで手当

てしているような感じでございます。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 市外の場合だけは負担金が出る。 

○佐藤委員長 係長。 

○鎌田管理係長 副委員長おっしゃるとおり、大田
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原市から使った人数であるとかに基づいて請求が

来まして、その分を那須塩原市から利用市町村に

お支払いするというものになっております。 

〔「分かりました」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 これの場合は補助なしで、まるっきり

単費で払うんですか、広域利用、病後児・病児の

ほうは、負担金と書いてあるんですけれども、さ

っきの広域利用で茨城県まで働きに行っているの

は子供を連れていって預けている利用者の負担金

の話ですか、これは逆にそれの病児・病後児で福

祉で使ったときに負担しているんですけれども、

これは補助なしですか。それは分かるんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○鎌田管理係長 こちらについては、基本的には那

須塩原市民が例えば大田原市の施設を利用した場

合は単費で出しているので、先ほど市内の施設が

補助を出しているという話だったんですけれども、

病後児保育がある自治体から補助が、病児施設に

補助が出ているというような形なので、那須塩原

市民が使っている場合は繰り返しになりますけれ

ども、単費になります。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 となるといっぱい行かれたら大変なん

ですね。みんな同じ。ちなみに市内にもうちょっ

とたくさんあれば、補助金も出ますし、市内で預

かれるという体制になるんですけれども、その連

れていく場所とか、タイミングが合わなくて大田

原を利用されているということですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○田中給付係長 市内２か所やっておりますけれど

も、市外になる。やはり２か所なんで、ちょっと

大田原のほうを利用するとか、お医者さんがいる

のかなと思うんですけれども、市内で利用してい

ただければ、国３分の１、県３分の１の補助がご

ざいますので、おっしゃるとおり市内を利用して

いただけると非常にいいのかなと感じております。 

〔「勉強になりました」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終結

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定することと決しました。 

  保育課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ４時１１分 
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再開 午後 ４時２９分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 本日の審査事項は全て終了いたしま

した。 

  委員の皆さんから何かございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○佐藤委員長 それでは、以上で本日の委員会を散

会といたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ４時３０分 
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開会 午前 ９時５９分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○佐藤委員長 皆さん、おはようございます。 

  散会前に引き続き、委員会を再開いたします。 

  ただいまの出席委員は８名です。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育部の審査 

○佐藤委員長 これより、教育部の審査を行います。 

  初めに、教育部長から御挨拶をお願いいたしま

す。 

○田代教育部長 （挨拶。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育総務課の審査 

○佐藤委員長 ただいまから、教育総務課の審査に

入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  教育総務課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６０号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 それでは、議案第60号 令和７年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○宇賀神教育総務課長 （議案第60号について説

明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 一番最後に説明した、三島の、国の採

択ができなかったので予算を削減するやつで、決

算にも関連しちゃうんですけれども、実施設計ま

で多分終わっている状態なんですけれども、それ

ってキープできるものなのかどうかを聞きたかっ

たんです。 

○佐藤委員長 課長。 

○宇賀神教育総務課長 こちらは、引き続きこの交

付金については継続して申請はしてまいります。

設計に関してもそのまま生きてはいくんですが、

昨今の物価高騰により、光熱水費ですとか人件費、

こういったものが上がっていますので、そのあた

りはちょっと見直して、工事を発注する際はその

手当ては必要なのかなというふうには考えており

ます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、ちょっとずれちゃって。 

  そこの部分のその増額というのは、あんな決算

額みたいな額はかからずに、その出すときに実際

にその分を加味して実施設計の金額とするという

ことでいいんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○宇賀神教育総務課長 はい、そのような予定で 

 してまいります。 

○齊藤委員 分かりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 補正予算執行計画書12ページで御説

明いただきました会計年度職員給与費、1501事業

で、予定していた人数よりマイナス１だったので
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と説明があったと思うんですが、この減額のマイ

ナス１になった理由は、募集したのに来なかった

のか、それとも２人で足りたから２人しか採用し

なかったのか教えてください。 

○佐藤委員長 課長。 

○宇賀神教育総務課長 当初、事務職員、そして用

務員２人をフルタイムで予定していたんですが、

この事務職員１人に対しては、会計年度を雇う予

定でおりましたところ、役職定年の職員が配属に

なったものですから、事務職員の会計年度はまず

必要ないというところで１人が減、フルタイムの

用務員さんを要望していたところなんですけれど

も、こちらは、予算の兼ね合いですとか、あと勤

務体系というところで、実際、フルタイムまでは

それほど必要ないだろうというところで、パート

タイムに切り替えてというところでの採用にいた

しましたので、給与ではなく報酬という形の予算

計上に切り替えました。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 じゃ、当初の計画から内容を少し変

更したというところで、人材としてはマイナスに

なっていないので、学校の運営上、子供に不利益

はなかった、教職員等に不利益はなかったという

理解でいいですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○宇賀神教育総務課長 議員おっしゃるとおりでご

ざいます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星野委員。 

○星野委員 13ページのスクールバス運行費なんで

すが、この委託料、当初の予定価格よりも下がっ

た金額での契約になったということなんですが、

実際には燃料費も高騰している、人件費も高騰し

たので、この業者が下げてきたというその理由が

分かれば教えていただけますか。 

○佐藤委員長 係長。 

○島田教育総務課総務係長 スクールバスの運行費

につきましては、ある程度予算の目安になるもの

がほぼほぼなくて、下限額と上限額みたいなもの

が設定されておりまして、そのある程度上限のほ

うで予算を確保しているものですから、少し燃料

費とかが上がっても耐え得るような形で予算をつ

けているものですが、それが入札によって下がっ

たというところになりますので、前回の契約より

は確実に上がっているというところで、燃料費も

加味された計画になってございます。 

○星野委員 分かりました。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません。先ほどの奨学金のところ

の説明で、多分、奨学金の基金とゆめみらい応援

は、その篤志家から直接頂けるために設けたもの

で、奨学金はないので、その後、学校の施設は歳

入超過って説明だったんですけれども、これはど

ういうことですか。剰余金ではなくて歳入超過と

いう表現なんですけれども、何か違うのかなと思

ったんですが、ちょっと説明してもらえればと思

います。 

○佐藤委員長 課長。 

○宇賀神教育総務課長 剰余金のことです。 

○齊藤委員 じゃ、いいですね。歳入超過と言った

から、あれ、何か入れたのかなと思って。分かり

ました。 

  もう１個、その奨学金のほうの基金というのは、

これはいつも某病院さんから頂いているやつとい

うことですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○宇賀神教育総務課長 本当に個人で、実際に、本

当に現金200万円をぽろっとカウンターに持って

きた方がいらっしゃいまして、あと残りの５万円

は、毎年５万円を寄附していただいている方です。 
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○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 この、じゃ、ゆめみらいと振り分けの

基準は、奨学金に使ってくれということで、これ

でやっていくというだけですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○宇賀神教育総務課長 奨学金とこのゆめみらい応

援給付金て、そもそも対象とする人材というのが

違いまして、奨学金は、どうしても経済的に問題

があって、大学や高校へ行くのにちょっと困難を

するというような方なんですが、ゆめみらいは、

財力がある家庭で育っても、もちろん志的に、人

間的に将来を見据えた壮大な夢を持っているとか、

そういう意味合いでの採用となりますので、全く

色が違う奨学金というか基金になっています。寄

附金。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 分かりました。ありがとうございまし

た。 

  じゃ、最後、学校給食のところなんですけれど

も、先ほど、教職員の負担だけ求めますというこ

となんですが、それの一応理由をお答えください。 

○佐藤委員長 課長。 

○宇賀神教育総務課長 こちらに関しては、議員の

皆さん御存じのとおり、本来であれば来年度から、

国は小学校の給食費を無償化するというようなお

話をいただいているところなんですが、これ実は、

何の情報もまだこの段階でないような状況です。

ただ、確実に何かの動きはあるだろうというとこ

ろがありますので、ここであえて保護者の負担を

何かするということは考えずに、ここは公費負担

で保護者分は賄うというような考えでございます。 

  ただ、教職員はこれまでも自費負担になってい

ますので、上げた分は頂くという形で。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 分かりました。もう１個。 

  今、10円と言っていたんですけれども、10円で

賄えるものなのかなって。 

○佐藤委員長 課長。 

○宇賀神教育総務課長 福岡の給食のように、から

揚げ１個とかそういうことにはならない、現状維

持は本当にぎりぎりで、栄養教諭さんたち、すご

く頑張ってくださっておりまして、メニューも、

食材豊富に、栄養に偏りがないような形でレシピ

も考えてくださっているので、そこは問題なく10

円で何とかやりくりしたいと思います。 

○齊藤委員 分かりました。すみません。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 予算執行計画の273ページの…… 

○佐藤委員長 それはまだです。 

  中村委員。 

○中村委員 先ほど13ページで星野委員から質問ご

ざいました、大原間小と高林小と塩原小中のバス

運行費、これは2,979万5,000円が、見積りをして、

実際に開通したのが安く上がったという答弁をい

ただいたんですが、これ総額で幾らぐらいの当初

予算の金額か教えてください。 

○佐藤委員長 課長。 

○宇賀神教育総務課長 この３校それぞれで申し上

げます。 

  大原間小が、当初予算1,405万7,315円というと

ころでしたが、1,100万円、こちらで契約。高林

小が5,041万1,122円だったんですけれども、こち

らが3,498万円。塩原小中、こちらが 3,668万

6,102円、こちらが2,537万8,812円、こちらで契

約のほうをさせていただきます。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 細かく御説明いただきましてありがと

うございました。 

  来年度予算で予算を組み立てていって、我々、

１年目、議決をさせて予算取りをさせていただい
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たという経過を踏まえますと、あまりにもこの金

額が安いということ、これは精査をして、どのよ

うな積み上げの中で予算取りをされて、それで実

行に移すかということは、まさに考えられている

と思いますので、そういった面では、3,000万の

中身を見ますと、当初、そのときに予算編成の中

で、絶対欲しいと予算編成の中で要望があったも

のを、子供たちのためにという予算取りをされて

いるものを考えますと、こういう結果があります

と、この3,000万、別のところに予算を回せる可

能性もあるかということも考えますと、やはり私

どももこれ、決裁、議決をさせていただいて、こ

んなに余るものを、もうちょっとしっかりとした

積算の中で予算取りをして、しっかり発注をさせ

る、委託料を決めていくという目安のものをしっ

かりとつくっておいて取り組んでいただければと、

こう私は思っていますので、努力されて金額が下

がったということは認めているので、今後、そう

いった面で、１年前、3,000万の予算、どこかか

ら要求があったのがカットされて、この予算が編

成されたという経過を踏まえますと、本当にもっ

たいないという気もしますので、我々も、あまり

にもこれアバウトにやられているんではないかと

いう不信感を持ってしまいますので、その点、気

をつけていただければと思っています。 

  以上です。要望ということでよろしいです。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星野委員。 

○星野委員 すみません、最後に、16ページの中学

校施設整備事業費なんですが、新規としてこの空

調設備を４校、１校400万ということで、これは

業者は１業者ですか。また、その１業者にしたほ

うがこれは安く設計ができるというのも、その理

由があれば教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○菱沼教育総務課学校施設係長 設計業務委託につ

いては、４本だとちょっと時間がかかるというと

ころがありますので、２校ずつ２つの契約に分け

てという予定となっております。 

○星野委員 ２つ。 

○菱沼教育総務課学校施設係長 ２つの契約に分け

て発注する予定で考えています。 

○星野委員 ２校ずつ。 

○菱沼教育総務課学校施設係長 ２校ずつです。 

○星野委員 業者は同じ。 

○菱沼教育総務課学校施設係長 業者は別になると。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 よくこれも分からないんですけれども、

設計で、業者２つなんですけれども、この400万、

当然、構造とかそういうものは全部違うのかなと

思うんですけれども、それも同じ、設計的には

400万と、１校400万でできるというかね。 

○佐藤委員長 係長。 

○菱沼教育総務課学校施設係長 ここで１校当たり

400万というのが、２校をやった場合の金額とし

て考えています。２校同時にやった場合で、１校

400万という。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 じゃ、確認。２校を同時にやれば１校

400万でいいですよと。違う業者もそのような条

件で。 

  そうすると、こちらから、変な言い方で、400

万でやってくださいという形でお願いをしている

ということ。 

○佐藤委員長 係長。 

○菱沼教育総務課学校施設係長 設計の業務委託に

ついては、予定価格は公表しておりませんので、

入札に参加する事業者さんが見積りを行う。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 入札なんですよね。 
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○齊藤委員 聞いた中で、その値段でできるという

のがあるから、こう設計しているんじゃないかな

と。割引ですよね。２校やるならこの値段でいい

よという。 

○星野委員 僕もそれは分かるんです。 

○齊藤委員 でも、800万ですからね、２校やるか

ら。 

○星野委員 言い方は言い方なんです。 

○齊藤委員 特に１校ずつだったら500万    

割引がないということだから。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 １つこれは参考まで、勝手に。４校を

全部やったらもっと安くなるんですかね、逆に。

それは設計者の能力もあると思うので。 

○佐藤委員長 係長。 

○菱沼教育総務課学校施設係長 仮にやれば安くな

る可能性はあるとは思うんですが、やはり期間も

その辺は変わってくることになりますので。 

○星野委員 はい、分かりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第60号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第60号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  続きまして、予算常任委員会（第二分科会）を

決算審査特別委員会（第二分科会）に切り替え、

審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 認定第１号 令和６年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明をしてくださ

い。よろしくお願いします。 

  課長。 

○宇賀神教育総務課長 （認定第１号について説

明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  松野委員。 

○松野委員 576ページの１項２目の事務局費で、

ゆめみらい応援給付金の制度が始まったというこ

とですか。分からないので教えていただきたいん

ですけれども、これをちょっとホームページで拝

見させていただきまして、どのぐらいの募集人数

に対して、実際どのぐらいの応募があったのか、

まず教えてください。 
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○佐藤委員長 課長。 

○宇賀神教育総務課長 こちらについては、２名を

想定した寄附金を頂いているものですから、２名

ということで募集をかけているんですが、19名ほ

ど応募がありました。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 実際に２名だけ選考されたんでしょう

か。 

○佐藤委員長 課長。 

○宇賀神教育総務課長 寄附金が、そうですね、２

名分しかないので、２名の選定。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 先ほど御説明があったんですが、志が

高くて、例えば、ちょっとホームページを拝見し

ましたらば、学業、スポーツ、また芸術文化の活

動を大学等で継続する者ということなんですが、

その活動というのは学業の一環ではなく、例えば

スポーツとか文化芸術に特化した形ということで

しょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○宇賀神教育総務課長 はい、おっしゃるとおりで

ございます。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 そういった活動をされている方に対し

て、やっぱりこれだけの給付金というのを出して

いくということは、それなりに期待されているも

のと、例えば本市で活躍するのではなく、最終的

に本市に戻ってきて、何かそういった得たものを

活躍してほしいとか、そういった期待があってこ

ういったものをつくったのか、それとも、もうそ

ういったものを頂いた方が自由に自分のやりたい

ことをやれるようにという形でこういった基金を

つくったのか、そういった期待をするものという

のが何でしょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○宇賀神教育総務課長 こちらに関しては、正直、

この事業に対しては、今、市の事業として実際運

営しているわけなんですけれども、きっかけとい

うのは、個人のその資産を有効活用して、こうい

った未来に羽ばたく活躍する人材を那須塩原市か

ら輩出するような、そういうことを、那須塩原市

に事務をお願いする形にはなるんですけれども、

寄附金として寄附させていただくのでお願いでき

ませんかということがきっかけです。なので、そ

ういった思いというのは、当然、私たちが篤志家

の方から受け継いでこういった形で運用している

わけなんですが、その方は、当然、例えば成績が

オール５とかそういったところにこだわるわけで

はなくて、何か目的を持って、ただ４年間、決め

られたことの勉強をすることではなくて、何か将

来的に目指すものがあって、将来、那須塩原市に

例えば戻ってきて、この方は、そもそも那須塩原

市の住民の方ではないんですけれども、寄附をい

ただいているのは。ただ、那須塩原市をすごく気

に入ってくださっているということで寄附金を頂

いているものですから、そこで、やっぱり那須塩

原市に何か将来に向けて恩恵を受けるような形で

使っていただきたいなという意向を受け継いでや

っているような形になっています。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 根本的なことでいいですか。事務局管

理費と各学校給食センターの項目が、事務局管理

費に給食センターのものが入っていたり、給食調

理場の中には決算の項目が入っていなかったり、

これは何年も続いているみたいなんですけれども、

ちょっとこれ、何でこっちの事務局管理費であて

がうものと調理場のセンターで予算立てして扱う

ものがあるのかというのを、この数年間ずっとこ

のままだったんでしょうけれども、今さら聞いて
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申し訳ないんですけれども、ちょっとそもそもを

教えてもらっていいですか。 

○佐藤委員長 はい。 

○室井教育総務課給食係長 一応、事務局管理費の

ほうで管理しているのは、３調理場や塩原小中学

校の共通のものを管理させていただいておりまし

て、各調理場や塩原小学校の調理場と別のもの、

単体で行うものをこちらで計上している形にして

います。 

○佐藤委員長 課長。 

○宇賀神教育総務課長 すみません、補足で。これ、

事務局管理費に入ってくるのは修繕料のほうだと

思うんですが、これ、セーフティーネットといい

まして、部内で幹事課の予算で、部内、いろんな

ところが使える修繕の予算て、ここに収まってい

るんですね。なので、ここで例えばメープルとか

も入ってきているものですから、このメープルは、

うちの所管じゃないのはそれでして、部内で運用

しやすいような、主に修繕に使うものなんですけ

れども、そこについてはこの事務局管理費で一括

して予算計上していると。 

  例えば、スポ振の何か施設が壊れて、スポ振の

予算がなければこのセーフティーネットを使うの

で、スポ振の施設も出てくることもありますし、

ただ、ちょっと調理場がやはり修繕が昨年度多か

ったというのもあって、ほぼほぼ調理場で使った

という結果が、はい。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 そのセーフティーネット自体は、各課

では対応できない、事務局で一括のほうが、予算

を流用というか、やりやすいからこういう体制に

しているので、すみません、何年もやっていて今

さら聞くのもなんなんですけれども。 

○佐藤委員長 島田係長。 

○島田教育総務課総務係長 これは、セーフティー

ネット自体は、財政課のほうで割り振られてきて

いて、基本的に各部の主幹課に置かれているもの

という形になりますので、教育部の関係ですと事

務局管理費に全部計上されているというものにな

ってございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 ここにあるやつは、セーフティーネッ

トの中の予算計上は、そもそも、じゃ、のせてあ

るものを対応してやっているのか、年度内で急遽、

さっきみたいに補正予算を組んで上げるものって

あると思うんですけれども、その辺はどのぐらい

の利率で、もう昨年度からやられているのはちゃ

んと上げて当初でやっているのか、その中途で補

正予算する割合というかはどうなんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○宇賀神教育総務課長 これ、セーフティーネット

と言われるだけあって、もうほぼ100％です。 

○齊藤委員 100％補正ですね。補正というか、壊

れたときに。 

○宇賀神教育総務課長 はい、壊れたとき。 

○齊藤委員 全然質疑になっていないけれども。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 273ページ、会計年度任用職員給与

費、15事業で、非常勤職員報酬、生活支援員等、

教育総務課、教育課とあるんですが、この教育支

援員等について説明をお願いします。教育総務課

じゃないよね、これ。 

○島田教育総務課総務係長 この中に教育総務課分

も入ってございまして、生活支援員等となってい

る部分で、事務職員、事務補助１名と用務員２名

分が教育総務課分として入ってございます。 

○林副委員長 分かりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 



－164－ 

○齊藤委員 探すのが大変で。 

  １個、292ページの小学校の管理費の中間辺り

に、大山小学校が下水道の受益者の負担というこ

とで259万上がっているんですけれども、こちら

の説明をお願いします。 

  292ページの中段辺りに、負担金、その他負担

金で、表の上です。下水道事業受益者というので

す。表の上にあるんです。学校の配当決算内訳の

上の表です。 

○佐藤委員長 課長。 

○宇賀神教育総務課長 こちらにつきましては、大

山小学校の汚水排水につきまして、現在は合併処

理浄化槽、こちらで処理していたんですけれども、

新しく体育館等できる関係で、下水道につなげる

関係で、受益者負担金が発生したということにな

っています。通常、分割納付というのを個人の方

とかはやられるんですけれども、一括で納入した

場合が20％で金額が安くなるというのもありまし

て、これは一括で納付したという形になります。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 各所管に財政課から言われて、学校の

ごみも学校単位で出しましょうみたいに、こうな

っていっているんですけれども、これは市民の集

めた税金から学校に配当して、それでこう払って

くれているという形のものの想定でいいというこ

とですよね。誰かが徴収して払うものではないと

いう。 

  学校内から出るものですけれども、受益者なの

で、使う人は千差万別じゃないですか。それは税

金で賄って、宛てがってくれるということでいい

んですかねという確認です。 

○佐藤委員長 課長。 

○宇賀神教育総務課長 そのおっしゃるとおりです。 

○齊藤委員 何か言ったらうちだけ上げようという、

そういうのはないということですね。 

○宇賀神教育総務課長 それではないです。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  松野委員。 

○松野委員 293ページなんですが、２項１目小学

校管理費の決算書なんですが、黒磯小学校ほか 

 消防用設備110万なんですが、消防用設備とい

うのはどんなものなのか教えていただけますでし

ょうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○菱沼教育総務課学校施設係長 消防用設備ですと、

感知器とか、あとは消防の火災報知機の大本の機

械とか、そういったものの修繕になります。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 ちなみにこれ、前年度には計上されて

いなかったものなんですが、新しく設置したもの

なのか、老朽化に伴って改修したものなのか教え

ていただけますか。 

○佐藤委員長 係長。 

○菱沼教育総務課学校施設係長 こちらは修繕費に

なりますので、既存のある設備の修繕になります。

毎年、消防設備については点検をしておりまして、

その中で不具合が報告されているものについて修

繕しているものであります。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 今、子供たちに対して安全性というの

は確認できているということですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○菱沼教育総務課学校施設係長 はい、そのとおり

   です。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 防犯カメラなのか防犯システムなのか

分からないんですけれども、今、小学校に行くと、

ひたすら校庭から職員室の中に、赤いパトライト

がぐるぐる回っているんです。あれは、この中で

何か決算って上がっていますか。それとも、もう
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２年前とかに過年度でついているものを、何か昨

年度でついたような気がするんですけれども。 

○佐藤委員長 係長。 

○菱沼教育総務課学校施設係長 昨年度つけたもの

になります。報告書ですと、小学校で言うと、

296ページ、防犯カメラで、その中で設置した分

になります。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 見ているほうからするとすごく不安な

んですけれども、誰か何か危険があるんじゃない

かって、逆に助けを求めているライトに見えちゃ

う。何校か行ったらみんな同じだったので、何か

回っていましたよと言ったら、そうですねって先

生方は言っていたんですけれども、ああいう設定

でよかったんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○菱沼教育総務課学校施設係長 そうですね、今の

ところそういった運用をしています。 

○齊藤委員 本当にこの辺についている。外の校庭

から見えちゃうので、普通、コンビニだって、外

にこう回っていたら、犯人がいるから助けてねっ

ていうイメージになっちゃって、その意識の浸透

がうまくいかないと、逆に何かあったときに通報

とかしてくれちゃう優しい方がいるんじゃないか

と思ったんですけれども、話し合った結果、職員

室の外が目立つ、外から見えちゃうところにつけ

るという仕様でいいんですか、よかったんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○宇賀神教育総務課長 実際、そのあたりは、現場

の先生と調整して、パトランプみたいのをつける

とかは決めたと思うんですけれども、あれは実際、

カメラに映ったりして、誰か来ますよというのを

職員室の先生に知らせるものなので、外の人に見

えちゃうという、確かに議長おっしゃるとおり、

ちょっと不安をあおっちゃう位置にある学校もあ

るのかなと。もう全然見えないところにある学校

もあるんですけれども。 

○齊藤委員 波立、交通安全教室で行ってるので、

校庭にトラックを置いた瞬間にパトライトが回っ

たりする。だから、何かあったんですかってやっ

ぱり聞いちゃうので、外から見えたほうがじゃな

くて、この中でこの人たちが分かればいいんだっ

たら、外に映さないほうがいいのかなというふう

に思ったので、それがちょっと。意見にすればい

いかな、これ。もう一回確認してください。外か

ら丸っきり見える。高林小も見えたような気がす

るんですけれども、ちょっと見ていってください。 

○宇賀神教育総務課長 はい、ありがとうございま

す。 

○齊藤委員 何か変な質疑になっちゃった。でも、

     聞いた。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  中村委員。 

○中村委員 292ページの中で、学校配当分決算内

訳表を見させていただきましたが、これは17校の

内訳なんですが、これは各小学校で当初、このぐ

らいの需要費と役務費と備品購入費で上げてくだ

さいよという形の予算取りをされてという結果、

こういう決算内容が出てきたのかどうかをちょっ

とお聞かせください。 

○佐藤委員長 係長。 

○島田教育総務課総務係長 議員おっしゃるとおり

でございまして、学校から予算要望が上がってき

まして、ある程度そのほぼほぼ90％、95％に近い

形での決算になってございます。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、大体、ある程度、学校

児童の人数とかいろいろなものを、校舎の築何年

ですよとか、そういったものを考慮した中での算

定を入れて、それでこういうふうに形をされてい
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るということですね。 

○佐藤委員長 係長。 

○島田教育総務課総務係長 委員のおっしゃるとお

りでございます。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 私もこれをずっと見ましたが、うちは

東原小なもんですから、一番予算が少ないので、

かなり先生、校長先生がいじめられているのかな

なんていうふうに、そんなものをちょっと思って、

いつも予算がないのでということで、あれ、こん

なこともやっていないのなんていうことをよく言

われたものですから、それにしても、児童数が一

番少ないわけでもないのに一番少なかったという

これは印象を受けたものですから、予算取りが下

手なのか、それとも要望が少なかったのかどうか

分かりませんが、こういった面で確認をさせてい

ただきました。分かりました。結構です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 あと１個だけいいですか。 

  先ほどの防犯カメラに関連していると思うんで

すが、警備という項目が小中学校それぞれあると

思うんですけれども、どのような警備を今されて

いるのかお伺いしたいと思います。どういう依頼

をしているのか。 

○佐藤委員長 係長。 

○島田教育総務課総務係長 警備につきましては、

それぞれ学校ごとに業者は違っているんですが、

基本的に、本庁舎とかと同じように、セコムとか

そういうところが入っておりまして、基本的には

同じように、最初に出勤してきた職員が解除を解

いて、最後に出る方が警備をかけるというような

形になっております。異常があったときにはその

警備会社が来て、その異常を確認していただくと

いうような形になってございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 この委託料に、小学校だと、黒磯小学

校ほか16校で246万というのがあるんですけれど

も、これは通常のその異常があったときに駆けつ

けるための予算の執行ということでいいんですか。

それともその某企業のスイッチのための警備とい

う項目でしょうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○島田教育総務課総務係長 どちらも含めた形にな

ります。機械委託料自体に、その施設全体の機械

の設置、また、異常があったときに駆けつけると

いうところも含めて、まるっと委託しているもの

でございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 分かりました。 

  先ほどのくるくるとこれの差は、夜、いないか

いるか、上中下の安全性の確認と、いないときの

セキュリティーと分けて、厚くセキュリティーと

いうか安全対策をしたという解釈でよろしいです

か。 

○佐藤委員長 課長。 

○宇賀神教育総務課長 実際、このシステム自体、

関連しているわけではないんですけれども、その

とおりでありまして、教職員の先生方が在校して

いる時間帯は、教職員の先生方が子供たちを守る。

いないときは、委託業者、セコムとかにお願いし

ているという、すみ分けをしている。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 ありがとうございました。 

  では、最後、スポットクーラーです。体育館に

置いていただいたんですが、あと西中で試した気

化式はどうだったでしょうか、お伺いします。 

○佐藤委員長 係長。 

○島田教育総務課総務係長 今、スポットクーラー

と気化式冷風機につきましては、９月末まで入れ
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ている状況でして、また、気化式冷風機につきま

しては、今年度初めて導入したというところもあ

りまして、今後、来年度予算に向けては、どちら

がいいのか、根本的な解決としてはやはりエアコ

ンを入れるしかないかなというところなんですけ

れども、一時しのぎの分としてどちらがいいのか

というのを学校に聞きながら、今後ちょっと検証

していきたいなということを考えております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 一応、いろんな人に言っているんです

けれども、スポットクーラーのスポットの部分の

前に扇風機を置くと涼しくなるんですけれども、

多分、扇風機はなくて、スポットクーラーだけ出

していると、そこにみんなわーっと集まって、５

人ぐらい集まるともう終了みたいな感じになって

いるので、宛てがっているのにはちょっと無駄な

予算のような気がしちゃっているんですけれども、

一応そこも踏まえて、エアコンがついていくなら

別にいいんですけれども、その間、例えば、じゃ、

つく学校から２台取り上げたら、それをどこかに

持っていってあげたらいいんですけれども、その

予算を削って、なくしていっちゃうと結局２台の

ままなので、体育館が使えないという話は結構出

ていたと思うんですけれども、その辺は聞いてい

ますか。 

○佐藤委員長 課長。 

○宇賀神教育総務課長 もちろん、その台数が少な

いというのは私たちも実感して分かってはいるん

です。ただ、予算の兼ね合い上、どうしてもそう

いった形で今の現状の対応となっておりますが、

実際に、先ほども御説明した空調設備の整備、こ

ちらに関しては、設計したら翌年度工事、これは

２か年で完成させる形のサイクルをできれば４校

ずつしたいというふうに考えておりますので、そ

の４校で使わなくなったものについてはそっちに

６台回すとか、予算は現状維持を確保して、でき

るだけ暑さ対策というところには考慮した対応を

してまいりたいと考えております。 

○齊藤委員 あまり聞くと決算じゃなくなっちゃう

ので、大丈夫です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星野委員。 

○星野委員 すみません、これを教えてください。

291ページの危険物取扱者試験講習会ってあるん

ですが、学校の先生の危険物というのはどういう

のを扱うんですか。また、これを、講習をしなけ

ればならないというのは、何か決まりというか、

そういうのがあるんですか。 

○宇賀神教育総務課長 今、すみません、確認して

いますので。 

○星野委員 いいですよ。時間は、後で大丈夫です。

今すぐじゃなくてちょっと教えてもらうだけだっ

たので。 

  すみません、いいです。大丈夫です。 

○宇賀神教育総務課長 確認してみます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

  林委員。 

○林副委員長 すみません、学校の整備で、普通教

室を優先に順次、クーラーの設置をしていただき、

追って専門教室になるということは理解している

ところではあるんですが、図書室についてなんで

すが、クラスに居場所がない子供等の居場所にも

なっていたりするんですが、図書室については、

特別教室とみなすのか、普通教室と同等とみなす

のか、皆さんと討議したいと思いますがいかがで
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すか。 

○佐藤委員長 副委員長から討議の議題が出されま

したけれども、ほかの委員の皆さんの意見を求め

ます。 

○齊藤委員 決算だから。 

○林副委員長 その他。 

○齊藤委員 その他でそのままいったほうがいいと

思います。 

○林副委員長 じゃ、その他にします。 

○齊藤委員 言っていることは分かるけれども、決

算でもないよというのがあるので。 

○佐藤委員長 その他でいいね。じゃ、討議じゃな

くて、その他でいいですか。 

○林副委員長 はい、その他で伺います。 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については原案のとおり認定すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  教育総務課の所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１１時０８分 

 

再開 午前１１時３７分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎学校教育課の審査 

○佐藤委員長 ただいまから学校教育課の審査に入

ります。 

  担当課の皆様、お疲れさまです。 

  学校教育課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６０号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 それでは、議案第60号 令和７年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。よろしくお願いします。 

  課長。 

○大藏学校教育課長 （議案第60号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、補正予算執行計画書の教

職員ネットワークシステム管理費と、ＩＣＴも含

めてでいいと思うんですが、よく調査をされて、

そして全部対応した結果、この剰余金というか不

用額が出たという解釈で、多少、もうやばいんじ

ゃないというやつも含めてちゃんと対応なさった

のかどうかというのをお聞きしたいんですけれど

も。 

○佐藤委員長 係長。 
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○渡辺学校教育課学校みらい係長 まず、教職員ネ

ットワークシステムは、こちらは学校の先生方が

使う端末の入替えによるもので、不用額が生じた

原因といたしましては、競争入札の結果というと

ころが主な結果になります。 

  小中学校ＩＣＴ事業費についても、こちらはプ

ロポーザルで電子黒板等は選定をしておりますが、

こちらも競争によって安く入れていただいたとい

うところで、電子黒板については、既存のものが

544台ありまして、544台に対して540台の更新と

いうことで、ほぼ全台の更新をしております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 じゃ、教職員のほうは、全部、全教員

なんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○渡辺学校教育課学校みらい係長 現在、これまで

運用していた端末が、５年前に導入したものでご

ざいます。それが880台ありまして、今回調達す

るのは、予備機を入れて900台を調達しておりま

す。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 はい、分かりました。 

  予算書のほうの、ありましたよね、健康診断の

業務委託なんですけれども、一応確認なんですけ

れども、その債務負担行為にしなければならない

理由をお伺いしたいと思います。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○髙野学校教育課長補佐 やはりこの業務は、年度

が明けてすぐ健康診断の業務に移らなければなら

ないということで、前年のうちに業者を決めたい

ということで債務負担行為を設定しているもので

ございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 こういうのって特殊だと思うんですけ

れども、業者というんですか、病院とか、ちょっ

と聞きたいんですけれども。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○髙野学校教育課長補佐 保健衛生事業団という事

業団になります。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 会社とかで言うと、バスで来るような、

宇都宮市とかから来る、そういった解釈でいいで

すか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○髙野学校教育課長補佐 そのとおりでございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 分かりました。 

  学校医みたいな先生が聴診器とか当てる業務と

はまた別ですか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○髙野学校教育課長補佐 またそれは、学校がやる

健康診断もありますが、これはまた別で、その事

業団がやるものになっております。 

○齊藤委員 分かりました。ありがとうございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  中村委員。 

○中村委員 今の関連なんですが、そうしますと、

児童生徒の診断の種類をちょっと教えてください。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○髙野学校教育課長補佐 健康診断の内容というこ

とでよろしいですか。 

  そうしますと、基本的な、身長、体重、血圧、

尿検査と、それとあとは視力と聴力の検査、あと

は心電図、血液検査と、あと医師による問診にな

ります。 

  申し訳ありません。今、教職員のほうを見てし

まって、ちょっと訂正します。 

  心臓健診と血液検査、あとは腎臓健診、あとは

小児生活予防健診という、この４項目になります。 

○佐藤委員長 中村委員。 
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○中村委員 分かりました。 

  そんな中でこの間、新聞紙上をにぎわした大田

原市でどうのこうのという事案が発生しましたね。

それもこういう中で発生した事案なんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○大藏学校教育課長 私は新聞報道等でしか伺って

はおりませんが、委員のおっしゃるとおり、この

小児生活予防健診、この中での肥満とかというこ

とだったというふうには伺っております。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと小児科の予防健診は地元

のお医者さんを那須塩原市も使って、また別な角

度で健診はされるということではなくて、もう一

括で頼んでしまうんで、そういうものではないと

いう解釈でよろしいですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○大藏学校教育課長 こちら子供たちの行う健康診

断については、これ学校医を基本とした、いわゆ

る医師会から推薦があった方に委嘱してお願いし

ている形になります。 

○中村委員 はい、分かりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 そうすると、教職員と児童生徒は、こ

れ別か、そうしたら。俺、それさっき確認したか

った。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○髙野学校教育課長補佐 そうですね、内容はちょ

っとまた分かれておりまして、そうですね、子供、

児童生徒の場合は、その学校で診るものもまた別

にありますので、そのときは耳鼻科とか眼科とか

歯科とか衛生事業団では診ていない。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 ごめんなさい、理解していない。

1,900万の中に、今言った医師が学校へ来てやる

ものと、その何だ、健康何とか団がやるのが全て

合算してここに入っているんですか。児童生徒だ

け。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○髙野学校教育課長補佐 別になります。これはあ

くまでも衛生事業団がやる委託事業になりますの

で。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 じゃ、さっきの多分課長が言っていた

事件というものは、多分ここじゃない。だけれど

も、さっき一緒だと中村さんに言っちゃったんで、

違います。この委託で起きた事件じゃないですか。

別な学校医…… 

〔「学校医は別でやるという話   」と

言う人あり〕 

○齊藤委員 やるという話。 

○佐藤委員長 副参事。 

○金子学校教育課副参事 学校医にお願いしてやる

検診が内科検診、それから眼科検診、それから耳

鼻科検診、歯科検診の４つとなります。多分、中

村委員のおっしゃった部分は、こちらの内科検診

の話。 

〔「この残高の1,900万のそれが全部そう

なんでしょう」と言う人あり〕 

〔「それは別です」と言う人あり〕 

〔「別なんですか」と言う人あり〕 

〔「これは血液検査とかそういった別ので

すね」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 すみません、続けてその債務負担行為

でこの1,900万という、いわゆる積算根拠なんで

すが、これは学校数、それとも生徒数で。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○髙野学校教育課長補佐 これは１人当たりの単価

で計算されている人数でして、最終的には実績に
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応じて変更契約を結ぶので、本当に実数に基づい

てお支払いする予定となっております。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 そうすると、一応この1,900万という

のは全児童生徒ということで、現実に受けられな

い生徒さんもいるので、そのときには補正  で

すけれども減額という形で支払うという形でよろ

しいですか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○髙野学校教育課長補佐 委員のおっしゃるとおり、

変更契約をして、その金額に見合った金額で減額

をして、あとは増やしてお支払いする予定となっ

ています。 

○佐藤委員長 ほかに質疑ありませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、教育相談費の学びの多様

化のところなんですけれども、一応この先の流れ

であすなろの場所をこれに変えていくということ

なんですが、そのタイミング、時間的なスケジュ

ールで、多分あすなろをやりながらこの工事に入

っていくと思うんですけれども、その辺はどうな

っているのかも含めて詳細を聞きたいと思います。 

○佐藤委員長 課長。 

○大藏学校教育課長 まず、あすなろの、現あすな

ろを使っている生徒さんの対応についてなんです

が、この後、来年度このお子さんたちは、同じよ

うなハートフルスペースふれあいをつくる可能性

がありますので、こちらとの要は合流した活動を

入れていきます。あすなろの子たちがふれあいの

ほうに行って、一緒に交流活動をしてやっぱり慣

らすというか。そうすると、このあすなろの教室

は、その平日空いたときに実はこの学びの多様化

を希望しているお子さんの体験入室というような

形であすなろの雰囲気だとか、建物の雰囲気を味

わっていただくだとか、あとは模擬授業というこ

とで進めていきます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 今の課長の説明だと、３月末までにそ

ういったものを取り入れてやっていくという形で

よろしいですか。 

○大藏学校教育課長 はい。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 この予算には載っていないんですけれ

ども、これに伴って懸念される事項、その行き方

の交通の便も含めたときに、この３月までに来年

度これを始めるのに当たってふれあいに行く手段

がどうしても確保できない人たちのために、もし

何か提案があった場合には、また補正を組んで良

好な関係で成り立つようなところまで考えている

のかをちょっと聞きたいんですけれども。 

○佐藤委員長 課長。 

○大藏学校教育課長 あくまでも現段階ということ

で…… 

〔「大丈夫です」と言う人あり〕 

○大藏学校教育課長 お話ししますが、一応あすな

ろお子さんがふれあいに、もし移るとなったとき

には、まず１つは自分の力で、保護者送迎でとい

うことがあるんですが、この後、個別面談を希望

するお子さんたちもやっていく中で、送迎が必要

になった場合には、例えば今まであすなろに来ら

れていたので、あすなろに来ていただいて、あす

なろからうちの公用車を使ってふれあいまで送迎

するというのを今検討している段階です。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 はい、分かりました。じゃ、よろしく

お願いします。一応検討になるみたいです。 

  じゃ、今度実務なんですが、Ｗｉ－Ｆｉ環境設

定するんですが、今回の学びだけになるんですけ

れども、そういった例えばメタバースてきなシミ

ュレーションも取り入れたそういったものに対応
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するぐらいのちゃんとしたしっかりしたＷｉ－Ｆ

ｉの環境を整えるつもりなのかどうかをお聞きし

たい。 

○佐藤委員長 係長。 

○植木学校指導係長 現時点で分教室プリズムのＷ

ｉ－Ｆｉのアクセスポイント増強については、学

びのほうを中心としたタブレットを活用するとい

うのがございますので、通常の学校のレベルと同

等のものということなので、特別にちょっと環境

を強化するということはない状況です。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 通信的な障害をちゃんと担保できるの

か心配なんですけれども、その場で僕、何となく

やるイメージがあったんですけれども、そこに集

まって、ただする環境でのＷｉ－Ｆｉの授業を見

るとなると、当時コロナ禍で休んだ子が学校の授

業の先生を背中側から見ていたというイメージが

あるんですけれども、そのためだけになっちゃう

んですか、このＷｉ－Ｆｉの環境整備というのは。 

○佐藤委員長 係長。 

○植木学校指導係長 授業でＩＣＴを十分活用でき

るよう環境整備することを考えており、従来の学

校と同様となるよう事業者と協議しながら工事を

進めていく予定です。ただ、特別最高級とかそう

いうのはないですけれども、十分対応できるよう

なレベルの状況を考えております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 デジタル教科書系のパソコンに入れな

ければならないものとかというのは、これは大丈

夫ですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○植木学校指導係長 デジタル教科書については、

指導主事の先生方や事業者と打合せしながら進め

ております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 教科的にはどの辺の教科を、例えば特

別教科、美術とか、技術とかは不可能に近いかと

思うんですが、あくまでもどういったものを学び

たい人たちが来るために想定しているのか。 

○佐藤委員長 課長。 

○大藏学校教育課長 これ学びの多様化学校に入っ

てくるお子さんがどの授業を学ぶかということで。 

〔「自分で例えば高校とか、進学をしたい

という答弁を教育長がされていたので、

一般質問で、はい」と言う人あり〕 

○大藏学校教育課長 こちらにつきましてはあくま

でも今まで、これまで三島中学校に通っている通

常の生徒さん、同じ全教科を学ぶことを想定して

います。 

  よって、技術とか音楽とか、こちらも学ぶ教科

ということで学ぶことになっています。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 何かイメージが湧かないんですけれど

も、音楽とか技術というのは何かリアルさがない

と、ネット環境だけでどうやるのかなと思ったん

ですけれども。 

○佐藤委員長 副参事。 

○金子学校教育課副参事 それでは、特別の教育課

程を編成するということで、通常ですと大体年間

中学生だと1,015時間ぐらいの授業を行うことに

なっているんですが、学びの多様化学校について

は、１年生については825時間で、２、３年生に

ついては840時間の授業を実施することを今、文

科省のほうに申請中です。 

  じゃ、現時点分はどうなっているんだというこ

とになりますと、それぞれ各教科によって年間の

時間を例えば140時間のものを70時間で半分に実

施するとか、そういった形で各教科によって今、

文科とやり取りをしているところです。 

  その中でやっぱりどうしても学習の遅れなんか
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が起きているお子さんがたくさんいらっしゃると

思いますので、教科を新設して補充学習じゃない

ですけれども、その子に応じた学習を進められる

ような時間というものを含めて、また総合的な学

習の時間があると思うんですけれども、そこにつ

きましてはメープルとか、あとはほかの例えばホ

ースセラピーなんかも使いながら、ちょっと体験

的なそういったことを入れながら計画を今策定し

ているところです。それを全て含めて840と825と

している状況ですね。 

  この授業については全てオンラインでやるとい

うことではなくて、実質的に先生によって先生が

直接授業をするということで考えています。その

中でＩＣＴを使うときにタブレットを使います。

動画を視聴しますなんていうことが出てくると思

いますので、その際に使うＩＣＴの環境を今あす

なろのほうで求めているということになります。 

〔「分かりました」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  副委員長。 

○林副委員長 じゃ、関連してその他で聞こうと思

ったんですけれども、関連して聞いてしまうんで

すが、学びの多様化学校のそもそもの対象者は前

回の教育長の答弁にもあったように、不登校児の

方が進学をしたいと思っている方が、ほぼ皆さん、

進学したいと思っていらっしゃるということを考

えているとおっしゃっていたんで、全ての皆さん

が対象なのか、それとも進学をしたいと思ってい

る、深く学びたいと思っている子が対象なのかお

伺いいたします。 

○佐藤委員長 課長。 

○大藏学校教育課長 進学をしたいという方は一部

であって、対象は全てなんですが、この全てにち

ょっと条件がありまして、もちろん不登校児童生

徒であるということがまず１つと、あとは不登校

傾向相談室とか適応指導教室とか、こういったも

のを利用している生徒さんが対象となります。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 その中でもさらに学びたいけれども、

学べない何らかの理由があった方が、学ぼうとい

う意欲のある方が利用する    。 

○佐藤委員長 課長。 

○大藏学校教育課長 委員のおっしゃるとおりで、

そうなります。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見はご

ざいますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第60号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は原案のとおり可決すべきもの

とおり可決すべきものとすることに異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第60号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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○佐藤委員長 続きまして、予算常任委員会（第二

分科会）を決算審査特別委員会（第二分科会）に

切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 認定第１号 令和６年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  なお、説明に当たっては金額に大きく変更があ

った項目や地域事業を中心に説明してください。

よろしくお願いします。 

  課長。 

○大藏学校教育課長 （認定第１号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  林副委員長。 

○林副委員長 今説明いただきました一般会計歳入

歳出決算一覧表の中で７番、10番の切れ目ない支

援体制整備充実事業補助金の歳出充当先が市政報

告書の273ページとの説明がありましたが、こち

らさっき総務課のを聞かせていただいたんですが、

生活補助支援員というのがあるじゃないですか。

その説明をお願いします。 

○佐藤委員長 課長。 

○大藏学校教育課長 生活支援員は、市の採用、市

採用として採用しておりますが、主な業務といた

しましては、学級等に入りまして児童生徒の補助

に当たっております。具体的に言いますと、例え

ば学級対応先生が授業を進めているときに、例え

ば教科書を開くのが遅くなっているとか、今どこ

をやっているか分からないといったお子さんに、

今ここだよとか、この辺やっているよなんていう

支援を行うもので、勉強等、計算とか漢字とかを

直接教えるんではなく、あくまでも支援的な立場

で。時には泣いているお子さんをなだめたりと、

そういった役割をしております。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 じゃ、対象者はどなたにという加配

の１人ではなくて、クラスの中にいる補助という

生活の全般を見るという感じの解釈でよろしいで

すか。 

○佐藤委員長 課長。 

○大藏学校教育課長 はい、委員のおっしゃるとお

りでございます。 

〔「はい、了解しました。続いて伺います」

と言う人あり〕 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 284ページ、学校指導総務費、40事

業で、発達支援ウェブ相談の積算根拠について教

えてください。 

〔「申し訳ありません、何ページになりま

すか」と言う人あり〕 

○林副委員長 284ページ、学校指導総務費、40事

業、学校教育課の中の下から１、２、３番目の委

託料、その他委託料の下にある発達支援ウェブ相

談12万2,100円の積算根拠、実績、何件を、何人

だったのかな、実績。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○髙野学校教育課長補佐 令和６年度の実績は37回

で受けています。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 この37回は同じ人だったのか、ばら

ばらなのかというのが分かれば。 

○佐藤委員長 副参事。 
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○金子学校教育課副参事 同じ人というのは、その

相談を受ける側、それともする側。 

〔「相談する対象となる」と言う人あり〕 

○金子学校教育課副参事 発達支援ウェブ相談につ

いては、国際医療福祉大学病院のほうで実際に支

援を得ているお子さんが対象になってくるんです

ね。そのお子さんについて学校でどういうふうに

支援をしたらいいかということについて、ウェブ

上で担当の先生と向こうでその支援をされている

作業療法士さんだったりとかという方と対応させ

ていただいているという形になります。 

  それについては、保護者の了解を得た上で必要

に応じて実施するということなので、すみません、

37回のうち、何名が２回目なのか３回目なのかち

ょっと分かりませんが、多くても年間でとか、２

回までぐらいで、ほとんどは１回でその支援に基

づいてその学校で支援されている場合が多いかな

と思います。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 じゃ、効果としては、その医療に適

切に受診しながら、学校の環境調整の指導という

かアドバイスをいただきながら実施されていると

いう形ですか。 

○佐藤委員長 副参事。 

○金子学校教育課副参事 副委員長のおっしゃると

おりです。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 続いて、その下のところ、スクール

カウンセリング、こちらの実績を教えてください

と、どなたがしているのか。 

〔「時間かかりそうだったら後にしましょ

うか」と言う人あり〕 

○大藏学校教育課長 調べてからお答えします。 

○林副委員長 じゃ、また続いて別な項目を伺いま

す。 

  287ページ、教育相談費、100事業の中でも同じ

ようにスクールカウンセリングとして項目が別に

あるので、こちらも併せてなぜ違う項目であるの

かなというところも思ったので、対象者というか、

どんな人なのかなというのを分かれば教えてくだ

さい。後でもいいです。 

  続いて、伺います。 

  288ページ、宿泊体験館管理運営費、10120事業

の中で、利用者食事用賄い材料のこちらの内容に

ついて教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○印東児童生徒係長 こちらにつきましてはメープ

ルを利用する児童生徒の昼食と、あと宿泊のとき

の夕食、朝食などを提供するものの材料費になっ

てございます。こちらについてはメープルの職員

ですとか、あとは同伴するその指導者なんかも一

緒に食事を、その児童生徒と一緒に食事を取る関

係で、そちらの部分について含まれているという

ような額になっております。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 ありがとうございます。 

  先ほど歳入の別ページで確認させていただいた

んですが、こちらは国の補助を受けての材料とい

う理解でよろしいんですか。そこに載っていなか

ったでしたか。これは市の財源なんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○印東児童生徒係長 市の財源でございます。 

○林副委員長 市の財源、ありがとうございます。

私の勘違い。 

  じゃ、続いて伺います。 

  その下にあるボランティア活動保険について伺

います。 

○佐藤委員長 係長。 

○印東児童生徒係長 こちらにつきましてはメープ

ルの活動、宿泊体験ですとかの関係でボランティ
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アで参加してくださる方などの参加する中でけが

とかされた場合の活動保険になってございます。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 ごめんなさい、ちょっと理解不足で。

そのメープルの活動にボランティアして参加する

方がいらっしゃるというところですかね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○林副委員長 じゃ、そういった方はどういった経

緯からボランティアにつながっていくか教えてく

ださい。 

○佐藤委員長 係長。 

○印東児童生徒係長 今までのハートフルスペース

に関わっていらした先生方ですとか、ボランティ

アとして登録してくださっていたり、あとは宿泊

体験なんかでは国際医療福祉大学の生徒さんなん

かがボランティアとして大体年１回ぐらいですか

ね、参加するときがあるので、そのときの活動保

険に入って参加していただくという形になってお

ります。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 はい、理解しました。 

  最後になります。298ページ、小学校スポーツ

活動支援費、70事業、補助金スポーツ等振興事業、

16校の内容について教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○植木学校指導係長 スポーツ振興事業につきまし

ては、陸上等の大会ですね、そちらについての借

り上げバス送迎ですね。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 16校ある中でスポーツの内容が陸上

というところでいいですか。市の陸上競技会に行

く前の夏休み後に練習している陸上に限るという。 

○佐藤委員長 植木係長。 

○植木学校指導係長 スポーツ等となってございま

すので、定期演奏会で合唱ですとか、そういった

ものも含めたものになります。スポーツですと小

学校ですと、やはり大きな大会なんかもございま

すけれども、それ以外でも文化会館なりでやるよ

うな合唱コンクールとか、そういったものの送迎    

です。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 あくまで送迎に関する補助という理

解でよろしいですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○植木学校指導係長 送迎に関するものです。 

○林副委員長 理解しました。 

  以上で終了です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 287じゃない、290ページ、ちょっと待

って、違うぞ。失礼いたしました。あった、284

でした。 

  下段なんですが、水泳の授業とプールの見直し

をして、民間に事務所を借りているんですけれど

も、全体よりも多少金額が昨年度よりも決算上が

っている理由についてお伺いしたいと思います。 

○佐藤委員長 係長。 

○植木学校指導係長 民間のプール、２か所市内に

ございます。その中で、やはり昨今の人件費です

とか、あと温度を一定に保つというので燃料の高

騰、そういったものについての増額になってござ

います。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 年間で、多分２回だけになっちゃった

んですよね。それで時間が２時間ワンセットで、

最初の１時間だけしかインストラクターがついて

いないという実情みたいなんです。全員が覚えら

れるまでの時間が確保できない中、あとは周りの

先生でプール水泳が教えられる人と、我々みたい

な見守りでプールの側に立つ人たちがいるんです



－177－ 

けれども、そのインストラクターが値段が上がっ

ちゃったということですか。それとも、ボイラー

とか使用料をまとめて上げられちゃったとか、そ

の辺をちょっと。 

○佐藤委員長 係長。 

○植木学校指導係長 一番大きいところはやはり人

件費、インストラクターの方の人件費が大きい。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 そうすると、なおのこと２時間使えな

くなっちゃったという解釈になりますよね。１人

の時間が上がったということですよね、時間は別

として。 

○佐藤委員長 係長。 

○植木学校指導係長 おっしゃるとおりです。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 じゃ、バスのほうも、これ200万ぐら

い上がっちゃっているんですけれども、これもう

普通に燃料費ですか、昨年度より。 

○佐藤委員長 係長。 

○植木学校指導係長 バスのほうにつきましては、

ドライバーの分ということもあるんですが、やは

り燃料の高騰というのが大きな要因です。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 分かりました。そうすると、かつての

プールを維持管理していくより、結構この金額が

上がってきて、4,000万ぐらいまで上がってきて

いる、毎年通常の経費になるんですが、今のとこ

ろまだ全校でプールを維持管理しているよりは全

然経費は浮いているということを確認させていた

だきたい。 

○佐藤委員長 係長。 

○植木学校指導係長 このところの導入に当たりま

しては、やはり全学校プールの老朽化というのが

一番大きく、現状に水を張って授業をすればいい

となりますと、路面のコーティングしますので、

けがをしやすくなるというのを考えますと、やは

りプールを改修しながら維持しなきゃならない。

それに伴うコストを考えますと、やはり安全な環

境の中で時間も十分、気温も左右されずにできる

ということで現状の形というのがベストと考えて

実施しています。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、経費としては浮いている

というような、そこを言っていただければ。 

○佐藤委員長 係長。 

○植木学校指導係長 経費としては浮いてございま

す。 

〔「分かりました」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 さっきの教職員の健康診断のメンタル

相談みたいなのがあるんですけれども、これは全

員ちゃんと受けているんですか。比較的金額が安

いんですけれども、全員受けているんじゃなくて、

受けたい人が受けているだけなのか、そこちょっ

と確認します。 

○佐藤委員長 副参事。 

○金子学校教育課副参事 相談については、メンタ

ルのペーパーのそのメンタルチェックをしまして、

それで要注意というか、高ストレスの人に対して

はこの相談の案内をそれぞれ個別に出してござい

ます。その案内を受けた教職員の中から希望があ

った先生を、こちらでお送りしているという形に

なります。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 10款の298ページの小学校でいくと２

項２目小学校教職員ストレスチェックでしたね、

それを聞きたかったということで聞かせていただ

きました。 

  じゃ、それの件なんですけれども、例えばスト
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レスの聞き方が抽象的であった場合、原因は不特

定でありながら、これ逆に言うと生徒児童で言う

と不登校になる原因で学校の内部であったりとか

ということが、例えば先生は一生懸命やっている

のに、うちらみたいな保護者からの圧力だったり、

そういったことが原因でストレスを受けてしまっ

たとかというのもこの辺からは発見できるように

なっているんですか。ちょっと具体的で申し訳な

いんですけれども、そういうのも量れるのかな。

最近眠れないとか、抽象的なあれなのか。 

○佐藤委員長 課長。 

○大藏学校教育課長 おおむね抽象的な内容で、仕

事の悩みとか量とか質とか人間関係とかというよ

うな聞き方のちょっと項目になっていますので、

先ほど言った高ストレスというふうになった場合

には自分から申し出て、専門医に受けるんですが、

そこでは多分吐き出されるんではないかと思いま

す。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 要は今、先生方がすごく大変なのを結

構耳にしている中の一つに、やっぱり保護者の圧

力がすごいと聞いているんですね。それを分かっ

ていないと教職員も不足しているのに、これをた

だやっているだけみたいになっちゃうとすごくも

ったいないなと思ったんで、基本的に最終、もう

一回確認したいんですけれども、このチェック事

態は全員にやらせているのかだけ確認させてくだ

さい、小中含めて。 

○佐藤委員長 課長。 

○大藏学校教育課長 委員おっしゃるとおり、全員

で実施しております。 

〔「はい、分かりました」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 １件です。すみません、304ページの

中学校教育推進費という中の委託料、学級満足度

アンケート等関連検査実施、この委託先とこの検

査の内容を伺います。どのような検査を。 

○佐藤委員長 課長。 

○大藏学校教育課長 これは先ほどの言葉でＷＥＢ

ＱＵという言い方をしたものなんですが、委託先

はＮＴＴの関連会社になるということで、内容的

には子供たちにいろいろ質問項目がございまして、

例えば１つ例を挙げますと、担任の先生に何でも

相談できますかとか、学級の雰囲気についてとか

いろんな質問項目の中で子供たちが学級の中での

要は満足度とか意外感とか、それを測れるものに

なってきまして、この子ちょっとメンタル的に学

級的の中で疎外感があるなとか、承認されていな

いなとか、そういうのが出て反応されるもの、そ

れを見て担任としてはこの学級をどのように経営

していくかという一つの指標になるものにありま

す。 

○星野委員 そうしますと、報奨金の中で学級満足

度アンケート活用研修会講師謝礼というのは、Ｎ

ＴＴの方への分になる。 

○佐藤委員長 課長。 

○大藏学校教育課長 すみません、そちらはまた別

でございまして、このＱＵのほうを開発推進して

いる方、主に大学の先生になるんですが、こちら

の方をお招きして、実際に昨年度は各学校に行っ

て、授業を見ていただいたり、先生方に研修をし

たりということを昨年度は行っています。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 じゃ、最後にそのアンケートを今行っ

た中で、決算で450万という金額なんですけれど

も、こういう検査を行っていって、クラスがとい

うか、いろんなそういうふうなよくなっていると

いう認識でよろしいですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○大藏学校教育課長 このアンケートは年２回実施
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しておりまして、前半、夏休み前に１回取りまし

て、その様子を各校で分析をして、後期に向けて

それがよくなるように改善図るように学級担任を

含めて、学年も含めて学校全体で分析をして、学

校全体で支援を取り組んでいる状況なものです。

ですので、よくなるように努力しています。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  松野委員。 

○松野委員 分からないので教えていただきたいん

ですけれども、299ページの２項に小学校教育振

興費ですね、小学校遠距離通学支援費ということ

で今対象児童が９名いらっしゃるということなん

ですが、この遠距離通学の定義というか、どのぐ

らい距離を取る子が対象になるのかというのを教

えてほしいです。 

○佐藤委員長 係長。 

○植木学校指導係長 小学校につきましては４㎞、

中学校につきましては６㎞以上のお子様が遠距離

というふうに定義しております。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 そうしますと、遠距離通学費の通学費

なんですが、これいわゆる保護者が送迎するとき

のガソリン代が主な通学費の内訳なんでしょうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○植木学校指導係長 委員おっしゃるとおりです。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  学校教育課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 零時４３分 

 

再開 午後 １時５０分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

  では学校教育課のほうの…… 

  教育部長。 

○田代教育部長 先ほど、学校教育課の決算の中で

回答できなかった点につきまして回答させていた

だきます。 

  まず、284ページの学校指導総務費の中のスク

ールカウンセリング126万3,950円でございますが、

こちらはカウンセリングでも発達のＷＩＳＣ検査

という発達検査をするための予算ということで、
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それの検査をする、カウンセラーの人が検査をし

て、その後の説明をするということで223名の相

談を受けた、検査をしたということでございます。 

  一方で、287ページの教育相談費の中のスクー

ルカウンセリングは、児童生徒サポートセンター

が所管しています、いわゆる普通のスクールカウ

ンセリングということで439件、延べ439人の方が

こちらを利用したということになっております。 

  以上でございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生涯学習課の審査 

○佐藤委員長 ただいまから生涯学習課の審査に入

ります。 

  担当課の皆様、お疲れさまです。 

  生涯学習課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６０号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 それでは、議案第60号 令和７年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

します。 

  執行部は議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○伊藤生涯学習課長 （議案第60号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、各公民館の水光熱費の話

です。２、４、６、８公民館。 

〔「８施設です」と言う人あり〕 

○齊藤委員 ８施設なんですが、公民館は17あるん

ですけれども、この８施設だけで大丈夫だったん

ですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 ８施設については、全部精算

分としまして取りあえず９月補正をしないと間に

合わないというふうなところの補正予算でござい

ます。現在、また各公民館ですね、施設のほう、

電気料金の補正があるかどうかを確認をしており

まして、必要があれば12月においても、残った施

設においても12月補正で補正予算をかけるという

ようなことも考えております。 

〔「分かりました」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 要は急いでお金が足りないということ

ですね、緊急事態。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 そのとおりでございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 どう見ても稼働率が上がっているので、

どこも多分補正かかりますよ。未来の話になっち

ゃいますが。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 実際にどれぐらいかかるか、

光熱費なので、例えば水道代とかというふうなも

のとかを含めての最終的な調整になりますので、

そこはまた公民館のほうで調整のほうをかけて、

おっしゃるように足りないというようなことであ

れば12月補正をということになります。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 公民館に屋根貸しをしている太陽光パ

ネルは、自家消費分の公民館はなかったでしたっ

け。 

○佐藤委員長 課長。 
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○伊藤生涯学習課長 屋根貸し分については、担当

課が設置したものですので、売電になっておりま

す。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 じゃ、全然課が違うんで関係ないと思

うんですけれども、その売電の効果と自家消費で

電気代減らしたほうがいいのかという話みたいな

のはやっていったほうがいいのかなと思ったんで

す。例えば、自家消費にしておけば電気代がここ

までかかんなかったんじゃないかというのがあっ

たんです、そういう効果検証みたいなのは時間が

あったらする予定はございませんか。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 すみません、先ほどの発言。

一部公民館については、環境課で入れた、要はネ

イチャーポジティブ課で入れた太陽光パネルのほ

かに新たに今度はパネルを設置して、蓄電池を設

置してというふうな部分でやっている公民館もご

ざいます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 それ３つぐらいこの間やっていますね。 

〔「そうですね」と言う人あり〕 

○齊藤委員 だから、それが出てくると効果が分か

るんで、それの検証は後にしていかんと、これか

かるだけかかっちゃうんで思ったんですけれども。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 どのぐらい売電されているか

というのも含めて、今は売電のほうはカーボンニ

ュートラル課のほうでありますので、その相談を

しならがら、後は先ほどのほかの３施設について

は検討していきたいと思います。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 ついでといったらあれなんですけれど

も、さっきほら伐採のあれがあったけれども、い

つも私は言っているんだけれども、きれいな伐採

をお願いしたいんですね。あちこち伐採している

のはあまりひどい伐採で、私のところへ業者から

電話があったんですよ。やっぱりせっかく那須塩

原市の環境とか、何、景観とかそういうのもある

し、きれいな伐採をよろしくお願いいたします。

ついでで。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 ちょっと子供たちが走り回る

ところに影響も出てきますんで、そういったもの

も含めて皆さんが見ていて魅力ある伐採にしたい

と思います。 

〔「よろしくお願いします」と言う人あ

り〕 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終結

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第60号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は原案のとおり可決すべきもの
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とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第60号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  続きまして、予算常任委員会（第二分科会）を

決算審査特別委員会（第二分科会）に切り替え審

査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 認定第１号 令和６年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や、新規事業を中心に説明ください。 

  課長。 

○伊藤生涯学習課長 （認定第１号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  林副委員長。 

○林副委員長 332ページ、文化振興費、10事業、

補助金、この内容なんですが、それぞれこちら団

体によって分けている補助金の内容が違うんです

が、どのような形でこういった内容になるのか教

えてください。内訳ですかね、団体ごとに出す補

助金の率が違うというか、申請なのか。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 係長のほうから説明させてい

ただきます。 

○戸井田文化振興係長 文化振興費の補助金につい

て御説明申し上げます。 

  文化協会、那須野の大地・子ども郷土芸能とい

った内容でよろしいでしょうか。 

○林副委員長 はい。その子細が聞きたいんですね。 

○戸井田文化振興係長 こちら文化協会、那須野の

大地・子ども郷土芸能発表会運営費につきまして

は、それぞれ個別の補助金要綱がありまして、そ

の要綱に従って金額を予算の範囲内で定めており

ます。 

  それ以下の場合なんですが、郷土芸能を保存す

る補助金で支出しているものとして、昨年度は５

団体に申請交付させていただきました。こちらは

同じ補助金の要綱に基づいて支出しております。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 こちらは一律皆さんに、こういった

補助金ありますから申請しますかというふうに声

をかけ、手挙げ式で補助金の申請をしたものが受

けるということでいいですね。 

○佐藤委員長 戸井田係長。 

○戸井田文化振興係長 そうですね。交付申請をお

願いして出していただいているんですが、郷土芸

能に関する補助金につきましては、一応内申とい

う形で文書に御案内を差し上げております。 

○林副委員長 続いて伺います。 

  その隣のページ、333ページ、文化財保護費、

20事業の、こちらも同じように補助金の一律に、

こちらは３万円ずつ出ているかと思うんですが、

こちらもどのように補助金の規定があるのか教え

てください。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 補助金21万の内訳は、３万円

というのは補助要綱で決まっている金額、ちょっ

と確認してすぐお答えいたします。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 続いて伺います。 

  これらの後世に残していく事業かなと、保存す
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るために必要で補助金充てられているのかなとい

うことだと思うんですが、３万円では足りている

のか、足りていないのかと聞き方が正しいのか分

からないんですが、これらで保存している団体は

皆様からの御意見はないのかを伺います。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 幾つかの団体からの、やはり

これではというようなところも話がありますので、

市以外の補助金について、県のとか、あとは国で

やっている補助金とかというふうなものも探して

御紹介をしているというのが現状でございます。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 じゃ、御案内を差し上げていますが、

市以外の補助金の申請はそれぞれの団体にお任せ

をしているという意味になりますでしょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 そのとおりでございます。 

○林副委員長 分かりました。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 それと３万円が一律上限なの

かというようなことに関して、今、係長のほうか

ら答弁させますので。 

○佐藤委員長 係長。 

○戸井田文化振興係長 申し訳ありません、こちら

の補助金なんですが、市指定の無形文化財の継承

のために団体に交付しております。補助金の名称

は那須塩原市文化財保存事業費補助金というもの

でして、さっき議員がおっしゃったとおり、保存

すべきものとして補助金を交付しております。 

  古文書等幾つかメニューかあるんですが、その

うちの一つ、文化財保護・保存団体育成事業とい

うことで、この意味においては各団体３万円とい

う予算で交付しているものです。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 続いて伺います。 

  ちょっと私が聞き漏らしていたらすみません。

334ページの日本遺産魅力発信推進事業費、30事

業の中で、もうちょっと詳しく教えてください。

何かをすると言っていたと思うんですけれども、

聞き漏らしですね。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 それでは、改めて説明させて

いただきます。 

  まず、内諾前の補助金を、那須野が原開拓日本

遺産活用推進協議会に交付をしております。この

協議会というのは、御承知のように、本市、大田

原、矢板、那須で構成している協議会でございま

す。Ｒ６年度で実際に行った事業について再度説

明させていただきます。 

  まず、那須野が原デジタルスタンプラリーとい

うふうなものを開催しております。これはスマホ

のアプリを利用したスタンプラリーでございます。 

  ２つ目、パンフレットを当初作ったんですけれ

ども、それがなくなってしまったので、その増刷、

５万部を増刷しております。 

  続きまして、那須野が原演劇をこの協議会で行

おうというようなことで、脚本を制作しておりま

す。その費用でございます。 

  続きまして、フォト＆カードラリーというふう

な事業を展開しております。これは構成する文化

財を巡って、例えば青木家であれば青木家の写真

を撮って、その写真を博物館等に提示させて、文

化財カードというふうなものを配布するものでご

ざいます。こちらのカードで行っております。 

  続きまして、もう一つが御朱印事業というふう

なものを行っております。こちら内容的には日本

観光振興協会というふうなところで、こちらは日

本遺産のオフィシャルパートナーシップ企業なん

ですけれども、日本での日本遺産体感する旅行と

いうのをこちら全国展開をしております。そのき
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っかけとして、当御朱印を押す場所、博物館、青

木邸ですね。あと大田原の民俗資料館、矢板武記

念館、那須歴史探訪館のほうに行けば御朱印があ

りますので、それを押して回るというふうな事業

を行っております。 

  こちら協議会で行っているというのはこの５つ

の事業でございます。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 この700万という額は、ほかの市町

と一緒にやるに当たって、割り当てられた、決ま

ったお金なのか伺います。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 じゃ、係長のほうからちょっ

と。 

○佐藤委員長 係長。 

○戸井田文化振興係長 まず協議会の負担金という

形で那須塩原市から700万円一括で支出しており

ます。歳入のほうで補完をしますけれども、案分

して負担金というお話ししておりまして、那須野

が原開拓日本遺産活用推進協議会負担金というこ

とで、お手元の歳入の資料にも記載しているんで

すが、合計で44万3,000円、３市町から頂戴して

おります。 

○林副委員長 了解しました。 

  続いて伺います。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 342ページ、青少年センター運営費

で、こちらの減額した理由について伺います。巡

回指導の人がいたということだったんですけれど

も。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○伊藤生涯学習課長補佐 こちらのほうの事業とし

まして、少年指導員さんのほうですね。こちらに

市内の見守り活動といいますか、そういうところ

をやっていただいているんですが、令和５年度の

人数に比べまして、指導員の数が人数が減ってし

まったというところがあります。 

  そういったところから踏まえまして、１回当た

り幾らということで報酬をお支払いするんですが、

活動の回数そのものがちょっと減ってしまったと

いうことで、こちらのほうも下がったという形に

なります。 

  以上です。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 その指導員の数が減ったというとこ

ろで、見守りや指導に対しての効果という、そこ

には影響がないのか伺います。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○伊藤生涯学習課長補佐 そうですね。人数という

ことで申し上げますと、令和５年度が107人、令

和６年が101人ということで、減ってはいるんで

すが、活動そのものとしては、会として、指導員

会として大変、市内各地回っていただいています

ので、そういったところの影響はないものという

ふうに考えております。 

○林副委員長 じゃ、最後になります。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 342ページから続く343にかけての青

少年健全育成費、20事業の子ども会育成会連絡協

議会の補助金の効果について伺います。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○伊藤生涯学習課長補佐 こちらは補助金というこ

となんですが、まず大きい補助金ということで交

付させていただきまして、そこからさらに各子ど

も会、単位のほうに、いろいろな事業の支援とい

う形で、例えばお金をまたさらに出したりとか、

あるいはその育成会全体で、例えばなすしおばら

博でやる子どもフェスタ等で事業を展開していた

だいておりますので、効果としては十分にあるの

かなというふうに思っております。 
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○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 続いて、そのなすしお博に充てたと

いうところは一部理解したところではあるんです

が、現状、子ども会育成会の市内の状況について、

細かくどこに幾ら割り当てたというのは分からな

いかと思うんですが、何か課題などをお伺いした

いんですが。活動状況などが分かっていると思う

んですが。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○伊藤生涯学習課長補佐 一度、各子ども会さんの

ほうから、そういった市のほうに活動ということ

で、会ではどういった活動をしますという形での

情報も入っております。なかなか伝え聞いている

中では、子ども会単位で、例えば人が少なくなっ

ているとか、活動するにはどうしても先送りにな

ってしまうんじゃないかというおそれとかという

話は聞いております。そういうことも、これらの

こういった活動支援を通して、補塡ができていけ

ばいいのかなというふうに思っております。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 この補助金の効果としては、一定の

成果を得られているというような回答だったかと

思うんですが、その辺の課題解決に対しての何ら

かのサポートは今後考えていくのか。今後という

と未来の話になっちゃうから、現状では何か団体

を育成するための何か策はあったのかを伺います。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 まず、子ども会育成会自体が

昔は各自治会１つぐらいあったんだと思うんです

けれども、それも急速になくなってしまって、私

の時代の頃に比べれば、びっくりするほど子ども

会育成会が少なくなっちゃう、これは少子化の影

響だと思うんですけれども。 

  そうしますと、子供たちがまずどうしても少な

くなってしまったものですから、子ども会育成会

自体も縮小せざるを得ないなというようなところ

がございます。 

  中に、どうしても集まってやりたい、ＰＴＡと

はまた別に子ども会というものをやりたいという

ふうなものもありますので、それぞれその皆さん

が地区の中で集まっていただいて、改めて子ども

会育成会というものを結成していただければ、そ

の分で、ながらずも皆さん集まって子ども会育成

会をつくりましょうというふうなところまでは、

ちょっと市のほうもできないんですけれども、も

しそういった方が、やりたいというような方がい

るんであれば、そういった方に対して、そもそも

子ども会育成会って何というようなところから助

言なりをして、多分お金もなかなか集まらないと

いうようなところもありますので、あとどういっ

た事業をすればいいのかというのもありますので、

  ちょっとしたおもちゃの備品とかそういった

ものありますので、そういったものを貸付けをし

ながら、そういったものを含めて、会の運営のほ

う協力はしていきたいなと思っております。 

  現状、新たに子ども育成会をつくるというふう

な、その育成までの、ちょっとその部分の手伝い

というか、そこまでは現在できてない状況でござ

います。やりたいというようなことがもしあれば、

それを積極的にサポートするというようなところ

が今の現状かなというふうに考えております。 

○林副委員長 ありがとうございました。 

  私からは以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 じゃ、332ページで文化振興費の中の

ふるさとアシスト派遣事業、これを７団体かな。

ちょっと具体的にどんなのをやっているか、ちょ

っと聞きたいんですが。 

○佐藤委員長 課長。 
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○伊藤生涯学習課長 報償費のほうでよろしいです

か。派遣の報償費の内訳というのがありますが、

よろしいですか。 

○金子委員 どういう団体をあれしたかということ。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 係長のほうから、では答えさ

せていただきます。 

○佐藤委員長 係長。 

○戸井田文化振興係長 昨年度のふるさとアシスト

７団体につきましては、ジャンルで申し上げると、

室内楽、筝曲の７団体さんに協力をしていただき

まして、小中学校とか小学校で交流をしておりま

す。それ以外にクリスマスホールコンサートで博

物館での公演を行っております。その際は筝曲の

団体さんに御出演いただきました。 

○金子委員 室内楽はどんな楽団ですか。 

○戸井田文化振興係長 オフィスエンタグラマさん、

アンサンブルｃｏｚｙさん、黒磯チェンバーアン

サンブルさんにご出演いただいております。 

○金子委員 地元ですね。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 それから、332ページから333ページに

わたって、文化振興費のほうから一番下のほうで

２万円の補助が出ていますけれども、これはいつ

から２万円になったんでしたっけ。ちょっと、分

からなければあれだけれども。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 補助金の中の一番最後、子ど

も疎水太鼓とか関谷子供囃子保存会とか太夫塚の

保存会のほうの２万円というような形の。 

○金子委員 そうそう、みんな２万円、２万円って

いうのね。前、１万8,000円。 

○伊藤生涯学習課長 ちょっと帰って調べさせてく

ださい、今は無理ですので。すみません。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 334ページ、日本遺産魅力発信推進事

業について先ほど聞いてましたね。これはいいで

す、すみません。 

  そうすると、336ページ、黒磯文化会館管理運

営費の中で、中段に文化振興公社運営費というの

があるわけなんですけれども、それと同時に以前

は自主事業運営費というのがあったと思うんです

ね。それはなくなっちゃったんでしょうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○戸井田文化振興係長 自主事業運営補助金は令和

７年に廃止となっております。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 ということは、もう自主事業何にもや

らなくなったということですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○戸井田文化振興係長 補助金運営委員会の御指摘

を受けまして、自主事業は保護者の運営努力でも

って運営すべきものであるためということで廃止

になっております。なので、自主事業につきまし

ては市からの補助なしで運営されております。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 ということは、自主事業運営費として

はもう一切なくなって、自主事業は勝手にやって

くれということですね。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 自分たちの施設管理的なもの

と、あと自主事業の２点に分けていたものなんで

すけれども、ただ、市のほうの内部のほうで、そ

の分のほうの廃止をして、施設の管理を含めた形

の中で新たな市の補助のほうが、自助努力といっ

てはあれなんですけれども、その中で節約をしな

がら、そこで自主事業に対する経費を生み出して

ほしいといふうな形での自主事業補助金は廃止と

いうようなことでございます。 

○金子委員 分かりました。 
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○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 337ページのハーモニーホール管理運

営費なんですけれども、7,751万7,143円に対して

大田原がどのくらい出しているかは分かりますで

しょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 細かい金額は係長のほうから、

去年のハーモニーホール全体の事業費の中の６割

は大田原市のほうで、残り４割を那須塩原市のほ

うで、それであとの４割分がこの金額というよう

なことで、今、割り返しますので。 

○金子委員 じゃ、それは後でするとして、340ペ

ージ、博物館収蔵資料収集のほうで、一番下のほ

うに書画骨董等費ということで、これのもし明細

が分かればお願いします。 

○佐藤委員長 館長。 

○松本那須野が原博物館長 書画骨董等費なんです

が、これは博物館で収集する資料の購入に充てた

費用になります。まず、歴史関係の資料では鳥瞰

図を中心に買っているんですが、パリ万博鳥瞰図、

あと日清戦争の錦絵、日露戦争の錦絵、あと日露

戦争の画報、それと松方正義、山県有朋の書簡、

手紙ですね、３通ということで、松方展に使うた

めの資料を主に購入してございます。 

  あと、自然資料購入につきましては、次年度の

海竜展で使う標本を中心に購入をいたしました。 

  あと文学資料としましては、立松和平の「三斗

小屋宿史」という遺筆原稿、これを購入してござ

います。 

  以上です。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 今、ちょっと聞き逃しました。松方さ

んと山県さんのは軸ものか何かで。 

○松本那須野が原博物館長 いえ、書簡ですので、

手紙です。 

○金子委員 それで、いつも錦絵がずっと毎年続い

ていますけれども、これ聞いていいのかどうか分

からないんだけれども。錦絵に限ってやっている

わけなんですよね。 

○佐藤委員長 館長。 

○松本那須野が原博物館長 特に錦絵に限ってとい

うことではなくて、今回ちょっと展示で使うのが

結構ありましたので、それで錦絵にちょっと偏っ

たというところはございます。ただ、博物館、特

に錦絵も中心に集めているんですけれども、幅広

く収集はしております。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 それから、343ページですけれども、

343ページの青少年健全育成のほうで、一番下の

ほうで、さっきのちびっこふるさと探検隊  。

これ新座市のほうへ行くのですか。こっちへ来て

あれしたのかということと、あと何人ぐらい参加

しているかちょっとお聞きしたい。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○伊藤生涯学習課長補佐 昨年度のちびっこふるさ

と体験隊につきましては、那須塩原から新座市の

ほうに訪問するという形で、借り上げバスのほう

お願いします。人数につきましては36名となって

ございました。 

  以上です。 

○金子委員 それで結構です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星野委員。 

○星野委員 すみません、取りあえず３件、317ペ

ージの公民館の運営費なんですが、講座の公民館

の運営協力員謝礼ってありますけれども、この公

民館運営協力員というのはどういう方がなられて

いるのか。 

  それと、あとこの委員の方の謝礼、お幾ら謝礼

として払っているのかをお伺いいたします。 
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○佐藤委員長 館長。 

○織田黒磯公民館長 公民館運営協力員、今回、黒

磯地区のほうが多かったんですけれども、公民館

のほうに、公民館の活動を支援するということで、

その公民館の担当地区の中で、そういった方でそ

ういった協力員という方を、協力員制度を設けま

して、そういう方に協力をいただいて、運用活動

をやるといったようなものでございます。 

  それと、協力員の謝礼なんですけれども、１人

当たり１万5,000円、年額で、謝礼をしていると

いうような状況でございます。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 その協力員のなる基準的なものってあ

るんですか、こういう方というの。それとも、そ

の公民館の中でいわゆる地域的によく気がついて、

どんな方にとかそういう方がなるんですか。 

○佐藤委員長 館長。 

○織田黒磯公民館長 特にその辺は、各公民館でも

しかするとちょっと状況違うかもしれないですけ

れども、大体、各自治会さんの単位とかそういっ

たところに選出をお願いしているというような状

況かとは思います。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 じゃ、それに対して人数は別に制限は

していない、特別。 

○佐藤委員長 館長。 

○織田黒磯公民館長 各公民館で一応人数のほうは

制限する形で、定員何名でという形で一応やって

いるのが現状かとは思います。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 すると、各公民館で人数は全然違いま

すよね、当然。それは各公民館が全部決めた例え

ば人数で、マックスの人数を協力員として置かれ

るという形でいいんですか。 

○佐藤委員長 館長。 

○織田黒磯公民館長 そういう形だとは思うんです

が、一応合併前、旧黒磯市のときのその制度です

か。そちらのことを引き継いでいるような形で、

公民館の活動に協力をいただいているというふう

な状況でございます。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 じゃ最後、先ほど言ったように合併前

というんで、これを見ると黒磯地区の方は協力員

がついていて、西那須のところはついていないん

ですよね。これ、統一を図ろうとは思わないです

か。もっと言うならば、この協力員は、例えば実

績として１年間どんなような公民館に対してアド

バイスしていたのか、もし実績があれば教えてい

ただきたいと思います。 

○佐藤委員長 館長。 

○織田黒磯公民館長 それぞれの公民館の内容まで

は把握はしてないんですけれども、一応うちが把

握している限りでは、各公民館の祭りであるとか、

そういったイベントのあたりに協力していただい

ているというのが活動内容の実態かなとは思って

おります。 

○星野委員 じゃ、この公民館にいる協力員は必要

であると、そのような認識でよろしいんですか。

例えば西那須は正直言っていない。でも、黒磯に

はつけている。那須塩原として、合併前からこう

いうふうになっているんですけれども、もう20年

もたっているので、一つの中で統一的に、変な言

い方ですけれども、黒磯地区の協力員の方につい

てはもうつけない。逆に西那須のほうにやってつ

けるという、そのような今後のことはどういうふ

うに考えていますか。 

○佐藤委員長 館長。 

○織田黒磯公民館長 大枠の考え方なんですが、ち

ょっと地域によって違うかもしれませんが、黒磯

のほうとするのは公民館の協力員、西那須のほう
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でしたら、当該公民館にコミュニティの団体がそ

れ担当しているような状況のほうもありまして、

そのコミュニティの役員さんが同じような役割を

各公民館では果たしているような状況でございま

して、地域の皆さんがそういった形で協力がもら

えるという形であれば、多少、形に違いはあるに

しても、そういった形での協力を今後もらえてい

ければというようなところでございます。ちょっ

と個人的なあれになりますけれども、いただけれ

ばなと思っております。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 実は、私、合併前の公民館に

いまして、協力員というのは全部いるものだとい

うふうに思っておりました。いろんな、公民館の

職員だけではちょっと対応できなかったものです

から、特に運動会とかそういったものでは重要な

役割を果たしていただいているなと思っておりま

す。 

  ただ、黒磯はその当時、コミュニティというの

はなかったものですから、そういったものを全て

公民館の職員が請け負う、業務でやらなくちゃな

らなかったということで、職員だけではとにかく

足らなかったので、協力員にお願いをして審判を

してもらおうと。公民館の祭りであればいろんな

雑用をやってもらうかなという中で、非常に重宝

していたわけです。 

  多分、西那須、塩原においてはコミュニティと

いうものの制度のほうがありましたので、そちら

のほうで同じような、役員さんはやっていただい

ていたのかなというようなものもあります。 

  この協力員制度については、ちょっとこれから

公民館のほうともこの内容を検討いたしまして、

どうしようかというようなものはこれから考えて

いきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 そうですね。１つ、今、西那須はボラ

ンティアのほうでコミュニティをやっている。こ

ちらは同じようにボランティアでやっていただい

て、こちらは１年で１万5,000円出して、西那須の

ほうは出してないという、こういうバランスがあ

るんで、ちょっとそういうところも含めて、今後

考えていただければなと思います。 

  あと、もう一つなんですが、先ほど林委員のほ

うからあった日本遺産の件で、今でも700万も使

っていくと言われたんですけれども、時間がない

ので１つだけですが、スタンプラリーに関して成

果だけ教えていただきたいと思います。これ、回

るんですよね、いろいろ回って、スタンプで。も

しあれでしたら成功なら成功だけでもいいです。

分かれば、大体どれくらいの方が、こんなような

感じでスタンプラリーに参加していたというのは

数が分かれば。 

○佐藤委員長 課長。 

○伊藤生涯学習課長 ちょっと具体的な数について

ちょっと今すぐ回答ができませんので、正式には

日本那須野が原デジタルスタンプラリー。先ほど

も出たとおり、スマートフォンを利用して、  

ＱＲコードを読んでという形になりますので、こ

れをこういうものを集めていくんですが。 

  数については処理をしているのか、もしくはア

ンケートなりで把握しているのかについては、ち

ょっと戻って資料見てみますので、また改めてお

答えします。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。 

  中村委員。 

○中村委員 すみません、公民館の施設管理の中な

んですが、ずっと見させてもらいましたが、館内

清掃の欄がございまして、公民館大小あると思う

んですが、公民館の館内清掃というのはどのよう

な方法で、業者さん、委託で大体やっているんで
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すが、どのような形でそういうふうに決めておら

れるのか。 

○佐藤委員長 館長。 

○織田黒磯公民館長 その他の委託料等が清掃の委

託なんですが、館内のワックスがけであるとかガ

ラスの清掃とかやっている内容でございますが、

当然、見積書を徴取するような形で、見積りもさ

せていくような形で実施していると当館の中では

思っています。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、生涯学習課のほうでそ

れぞれの公民館の見積りを取ってされているとい

う考えでよろしいですね。 

○佐藤委員長 館長。 

○織田黒磯公民館長 各公民館それぞれでというよ

うな形になります。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、館長さんがそれぞれの

形でやられているというんですね。了解しました。 

  そんな中で小さいところは８万6,000円ぐらい

で、大きいところ120万もすることで、結構まば

らなものですから、仮に四十万とかという、小さ

いところより大きいところのほうがあるのは確か

に分かるんですが、かなり随分あれがあったもの

ですから、似たり寄ったりのような公民館、片方

で四十万で十何万ぐらいですか。というようなの

があったもんですから、そういったものをしっか

りといろんなものをやられているのは分かるんで

すが、どんな方法で入札して決めているのかなと

思ったものですから、ちょっと聞いてみようと思

って聞いたんですが。 

  そうしますと、面積が広いから、三島とか西公

民館は120万ぐらいかかって、小さいところは８

万6,000円ぐらいでやっているところありますよ

ね。平均すると三、四十万ぐらいでできているも

のですから、そんな感じでよろしいという判断な

んですか。 

○佐藤委員長 館長。 

○織田黒磯公民館長 おっしゃるとおりでございま

して、面積だったりとか、あとは中には圧縮保存

用ネット、ただ電気の交換ができないというよう

な公民館も中にはありますので、そういったとこ

ろの範囲、建物の造りですね。全てこういった差

が出ているというような状況でございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 では、ないようですので討論を終結

したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については原案のとおり認定すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号について原案のとおり認定
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すべきものと決しました。 

  生涯学習課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ３時０７分 

 

再開 午後 ３時３６分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎スポーツ振興課の審査 

○佐藤委員長 ただいまからスポーツ振興課の審査

に入ります。 

  担当課の皆様、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５２号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 それでは、議案第52号 那須塩原市

体育施設条例の一部改正についてを議題といたし

ます。 

  執行部から議案の説明を簡潔に、ではよろしく

お願いします。 

  課長。 

○東泉スポーツ振興課長 （議案第52号について説

明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 ちょっと早かったのでもう一回言って

もらえますか。教育委員会がなぜ市長にしないと

いけないみたいな話、もう一回言ってもらえます

か。 

○東泉スポーツ振興課長 はい、分かりました。す

みません。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 地方自治法第244条の４

におきまして、普通地方公共団体の長以外の機関

がした公の施設を利用する権利に関する処分につ

いての審査請求につきましては、普通公共団体の

長が当該機関の最上級行政長でない場合において

も、当該普通地方公共団体の長に対してするもの

とすると規定されております。 

  よって、現在、教育委員会と規定されていると

ころを市長に改めるものでございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 聞いた感じだと別に変えなくてもいい

んじゃないかというふうに感じたんですけれども、

今の表現。それをわざわざ長に変えなくてもいい

ようなニュアンスに聞こえて、それをわざわざ長

に変えるって聞こえるんですけれども、そうじゃ

ないですか、今の言い方だと。そこを説明しても

らう。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 地方団体公共の長が当該

機関の最上級行政長でない場合においても、当該

普通地方公共団体の長に対してするものという規

定がありますので、現在、教育委員会になってい

ますが、それは教育委員会じゃなくて市長に対す

るものとしなければいけないというところなんで

す。 

○齊藤委員 当該あれの長でなくても…… 

○佐藤委員長 部長。 

○田代教育部長 今回、分かりやすい例で言えば、

私ども公民館の減免をしなかったことで審査請求

が来て、その後、減免対象にしたということで、
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したんですが、異議申立ては取下げにならないで、

ただ却下になったという御報告を議会の初日にし

たと。こういう案件があったと思うんですが、ま

さしくこれがそういうことでございまして、減免

の決定をしたのは教育委員会ですけれども、この

審査請求については市長に対してしなければなら

ないというのが地方自治法の決めでございまして、

今の決め方では教育委員会が決定したものを教育

委員会に異議申立てをするというような規定にな

っているので、地方自治法上、それは具合が間違

っているというのが分かったんです。それなので、

今回の条例改正に合わせて、そこを手直しをした

というのが今回の改正の理由でございます。 

  ですので、本来、例えば今までの規定であれば、

こういったものを教育委員会が決定した事項に対

して教育委員会に異議申立てをして、教育委員会

がそれをするという、その行為自体が地方自治法

上、瑕疵があるという形になるということかと思

いますので、今回そこを改めるというようなこと

で、これは総務の行政担当とも調整をしまして、

こういう改正をしなければならないというような

ことで今回、議案として上げさせていただいてい

るという次第でございます。 

○佐藤委員長 よろしいですか。 

○齊藤委員 分かりました。 

  そうすると、最終的な決定権は市長に変えると

いうことになるんですけれども、それ以外の流れ

はこれまでどおりということですか。 

○佐藤委員長 部長。 

○田代教育部長 要は、その手前まで何事もなけれ

ば、私ども教育委員会の施設は教育委員会が決定

をするんですけれども、今回の、例えば使わせな

いよとか減免しないよとかというような形になっ

たときも、異議申立ての行き先が市長であるとい

うようなことでございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 先ほど利用料がインセンティブにつ

ながるように、参加者の促進につながるような工

夫をしていただくこともできるというような説明

を受けたかと思うんですけれども、じゃ利用料が

増えるような新たなアイデアとか、そういうのと

いうのは受託される側の裁量によって自由にどん

どんできるという解釈でよろしいんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 委員おっしゃるとおりで

ございまして、例えばの例で申し上げますと、平

日の午後の体育館の利用などは非常に少ない状況

でございます。そこに関して、使用料につきまし

ては上限は決まっていますけれども、指定管理者

の受託者の裁量によって下げることができるんで

すね。 

  そうすると、今では全く使ってない時間帯を利

用料金を下げることによって、ゼロから100でな

くて50になりますけれども、少しでも利用者が増

えて利用料がアップするですとか、そういったこ

とはできることとなります。 

○林副委員長 すてきですね。了解です。 

○佐藤委員長 ほかに。 

  星野委員。 

○星野委員 すみません。じゃ確認なんですが、そ

うしますと、利用料金制度になると設備の修繕に

ついては今までどおり30万以上と以下でしたっけ。

そういう形で考えていいんですか、設備の修繕に

対しては。 

○佐藤委員長 係長。 

○大島スポーツ振興課管理係長 設備修繕、恐らく

すみません、指定管理者のほうの内容の話になっ

てくると思うんですけれども、今回、まだどこに

なるとか、決定、なったという結果としてお伝え
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できないんですれども、公募の内容としては30万

以上の修繕については市のほうで協議の上、対応

する。そこは協議によってやりますよという形で

整理はしております。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 まだ分からない。もしかしたらその内

容によっては、例えば20万という線も出るんです

か、30万は変わらないんですか。 

○大島スポーツ振興課管理係長 30万という線は変

わらなくて、それについては指定管理料の中でや

っていただくという形で整理をしています。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 利用料金制度で今、指定管理者がいろ

いろいい制度を導入するんですけれども、説明が

あったとおり、例えば0.5から1.5までと幅を持っ

てというのは、ある程度そちらの範疇の中で指定

管理者が行っていくんですが、ほかの例えば塩原

の施設とかでは赤字が続いちゃっているんですね。

結局、利用料金制度というのは本当は行政は絶対、

提示した金額以上は出さないんだけれども、最終

的に足りない、どこかでは補塡していると。結局

生ぬるい利用料金制度をやっているんですが、こ

の体育施設の場合は売上げがあるという解釈でい

いんですか。それともとんとんなんですか、実際

は。今の懐事情というのはどうなんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 現在、契約している指定

管理料につきましては、とんとんになるようなこ

とで計算してやっております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 それで、例えば歳入があって、1,000

万だったとします。これからいろいろプロポーザ

ルなり何なり指定管理者をやります。その管理者

は幾ら幾らでやるという、いわゆるプロポーザル

しますよね。通ったときに800万しかかからなか

ったと、実は１年間、一生懸命頑張って。じゃ、

200万は補塡する内容で今後取り組んでいくのか

というのが聞きたかったんです。 

○佐藤委員長 係長。 

○大島スポーツ振興課管理係長 200万減ったので

200万そっくり補塡するということではないんで

すけれども、指定管理者が通常どおり一生懸命業

務を行っているにもかかわらず、いかんともし難

い理由によりまして収入が大幅に減った場合には、

その辺はちょっと協議をして、ある程度までは補

塡するような流れで進めたいと思っています。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 せっかくいい制度なのに、やる気はあ

るんだけれども、駄目だったら払ってもらえるみ

たいになると、結局やらんでも最低限のもらえる

金が入ればいいだろうってなっちゃうので、そう

すると、せっかく市は頑張ったのに、相手側に変

な意味で利用されちゃうみたいなのはよくないの

で、変えるからにはしっかりとうまく流してもら

えないかということ自体は、そういうつもりでや

って、これから申込みをするという解釈でいいん

ですよね、この条例の変更は。分かりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  部長。 

○田代教育部長 先ほど齊藤委員の御質問に、私、

一部ちょっと間違った回答をしてしまいました。

使用の許可については教育委員会が行います。た

だ、使用料の決定は市長が行う。また、使用料の

減免も市長が行う。使用料の還付も市長が認める

というような形が正しい今回の改正後の形でござ

います。 

  あたかも私、先ほど、全て教育委員会がという

ような趣旨の発言をしてしまいましたが、申し訳

ございません。改正後の９条、10条、11条のとこ



－194－ 

ろを御覧いただければ、全て主語は市長はという

ことになりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。大変失礼をいたしました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは議員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ありません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第52号 那須塩原市体育施設条例の一部改

正についてを原案のとおり可決すべきものとする

ことに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人かり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第52号については原案のとおり可

決するものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５９号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第59号 那須塩原市ホー

スガーデン条例の廃止についてを議題とします。 

  執行部から議案説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○東泉スポーツ振興課長 （議案第59号について説

明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  林副委員長。 

○林副委員長 説明がありましたホースガーデンの

利用者の市外は増加しているが、市内は低下して

いたという理由は、想定される理由がありました

ら教えてください。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 市外の利用が増えている

というところでございますが、やはり料金として

市内の民間の事業所と比べれば当然安価でござい

ますので、一部観光的な目的でも利用されたので

はないかというふうに考えております。 

  一方、市内でございますが、過去の資料を見ま

すと、やはりコロナ禍で一旦落ち込んでしまいま

して、そこから復活してない、回復してないよう

な状況にございますので、なかなかコロナ禍前ま

でに戻っていない。乗馬をするというようなとこ

ろ、意識がなくなってしまったのかなというふう

に感じております。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 先ほど、この前の条例の前のときの

お話であったように、受託している団体がもっと

たくさん来てくださいみたいな案内をすることが

できれば、この低下はせずに維持できたのか。も

しくは、それは受託している団体がするべきだっ

たのか市がするべきだったのか、どのように考え

るのか教えてください。 

○佐藤委員長 課長。 



－195－ 

○東泉スポーツ振興課長 委託しております市とし

ましては、ホームページ等で周知をしていたとこ

ろでございますが、なかなか行き届かなかったと

いうふうに感じております。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 それは受託している業者だけではな

く、市のほうにしても努力が足りなかったという

理解でよろしいですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 おっしゃるとおりです。 

○佐藤委員長 ほかに。 

  金子委員。 

○金子委員 コロナ禍で大分沈んでしまったのを元

に返すことは可能だと思うんだよね、ちょっと時

間かかるかもしれないけれども。特に、ほかの面

ではいろいろ回復しているけれども、これについ

てはまだ全然回復してないんだけれども、やりよ

うによっては回復できるような気がするのね。私

は直接やってないからその辺の事情分かんないけ

れども、でも回復する可能性十分あると思うんで

すよ。 

  そして、あんなすごい施設を仙台育英が置いて

いってくれたわけで、それで今、造ったらそれこ

そ10億超えるぐらいなすごい施設、そういうのを

生かさない手はないと思っているんだよね。あれ

が終わりになっちゃったら、じゃどうするの、あ

れ。ただ、ほったらかしにしておくのってあまり

にももったいな過ぎるという問題があったり、そ

れからお客さんが増えれば、それはやっていける

のかという問題があったり。 

  それから、私は乗馬が意外と子供たちの、特殊

な子供も多いけれども、セラピーの効果というか

物すごくあるということで、それこそ10年前ぐら

いですか。あれ始めるときに、それをいろいろ検

討した上で、わあ、これはいいということで始ま

ったことなので、それは簡単にそれをやめてしま

うということは物すごく残念に思っているんです

よね。 

  だから、それを有効に使えれば一番いいんだけ

れども、そういう廃止する段階で、どういうふう

な形でじゃ廃止した後なるのかということを、私

ちょっとまだ分からないのね。 

  今言ったように、ちょっとよそに部分的にはや

らせるんだとか、そういうのは今やっているのと

どういうふうに変わってしまうか、その辺のとこ

ろもよく分からないんだけれども、その辺の、乗

馬だけをじゃやめるのかという、その辺のところ

もう少し説明してもらえないかな。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 まず、施設につきまして

の跡地利用という話かと思いますけれども、それ

につきましては現在検討中でございます。 

  で、継続する事業につきましては、乗馬だけで

はなくて、乗馬をする以外にも馬のお世話をした

りですとか、あとは厩舎の掃除をしたりですとか、

そういったものをセットしたメニューとして、今

やっている乗馬教室として、子供たちを対象に継

続したいというふうに考えております。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 その継続実施というのは、今、委託す

るところはもう同じようにできるということなん

ですか、今までと同じように。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 同じような内容で継続し

ていただけるように今、協議中でございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 そして、その委託するところでは賛成

というか、そういうふうな形でやっていくという

意思でいるわけね。 

○佐藤委員長 課長。 
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○東泉スポーツ振興課長 そういう方向で協議をさ

せていただいております。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 指定管理に年間2,300万かかっている

中で、直近の６年度ぐらいで利用料金、幾らぐら

いかかっているか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 令和６年度の歳入が123

万4,250円になります。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 2,300万円、指定、年間かかるという

施設にしまして、100ちょっとでしょう。非常に

民間企業としてはまずあり得ないようなことは、

これ行政主でありますから、市民が利用している

サービスとして提供されたということの確認しま

すが、ホースガーデンにつきましては平成27年、

肝煎りで前々、前の市長が副市長とともに、こん

な行政でやっているホースガーデンは日本一番、

日本に一つしかないんだという触れ込みで始まっ

て、あのとき議会でも本当に５分ぐらいで予算が

否決されそうになったという案件でございまして、

そのときに中を取って、あそこにサッカー場の施

設を造ってとなったところで、皆さんで賛成多数

で決めたということで、あのときに前の前の市長

は再任として、消滅するような話まで出たぐらい

で、非常に議会でももめた物件でございました。 

  ただ、やはりそういう夢といろいろ希望があり

ましても、10年間経過した中でそういう経過があ

れば。やはり、みんな乗馬クラブが全然ないんで

あれば、これはやむを得ないと思いますが、ある

施設もありますし、お互い那須が、那須町のほう

にも行けば、結構馬には乗れますよという施設が

結構ありますので、ばか高いんですけれども、そ

ういったものを考えれば、民間のものは民間に任

せてもいいというのが、私は個人的に思っており

ます。 

  これで二千何百万かけて今、1,400万ぐらいで

もかけてもよいというぐらいの施設であれば、あ

る程度行政サービスの中で、市民に親しんでいた

だけるということも考えればやむを得ないという

面もあると思いますが、新しいそういった専門の

方が、そういった方が、ひとつ受け入れてやって

くれるというんであれば、それはそちらのほうで

安心で任せられるんであれば、そういう手もある

かなと思いますんで理解はします。 

○佐藤委員長 ほかに。 

  林副委員長。 

○林副委員長 今の中村委員のほうから、そのかか

った年間の全体像から売上げの部分の何％かとい

うところまでは確認しました。 

  じゃ過去に、この10年間でしたっけ、ここの中

で見直しを検討されたことはなかったのか、料金

の利用料やこの全体的なお金の使い方について、

これでいいんだろうかという議論はされてきたの

か。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 利用料金についての見直

しの議論、特にはしていないと思います。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 それは何でしなかった。 

○佐藤委員長 部長。 

○田代教育部長 一度決めた使用料を、例えば見直

すというのは、やはり今回も市全体の中で受益者

負担の公平ということで、また物価上昇等々を鑑

みて大々的に見直したということがございますの

で、始まってすぐ、例えば５年とかで、先ほど中

村委員のほうで民間企業であればというようなお

話がありました。当然その赤字が続くようなこと

であればもちろんその料金を値上げするとかとい

うてこ入れというのはもちろん考えるとは思うん
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ですけれども、こういう形で始まって、いきなり

その料金を値上げするぞという検討をなかなかし

づらい施設であったというのは確かかと思います。 

  ですので、そういった利用客が伸びてはいない

けれども、やはりそういった馬との触れ合いを目

途にやっていくというようなことベースにやって

いく以上、特に公的機関である市がやっていく以

上、その民間と同様の値段にするとか、今のもと

もとの金額を何倍にしようというような議論は正

直なところしていなかった、できづらかったとい

うのが正直なところだと思います。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 それらのこの利用者からの声などは

反映されてきたのかお伺いします。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 直接事業に反映したとい

うところではないんですけれども、いろんな声を

いただいておりまして、今回この継続するに当た

りまして、そういった体験者、それから体験者の

親御さんもそういった有益であるというようなお

声をいただきましたので、学校の団体利用につい

ては継続したいというところにつながったもので

ございます。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 この10年間の価値としては、費用の

部分に関しては課題が残っていたかもしれないが、

この10年間にレガシーとして、価値として残した

から次の第２ステージじゃないですけれども、新

たな次の第２幕に移るというような理解で、大切

なものだという理解で次に進むということでよろ

しいですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 議員おっしゃるとおり、

本当に学校の団体利用増えていますし、子供たち、

それから親御さんからよい御意見をいただいてお

りますので、そこだけは続けていきたいという思

いでございます。 

○林副委員長 はい、理解しました。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 これを廃止ということだけを聞いて、

私は反対という、それだけでは中身がよく分かん

ない。今日もまだはっきりとは分かったわけじゃ

ないんだけれども、反対ということで、一応事務

局には、討論するかしないかは分からないけれど

も、一応討論を申し込んでおきますと言って申し

込んではあるんです。 

  ただ、まだするかしないかは決めていませんよ

ということで、今それで聞いているわけなんです

けれども。 

  その移動してほかでやるということが、私はそ

のセラピーということを非常に重要視して考えて

いるものですから、そしてそれをやっているとこ

ろは日本国中でもめったにないところで、あちこ

ち調査は前もしたんですけれども、本当にそれは

すごいことをやっていて、那須塩原市の私は２つ

の誇れるあれだと思って、１つは、リンツとの交

換留学制度、それからこの乗馬のホースガーデン

は、もう那須塩原が本当に誇れるもので、定住促

進にもものすごく役立つものだと思って今まで考

えていたものだから、それをただ廃止するという

ことになったら絶対反対しようというふうな気持

ちでいたんだけれども、それがちゃんと継続され

るということであれば、また考え方を変えなくち

ゃなんないというふうに思って、まだ討論の決定

まではいっていないんですけれども、その辺のと

ころが、ちゃんとそのセラピーまであれして、移

行できるのかどうかということはどうなんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 ホースセラピーという形

で継続するものではございませんが、大きい意味
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で、馬と触れ合うことによって、子供たちが体で

あったり心であったりがよい方向に向かうという

ような目的で考えますと同じような意味なのでは

ないかと思いますので、継続して実施することに

よりまして、そういった効果が得られるというふ

うに考えてございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 そうすると、場所だけ変えるというふ

うなぐらいの考え方でいいのか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 当然、今やっております

乗馬教室の場所を変えて、業者さん、今市内で馬

に関わる業者さんと委託をして、そちらでやって

いただくというようなことでございますし、今は

青木１か所でございますけれども、市内に幾つか

教室がございますので、数も増やせるんじゃない

かというふうに考えてございますので、そういう

ことで考えてございます。 

○金子委員 大体分かってきたような気がする。 

○佐藤委員長 いいですか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません。 

  これホースガーデン条例という１つの見出しが

ついた条例を、今回その理由によって廃止します

という提案なんですけれども、今後、その民間の

方に委託をして、出来高ですよね、実績で今後や

っていく予定だというときに、その新たな条例的

なものというものはなくてできるものなのかを聞

きたいんですけれども。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 今回の条例の廃止につき

ましては、施設、箱物の廃止の条例でございまし

て、今後事業を続けていく場合には、特段条例は

必要ないというふうに考えております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 それで、逆にその受け手の施設によっ

て、これは未来形になっちゃうんですけれども、

受け手の施設によっては、今度はお馬さんが近く

にいるので、僕、現ホースガーデン施設では、大

規模校の子供たちは１回も行っていないんですよ、

馬が対応し切れなくて、１日70人しか対応できな

いという、ポニーまで入れてですよ、だったのが、

そういったものが解消できなければ、結局続けた

としても行けない学校が生まれてしまう。 

  例えば、クラス別、学年で100人いたら行けな

いんですよ。そういったのもしっかりと今度は解

消にしていただければ、多分馬の運搬が要らなく

なる分、連れてくればいいじゃない、引っ張って、

言い方悪いんですけれども。だから、その辺まで

やっぱり業務委託に盛り込んでいただかないとち

ょっと厳しいんじゃないかなと思いますが。 

  全員に平等に引き馬だったり、馬の世話ができ

るという担保を取らない限り、各学校から申し出

た人たちだけを受け入れるとなっちゃうと、ちょ

っと趣旨が変わっちゃうのかなと思うんで、その

辺に関しては、今後煮詰めていく予定はあるのか

お聞きしたい。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 業者さんにつきましては、

複数ということで増えますし、実際その業者さん

がもう馬を持っている、その施設に行きますので、

当然今よりも馬の数が増えますので、それを学校

さんにきちんと説明をしまして、ぜひとも使って

いただきたいということで説明しながら、業者さ

んとも共有してまいりたいというふうに思います。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 箱物で条例でやっていたときは、そこ

で全部対応できたんですけれども、今度子供たち

がその施設に行って体験をさせてもらうものに変

わると、ちょっと見方が変わるのかなとは思うん
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で、バスも多分２台、２台ないとこれね、２台で

もぎりぎりになっちゃうんです。だからコストが

かかるわけですよね、この車で連れてくるのにね。 

  なんで、そういったところもしっかりと管理し

てやっていただかないと、バスは、ただ市のバス

１台しかなくて出せないとか、来れない理由が複

数重なると、それ何もできん、勘案してそこでま

たやったんですかという話になってしまうし、セ

ラピーの話は別としたとしても効果がある中で、

できれば子供たち全員、那須塩原の子は１回は馬

に触ってもらいたいみたいな気持ちに切り替えて

もらえたほうが、今後発展していくんじゃないか

と思うんですけれども。 

  そういった意味も込めて、今回、箱物をただ消

しますけれども、つなげていきたいという話を逆

に少しでもしてもらったので、そういったことは

全て勘案して、今後内容を詰めていくと考えてよ

ろしいでしょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 場所が２つに分かれまし

て、今まである学校から青木に通うよりも近くな

るようなところもございますので、そういったと

ころも加味しながら協議してまいりたいと思いま

すし、バスに関しましても、市のバスだけではな

くて当然借り上げバスも準備しますので、そちら

も含めて続けていきたいと、そのように思ってい

ます。 

○齊藤委員 分かりました。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 すみません、ちょっと条例から外れち

ゃうんですけれども、一応今後という。 

  これ、今までのホースガーデンのこの２つの事

業で、もしお客さんなりがけがをした場合、こう

いう保険的なものというのはどちらが掛けてます

か、市が掛けてたか、このホースガーデンの指定

管理者のほうが掛けてますか。 

  馬ですからもしかしたらけがもされる可能性も

ありますよね、ごめんなさい、これちょっと条例

から外れちゃって。 

  というのは、今後、小学生とかも行ってそうい

うようなことするときに、やはり何か事故があっ

たというときに、今度どういうような形でその保

険とか、ごめんなさい、条例からちょっと外れち

ゃうんですけれども、参考までに聞かせていただ

くと、どういうふうにしていくのかなと。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 申し訳ありません。 

  保険につきましては、受託者が加入して事故処

理に当たることとなっておりますので、今後も引

き続き、受託者のほうで。 

○星野委員 今後、小学生とかがそういうふうな、

馬に乗れる場合というのは、今後は行政が今度入

ってくるんですか、保険。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 今の形態も指定管理じゃ

なくて業務委託になっていますので、業務委託と

いう形は引き続き同じですので、当然、今のまま

でいくと受託者が保険に入るということです。 

○星野委員 はい、分かりました。 

  業務委託だと受託者なんだね。 

○佐藤委員長 ほかに質問ございますか。 

  副委員長。 

○林副委員長 その当初の経緯がまだちょっと全て

に対したわけじゃないですか。そのいただいたん

ですよね、いただいた方への説明などはしなくて

大丈夫なんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 仙台育英さんからいただ

いたものですけれども、今のところ仙台育英さん

には説明する予定はございません。 
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○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようでしたらここで議員間討議

を終了したいと思いますが、他に質疑ははござい

ませんかということで。 

  ないようですので、議員間討議、質疑を終了し

たいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思います。異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第59号 那須塩原市ホースガーデン条例の

廃止については原案のとおり可決すべきものとす

ることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、議案第59号

については原案のとおり可決すべきものと…… 

〔「棄権です」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６０号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 続きまして、福祉教育常任委員会を

予算常任委員会（第二分科会）に切り替え、審査

を行います。 

  議案第60号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○東泉スポーツ振興課長 （議案第60号について説

明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 地域おこし協力隊のことなんですけれ

ども、ちょっと課が違うんですけれども、３年た

って終わっちゃった子が、次に地域おこしでは使

えないから業務委託か何かで継続してやるという

例が、前提で変えた中で出てきませんでしたっけ。 

  要は、この子、この今度募集するのは、初期メ

ンバーとしてその３年間従事していたということ

なので、その国の100分の100の制度を利用して、

地域おこし協力隊として今回予算上程ということ

でいいですかという質疑なんですけれども。大体

分かりますけれどもね。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 今回募集するのは、地域

おこし協力隊として３年間はお願いする予定でご

ざいます。 

○齊藤委員 ということでいいですね。 

○東泉スポーツ振興課長 はい。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、費用も結局頂けて、その

縛りが、地域おこし協力隊がこれをやれって言っ

て縛って、しかも、皆様の肌に合わないとやるな

という風潮が今までこう数年間続いてきたと。そ

れをおこし協力隊と似たようなニュアンスでもっ

と自由にできる制度を、たしかこの間企画か何か
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で言っていたんですよね。多分二、三人地域おこ

しを辞めるんだけれどもそのまま継続してやると

いう話で。 

〔「委託」と言う人あり〕 

○齊藤委員 委託でいたのないかな。その費用がや

っぱり同じく国のが出るという話があったような

気がしたんですけれども、その制度的にやってく

れればいいと思うんですが、その縛り自体はその

スポ振の皆さんの思いがってだけになっちゃうと、

どこの、実は他市でもこれやめちゃうんですよ。

なので、その縛りはどんなニュアンスでいるかと

いうのをちょっと聞きたいんですけれども。 

  縛りというのか、僕もどこを言っていいのか分

からないんですけれども、それ以上はやらなくて

いいですとか、せっかくやろうと思って勢いに乗

ってやっていたのに、誰々さんそこまではやらな

くていいですよみたいな、要は行政からの押さえ

つけがあって全然結局地域おこしとしての実力が

発揮できないんで、そういったことになってしま

うとこれが幾ら100分の100でももったいないんじ

ゃないかなと思ったんですけれども。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○関谷スポーツ振興課長補佐 実は、スポーツ振興

課の地域おこし協力隊も令和７年７月から委託型

に切り替えている方が１名いるんですね。 

○齊藤委員 ああ、いるんですね。 

○関谷スポーツ振興課長補佐 その方が、かなり有

能な方で、部活動の地域移行に関して、クラブの

立ち上げとか、学校とクラブとの橋渡しとかかな

り良好な関係性を構築してくれた方なので、その

方が来年の６月いっぱいで任期満了になってしま

うと、これまで構築してきたその関係性が、じゃ、

あしたからこの人ですよといってすぐ継続できる

ようなものではないので、今年度中に新たに１名、

会計年度任用職員の身分として雇って、勤務して

いただいて、そこに委託型の選任の方がサポート

役で二人三脚で業務を継承していっていただいて、

その方が任期満了で退任された後、独り立ちでき

て、また地域移行が今までどおり推進できるよう

に引き継がせたいということで、今回新たに予算

要求しているものになります。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 じゃそこが目的であれば、そんなにあ

る程度の規則がありながら、あとは自由に滑走で

やってくれということで、とにかくプラスになる

ような人事ということでいいですよね。はい、分

かりました。 

  そうじゃないと、途中でやめたとかいうと何で

というようなになってしまうので、今はいと言っ

たんで、そこは気にしてやってみたいと思うんで

すが、大丈夫ですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 現在のスポーツ振興課所

属の地域おこし協力隊とは非常によい関係であり

ますので、そこは大丈夫です。 

○齊藤委員 分かりました、期待しています。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  議案第60号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第60号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 続きまして、予算常任委員会（第二

分科会）の決算審査特別委員会（第二分科会）に

切り替え、審査を行います。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。

なお、説明に当たっては金額に大きく変更があっ

た項目や新規事業を中心に説明してください。 

  じゃ、よろしくお願いします。 

  課長。 

○東泉スポーツ振興課長 （認定第１号について説

明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  松野委員。 

○松野委員 344ページの６項１目体育振興費のス

ポーツ振興費、20事業なんですが、ちょっと分か

らないので教えていただきたいんですが、非常勤

職員報酬で、スポーツ推進審議会委員とスポーツ

推進委員、各７名、50名といらっしゃるんですが、

これはどういったことをされている方なのかとい

うのと、あとどういった方たちがそういった委員

でやって頂いているかお聞きしてよろしいでしょ

うか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 まず、スポーツ推進審議

会委員でございますけれども、スポーツ振興課で

行う市のスポーツの計画ですとか、補助金ですと

か、そういったものの御意見を頂戴するものでご

ざいまして、スポーツ関係団体の長ですとか、学

校長の代表ですとか、そういった方が委員になっ

てございます。 

  一方、スポーツ推進委員でございますが、こち

らにつきましては、市でニュースポーツを普及し

たいと常々思っていまして、そのニュースポーツ

を推進していただくという形で、実際に出前講座

などで各地に行っていただいてニュースポーツを

普及していただけるような方々でございます。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 そのニュースポーツというのは、例え

ばどういったものなんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 ニュースポーツいろいろ

ございますが、市でも大会を行っておりますボッ

チャですとか、最近少し始まりましたモルックで

すとか、そういったニュースポーツを普及してい

るところでございます。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 そういったことに特化した方がいらっ

しゃるということなんですか、実際にこういうボ

ッチャとかそういうニュースポーツに特化した方

がいらっしゃるということでしょうか。 
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○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 常に研修をしまして、そ

ういった、ほかから講師を招いてそういった研修

を受けた方が各地に出向いて教えているというよ

うな状況でございます。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 常にそういった研修を受けてニュース

ポーツというものをきちんと理解した人たちが委

員になって、そういったものを広めていくという

認識でよろしいでしょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 順番としましては、委員

になっていただいてから研修を受けてという形に

なります。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 もう一つお伺いしてよろしいでしょう

か。 

  347ページですが、６項２目体育施設費なんで

すけれども、その中の備品購入費でキャッシュレ

ス決済端末機を４台購入されていることなんです

が、この４台というのはどちらに設置されている

んですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○大島管理係長 ４か所ということで、まず青木の

サッカー場、黒磯運動場、あと西那須野運動公園

と三島体育センターになります。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 その４か所というのは、なぜその４か

所だったんでしょうか。 

○大島管理係長 ええと、あの、委員長すみません。 

○佐藤委員長 どうぞ。 

○大島管理係長 基本的にこの４か所につきまして

は、まず窓口で受け付けをしている、そちらで申

請を受け付けして料金の支払いをしている、かつ

利用の多い施設となっております。 

○松野委員 それは利用者からの意見もあって導入

されたということですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○大島管理係長 利用者からの御意見もございます

し、市としても先般デジタルのいわゆるキャッシ

ュレス決済とかそういうのを普及していこうとい

うとこもございますので、今回導入をして入れた

というところです。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 ちなみにそのキャッシュレス決済なん

ですが、クレジット決済のほかＰａｙＰａｙとか

どういったものが利用できるんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○大島管理係長 おっしゃるとおりです。 

  例えば、楽天Ｐａｙとか、いわゆるＰａｙＰａ

ｙとか、あとはちょっといわゆる使う方はいるか

というのがあるんですけれども、いわゆる   

 ｉＰａｙとか、ああいったものを使えるような

形です。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 実際に導入して利用率というか、実際

に利用者からの感触というか、それはどういった

感じでしょうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○大島管理係長 すみません、利用者からという声

は把握はしていないんですけれども、決済してい

る金額で申し上げますと、大体全体の使用料の、

そうですね、10％前後は、今利用料としては10％

ぐらいはその、いわゆるキャッシュレス決済でお

支払いをいただいているという実情です。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 まだ10％程度ということなんですけれ

ども、それはまだキャッシュレス決済ができるん

だよということの周知が行き渡っていないからな

んでしょうか、それとも利用される方の年齢層と
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かでやっぱりそのぐらいの利用率なんでしょうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○大島管理係長 我々、体育施設で申し上げますと、

基本的お支払いいただくというのは窓口のみの状

況でして、そういった方でお支払いいただくとき

にキャッシュレス決済はできますよということで、

当然窓口でお伝えしていますし、そういったこと

で告知しておりますので、払われる方の、どこ何

で払うかという選択の結果なのかなと思っており

ます。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 利用される方の年齢層はちょっと高め

だったりとかしてキャッシュレス決済にあまりな

じみのない方が多いからやはり10％ぐらいにとど

まっている感じはないでしょうか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○関谷スポーツ振興課長補佐 利用の内訳を見ます

と、個人利用のトレーニングルームですとかああ

いったところは、キャッシュレス決済は比較的多

いかと。体育館とかグラウンドとか複数人でシェ

アして使うようなところは、なかなか割り勘とか

がしづらいという事情があって、なかなかキャッ

シュレスが伸びない理由の一つかなというような、

ちょっと肌感覚ですけれども、そんな分析をして

いるところです。 

○松野委員 ありがとうございます。理解しました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 歳入の部分で、プールの利用と施設の

利用が増えたという歳入のですね、あれの理由は

何と、どこにあったのかというのは。 

  例えば、小学生が利用しているからその分上が

ったとか、そういうことも入って、あくまで一般

の方の利用者で増えたのか、その辺ちょっと聞き

たいんですけれども。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 やはり先ほどもホースガ

ーデンのときもお話ししましたが、コロナ禍で一

旦落ち込んだんですけれども、そこからまた盛り

返しているということではないかというふうに考

えています。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 その小学生とか使うやつはカウントし

ていないんですか、授業で使うやつ。 

○佐藤委員長 課長。 

○東泉スポーツ振興課長 学校が授業の一環でプー

ル使っていることにつきましては、当然お金頂い

ていませんので、人数には入っていない。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 じゃ、出た単価をその料金で割った人

数が全て利用者ということで計算しているという

ことでしょうね、その入っていないということは、

利用単価で人数は出てくるということですよね。 

〔「単位で出てくるということですね」と

言う人あり〕 

○齊藤委員 そうそうそうですね、でそれが増えて

いるということでいいんですよね、そうするとね、

はい分かりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 総務費の中のレガシー事業推進費なん

ですけれども、これは国体が終わって、東京オリ

ンピック・パラリンピックが終わってつなげてい

くのに、こうやって取組があるんですけれども、

総括、どうだったでしょうかという、そのレガシ

ーが継承されたのかどうか、事業行った結果。93

ページですよ。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○関谷スポーツ振興課長補佐 レガシー事業なんで

すけれども、事業としてはブラインドサッカーの
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体験教室ということで、市内の４校で子供たちに

その視覚障害者の理解とかスポーツに触れ合う機

会、こういったものを実施しまして、小さいうち

から、お子さんのうちからそういう機会を設ける

ことで、その成長につれて障害者への理解とかそ

ういった自然に身につくようなものとしては、地

道に活動を続けていくしかないかなと思っている

ところです。 

  パラスポーツの体験教室として、今回は、令和

６年度は１月28日に東原小学校にパリパラリンピ

ックの長距離ランナーの唐澤剣也さんとガイドラ

ンナーの小林光二さんに来ていただいて、講演を

いただいたという活動になっておりますので、そ

れも小林光二さんが本市出身なので、那須塩原市

ならではの取組かなと思っております。 

  ただし、東京オリンピック・パラリンピックも

開催から大分たちまして、パリパラリンピックも

開催しましたので、この事業費としましては、令

和７年度からは科目としては残さずに、スポーツ

振興費の中で事業の継続という形で実施しようと

思っているところでございます。 

○齊藤委員 はい、分かりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終結したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  スポーツ振興課所管の審査事項は以上となりま

す。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ４時５０分 

 

再開 午後 ４時５６分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○佐藤委員長 本日の審査事項は全て終了となりま

した。 

  委員の皆様から何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 執行部何かございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、以上で本日の委員会を散
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会といたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ４時５７分 
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福祉教育常任委員会／予算常任委員会及び決算審査特別委員会（第二分科会） 

 

令和７年９月１９日（金曜日）午前１０時００分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 佐 藤 一 則 副 委 員 長 林   美 幸 

委 員 松 野 真 弓 委 員 星 野 健 二 

委 員 齊 藤 誠 之 委 員 平 山   武 

委 員 中 村 芳 隆 委 員 金 子 哲 也 

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

保健福祉部長
兼 福 祉 
事 務 所 長 

板 橋 信 行 社会福祉課長 福 田 正 樹 

社会福祉課長
補 佐 

小 田 由起子 福祉政策係長 吉 村 明 倫 

地域福祉係長 井 上 芽久美 
地 域 福 祉 係 
副 主 幹 

田 端 政 昭 

障害福祉係長 荻 原 直 美 
西那須野庁舎
担 当 主 幹 

添 谷 弘 美 

生活福祉課長 高根沢 寿 夫 
生活福祉課長
補 佐 兼 
生活支援係長 

若目田 治 之 

保 護 係 長 大 森 義 智 保護係副主幹 梅 田 千 尋 

高齢福祉課長 佐 藤 裕 之 
高齢福祉課長
補 佐 兼 
高齢福祉係長 

金 山 富美恵 

介護管理係長 山 田 慎太郎 介護認定係長 君 島 栄 三 

地域支援係長 平 山 隆 美 国保年金課長 江 連 宣 仁 

国保年金課長
補 佐 兼 
管 理 係 長 

横 山 純 一 国保年金係長 人 見 栄 作 

西那須野庁舎
担 当 副 主 幹 

江 連 真由子 

健康増進課長 
（黒磯保健セ 
ンター所長、 
西那須野保健 
セ ン タ ー 
所 長 ） 

亀 田 康 博 
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保健予防係長 阿久津 宏 介 
健 康 増 進 係 
副 主 幹 

大 島 圭 子 

 

出席議会事務局職員 

書 記 黒 沢 大 輔   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔保健福祉部〕 

    ・保健福祉部長挨拶 

   〔健康増進課〕 

    ■予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第６０号 令和７年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    ・議案第６１号 令和７年度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

    ■決算審査特別委員会（第二分科会） 

    ・認定第 １号 令和６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ２号 令和６年度那須塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ３号 令和６年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔生活福祉課〕 

    ■予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第６０号 令和７年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    ■決算審査特別委員会（第二分科会） 

    ・認定第 １号 令和６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔高齢福祉課〕 

    ■予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第６０号 令和７年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    ・議案第６３号 令和７年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

    ■決算審査特別委員会（第二分科会） 

    ・認定第 １号 令和６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ４号 令和６年度那須塩原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔国保年金課〕 

    ■予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第６０号 令和７年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    ・議案第６１号 令和７年度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 
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    ・議案第６２号 令和７年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

    ■決算審査特別委員会（第二分科会） 

    ・認定第 １号 令和６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ２号 令和６年度那須塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ３号 令和６年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔社会福祉課〕 

    ■予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第６０号 令和７年度那須塩原市一般会計補正予算（第６号） 

    ■決算審査特別委員会（第二分科会） 

    ・認定第 １号 令和６年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○佐藤委員長 皆さん、おはようございます。 

  散会前に引き続き、委員会を再開いたします。 

  ただいまの出席委員は８名です。 

  それでは、次第により本日の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保健福祉部の審査 

○佐藤委員長 これより、保健福祉部の審査を行い

ます。 

  初めに、保健福祉部長から御挨拶をお願いしま

す。 

○板橋保健福祉部長 （挨拶。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎健康増進課の審査 

○佐藤委員長 ただいまから、健康増進課の審査に

入ります。 

  担当課の皆様、お疲れさまです。 

  健康増進課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６０号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 それでは、議案第60号 令和７年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○亀田健康増進課長 （議案第60号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 １ページのほうの健康づくり７万円な

んですが、国からの補助金ということで事業の推

進に充てるというんですけれども、この補助率と

かその内容をもうちょっと詳細をお聞かせくださ

い。 

○佐藤委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 まず、補助率ですが、２分の

１になります。 

  内容なんですが、講習会に係る消耗品費、テキ

スト代とかです。あと、食材費、これは調理実習

を行います。また、通信運搬費、郵送代になりま

す。こちらの合計額が14万というところで、補助

率２分の１で７万円の交付金となってございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 その14万は課内でそういうのを事業を

推進していくための計画を立てて推進をした結果、

採択されて頂いたお金という認識でよろしいでし

ょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 委員おっしゃるとおりです。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 新型コロナウイルスのほうの基金を積

み上げるというんですけれども、元利的に合計今

幾ら残っているか分かりますか。 

○佐藤委員長 係長。 

○阿久津保健予防係長 細かい金額で申し上げます

か。 

○齊藤委員 分かれば。 

○阿久津保健予防係長 今回の補正予算のところで
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令和７年度期首残高となります。こちらのほうが

４億4,902万2,923円が最新の残高となっておりま

す。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第60号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第60号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６１号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第61号 令和７年度那須

塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○亀田健康増進課長 （議案第61号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  星野委員。 

○星野委員 この返還金なんですが、実際に何名の

方の予算要望で、実績は何名だったのか、教えて

ください。 

○佐藤委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 交付申請では8,600人で申請

しましたが、実績は7,966人になりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 
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  議案第61号 令和７年度那須塩原市国民健康保

険特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり

可決すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第61号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  続きまして、予算常任委員会（第二分科会）を

決算審査特別委員会（第二分科会）に切り替えて

審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 認定第１号 令和６年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  なお、説明に当たっては金額に大きく変更のあ

った項目や新規事業を中心に御説明してください。

それでは、よろしくお願いします。 

  課長。 

○亀田健康増進課長 （認定第１号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  林副委員長。 

○林副委員長 133ページ、自殺対策強化事業費

（140事業）のその他委託料、メンタルチェック

システムこころの体温計について、詳細を教えて

ください。 

○佐藤委員長 副主幹。 

○大島健康増進係副主幹 自分でできるメンタル面

のセルフチェックになります。今、どなたでも携

帯をお持ちになっているので、ＱＲコードのほう

からアクセスしていただくと、ウェブ上に簡単な

アンケートはあるんですけれども、日頃の予定が

予定どおり行っていますかとかそういうのを答え

ていくと、ある程度あなたの今のストレス度と周

りの環境とかというところがちょっとかわいらし

い絵で判定というのが出てくる形になっています。 

  それが全てではないんですけれども、これの主

な目的としては、チェックをした後に、相談先へ

というところのリンクが用意してあります。何か

自分で思い悩むところがあるときには、そのリン

ク先へ、携帯の中からぽっとつながるようにとい

うところでの相談先の案内。 

  自殺対策の計画を立てたときに、私たちのほう

で周知がまだ足りない、自殺対策というところの

相談先を皆さん知らないというところが問題にな

りましたので、その周知の方法の一つとしてこち

らを用意させていただいております。 

  今年度に関しては、市内の高校生と市内の中学

生に全員配らせていただいて、周知を図っている

ところです。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 ありがとうございます。理解いたし

ました。 

  その紙の状態で配布しているだけなのか、その

他何らかのホームページに張ってあるとか、常に

どこかで目に触れるようなものになっているとか、

そういったことはやっているのか、伺います。 

○佐藤委員長 副主幹。 

○大島健康増進係副主幹 ホームページ上に設定し

ておりますので、那須塩原市 こころの体温計と

入れていただければ出てくるような形になってお

ります。あとは、この紙というところになるんで

すけれども、その２点、周知としてはそこぐらい

かなとは思っております。 

○佐藤委員長 林副委員長。 
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○林副委員長 そうすると、高校生のところの目に

触れるという場合もホームページと配布したとき

だけ、しかも今現在は目に触れられないというと

ころなのか、伺います。 

○佐藤委員長 副主幹。 

○大島健康増進係副主幹 自殺の多い夏休み明けと

いうところを見据えて、夏休み前に配らせていた

だいておりますので、そのときだけというか、そ

のときから持っていただけるという点では、この

紙が配られたときというところとホームページ上

ということになります。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 分かりました。 

  続いて、伺います。 

  175ページの健康づくり推進費（10事業）、健

康ポイント事業運営費、このアプリを入れた後の

導入後の効果について伺います。 

○佐藤委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 導入後の効果というところで

ございますが、まずアプリ方式の前、令和３年か

ら５年の３年間やっていた歩数計を配布しての健

康づくり事業やっていたんですが、そのときはや

っぱり歩数計を配るという関係上、500人が上限

だったというところがあります。 

  今回このアプリを導入しましたところ、現在登

録者数が令和６年度末2,361人まで増えていると

いうところで、まず多くの方に御利用いただける

なという点が大きな効果と考えてございます。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 前回からアプリを導入した後は増え

たというところで理解しました。 

  続いて、伺います。 

  172ページ、保健衛生総務費（20事業）、報償

費、保健センター診療所管理医師手当２人（黒

磯・西那須野）、この２人である理由を教えてく

ださい。 

○佐藤委員長 係長。 

○阿久津保健予防係長 こちら保健センター診療所

管理医師手当２名（黒磯・西那須野）となってお

ります。こちらにつきましては、黒磯保健センタ

ー及び西那須野保健センター、こちらが診療所と

して登録をしていることから、各１名ずつ、そこ

の診療所を管理する医師、これを登録する必要が

ございます。 

  現状は、こちら黒磯地区医師会、西那須野地区

医師会、それぞれの会長に充て職ということでお

願いをさせていただいております。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 ちょっと私の理解不足ですみません。 

  保健センター診療所に管理医師が必要であるか

ら、それぞれに充て職があって、そこにお金が充

てられているという理解でよろしいですね。 

  私、ここが診療所で休日当番の医師なのかと思

って聞いてしまったので、ごめんなさい。理解し

ました。 

  その下の休日在宅当番医手当61日というこの61

日の理由について教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○阿久津保健予防係長 こちら休日在宅当番医手当

となります。61日とございますが、基本的に休日

在宅当番医、これは日曜日及び祝日、そして年末

年始こういった日数の中で、休日とは言え、当番

医を当てて診療所を開けていただくという期間に

なっています。 

  このうち全体でいくと細かい数字で申し訳ござ

いませんが、日曜祝日そして年末年始七十何日あ

るんですけれども、このうち那須塩原地域、那須

町と診療所を一緒にしておりまして、那須町のほ

うでも年間で10日程度開けていただきまして、差

引き61日を那須塩原市の診療所、こちらを開けて
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いただくことで対応しております。 

  ということでの61日間、報酬が２万1,000円掛

けさせていただいて128万1,000円というのがこち

らの歳出予算の決算額となっております。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 那須町と那須塩原市で休日を分けて、

那須塩原市の分を割り当てたということを理解し

ました。 

  この日数は限られた休日の中で開けていた手当

だというところは理解したところなんですが、那

須町と那須塩原は１診療所ずつ開けているという

解釈でよろしいですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○阿久津保健予防係長 那須塩原及び那須町で合わ

せて、例えば日曜日に１か所のイメージです。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 その状態で現在足りて、休日当番の

受皿として不足はないのかを伺います。 

○佐藤委員長 係長。 

○阿久津保健予防係長 不足はございません。特段

の診療所側からとても手が足りていないとかこう

いったお話は上がってきていないというところと、

今、両地区で合わせて１か所となった経緯につき

ましては、診療所サイドのほうから、医師会サイ

ドのほうから医療ソースの観点もございまして、

合わせても問題ないのではないかというところか

ら、今に至るという状況になっております。 

○林副委員長 理解しました。 

  私からは以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星野委員。 

○星野委員 177ページの生活習慣病予防対策費で、

報償金の中でいわゆる推進相談員、これが増にな

ったということなんですが、その増になった理由

についてお伺いします。 

○佐藤委員長 副主幹。 

○大島健康増進係副主幹 高血圧というところがコ

ロナを機会に、少し私たちのほうから呼び出しの

ところから少し外していたところがありまして、

健診を受けられて結果相談をお返ししますよとい

うときに、個別の相談を健診の結果と引換えに行

いますよという形で呼び出しをさせていただいて

いるんです。その呼び出しの人数を血圧のところ

を増やしたものですから、その分、栄養士さんの

ところを増強させていただきました。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 分かりました。コロナによってという

ことで。 

○大島健康増進係副主幹 コロナ前は血圧とか、高

脂血症とか本当にいろいろすごく人数を呼び出し

していたんですけれども、そのときには集団教育

とか感染のところをあまり考慮されていない形で

の健康教育を行っていましたので、そのときはあ

まりかからなかったんですけれども、今、１対１

の御相談というところでやりますので、人数のと

ころが少し必要になってきたということです。 

○星野委員 何名増員になったんですか。 

○大島健康増進係副主幹 呼ぶ対象者のほうは299

人増加しております。その前が大体同数なので、

約倍というところでお呼び出しをしているような

形になります。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 分かりました。 

  続きまして、178ページの風しん追加的対策抗

体検査ということで、６年度は何名ほど抗体検査

に来られたか、分かりますか。 

○佐藤委員長 係長。 

○阿久津保健予防係長 風しんの追加的対策、こち

らで抗体検査を実施した件数は287人となってお

ります。 
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○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 これは年々増えている方向ですか、そ

れとも変わりなし。 

○佐藤委員長 係長。 

○阿久津保健予防係長 風しんの追加的対策につき

ましては、対象者が昭和55年からの方なんですが、

こちらの対象者の方につきまして、当面の期間、

抗体検査と接種を推進をさせていただいていたん

ですが、令和６年度は最終年度となっていまして、

こちらのほうも接種勧奨等させていただいた経過

もございましたところから、令和６年度について

は、抗体検査及び接種数については少し増えてい

るという状況がございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 173ページのところでちょっと教えて

ほしいんですけれども、夜間診療と公的病院の受

診が上がったから上がったという説明があったん

ですよね、さっき。 

  それで、これは診療受けた後に精算されて決定

した額ということでいいんですよね。 

○佐藤委員長 係長。 

○阿久津保健予防係長 こちらの説明の中で、行政

事務組合負担金と、もう一つ、公的病院等支援、

こちらは補助金ということでございまして、公的

病院等支援補助金についての御質問だと思うんで

すが、こちらにつきましては、各医療機関の小児、

周産期、こういったところの病床数を基に前年度

の利用患者数、こちらの３市町合併で支出してい

る補助金ございまして、患者数の配分で金額をは

じいているというところで、どうしても割合では

じいておりますので、少し前年度増減というとこ

ろが出ているものとなっております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 その割り方は人口割とかそういう計算

ではなくて、那須塩原の人が通ったとかじゃなく

て、那須地区で全員通ったところを何かで割って

いるという解釈なんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○阿久津保健予防係長 こちら患者割の考え方につ

きましては、病院の利用者の中から基本的には那

須町、那須塩原市、大田原市、ここをまず分けま

して、その他の方々、それぞれのやはり利用実態

に即したところで補助金を出していくというとこ

ろで、那須塩原市利用者数、これの割合で掛けさ

せていただいております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 了解いたしました。 

  夜間救急診療のほうなんですけれども、昨今、

診療を受けたところで多分払っているということ

だから問題はないと思うんですけれども、言い方

悪いんですけれども、大した状況でもないのにお

電話をして病院まで救急車で運ばなきゃならない

という話を聞いていたんですけれども、そういっ

た事例みたいなのというのは報告なしで、たまた

ま請求されたのを市は払っちゃっているみたいな

感じなんですか。それとも、状況はそういう話と

かは聞けるんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○阿久津保健予防係長 夜間救急診療、こちらにつ

きましては、基本的には事務の一時的な部分を広

域行政事務組合、こちらのほうで執っております。 

  基本的にはクレーム、こういったところはもち

ろんそこに落とされていった中でより具体なもの、

市、町に直結するものについては報告があるとこ

ろです。 

  現状のところで何か大きな差し障りがあるとい

う認識はありません。夜間急患ですので、一般の

診療が終わった中で時限的ではありますが、駆け

込みで入ってくる方、この中にはやはり大小の
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方々いらっしゃると思うんですが、適時適切な対

応が取れているものと把握しております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 分かりました。 

  先ほど言った医師群の輪番制も結構大変だから

下りたいという病院の話も聞いていたりする中で、

この夜間診療と休日を併せた中での対応だったら

ちょっと聞きたかったというだけだったんです。

すみません。理解いたしました。 

  続きまして、174の新型コロナウイルスの接種

費なんですけれども、単純に接種された方の人数

は聞けるのかな。書いていないよね。その辺は大

丈夫でしょうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○阿久津保健予防係長 こちら新型コロナウイルス

ワクチン接種費につきましては、令和５年度まで

はこちらのほうで特例臨時接種、いわゆる無料で

の接種費を計上しておりました。 

  令和６年度に計上させていただいたのは、令和

５年度までに実施した事業の残務処理の部分にな

ります。ですので、令和６年度に実際に実施した

のは、今度は定期接種のほうに切り替わりまして

予防接種費にお金が入っているわけですが、あく

までこちら残務処理ということですので、接種件

数、これについての費用というところというより

かは、最終的にこのときに払わざるを得なかった

ものを扶助的委託料等で計上しているにとどまっ

ているものになります。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 分かりました。じゃ、予防接種費のほ

うに飛びます。 

  今のところだと数は出ていますか。 

○佐藤委員長 係長。 

○阿久津保健予防係長 こちら新型コロナウイルス

感染症定期接種に関しての件数でよろしいでしょ

うか。 

○齊藤委員 はい。 

○阿久津保健予防係長 こちらについては4,475人

の接種を行いました。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 任意の接種ということなんですけれど

も、特段、令和６年度からはそういうシステムが

変わったよという周知だけで、極端な話、ワクチ

ン接種を勧めているみたいな、そういう啓発に関

してはどうだったんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○阿久津保健予防係長 流れから申し上げますと、

令和５年度は無料の特例臨時接種、令和５年度は

定期接種、これが10月から３月において、いわゆ

る高齢者のインフルエンザの接種のようなものと

同じイメージで推進しております。こちらについ

ては、予防接種法上、Ａ類、Ｂ類というものがご

ざいまして、Ａ類はいわゆる小児接種、努力義務

があって接種をするもの、社会防疫を図るもので

ございます。コロナ、インフルにつきましてはＢ

類というほうに定義されまして、これは個人防疫、

個人の重症化のほう、こういったものを目的に行

われるものとなっております。 

  ここにつきましては、こういった観点もござい

ますので、何か大々的にキャンペーンを打って周

知をするというよりかは、しっかりと医療機関、

こういったところにポスター等を配布させていた

だきまして、接種御希望の方については漏れなく

接種をいただける体制を整えるというところで実

施をしておりました。 

  もちろん広報ですとか、広くみるメール、こう

いったところにつきましては、最低限やらせてい

ただいた上で、目につく場所には情報がある状況

にしておいたというのが我々の体制となっており

ます。 
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○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 分かりました。書いてあったのによく

見なかったので、すみません。4,475人、書いて

ありました。 

  あともう一個、子宮頸がんワクチンのほうなん

ですけれども、上は定期接種で、多分２回目から

３回目の人は１回目打った後の回数だと思うんで

すが、任意の接種のところでＨＰＶと書いてある

のが、これが１回目のことなんですかね。 

  ＨＰＶと書いてあって、任意予防接種の状況、

表です。ページ179の中段の一番下の表のＨＰＶ

が４と書いてあるんですけれども、帯状疱疹の下。

上と何か違うんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○阿久津保健予防係長 こちら任意予防接種の状況

の中のＨＰＶ、４となっております。こちらにつ

きましては、ＨＰＶ感染症に係る予防接種費助成

というものがございまして、これは任意予防接種

についての助成となるんですが、キャッチアップ

が始まる前に御自身の費用で接種をされた方、こ

ういった方が一定数いらっしゃいまして、この方

については自費で接種をされているので、そこに

ついて費用助成をするという制度がございまして、

そちらを利用してのいわゆる償還払いのような形

で支出をさせていただいた方々となっております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 今、条件はどうなっているんですか。

年齢的には同じ構成のままですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○阿久津保健予防係長 こちら少し制度、分かりづ

らくて申し訳ないんですが、ＨＰＶの流れから御

説明させていただきますと、ＨＰＶ、平成25年に

定期接種が始まったんですが、そのすぐ後にちょ

っと健康被害等が多くマスコミ報道等ございまし

て、そこから長い期間、積極的な接種勧奨が差し

止められた時期というものがございました。 

  こちらのほうが主流となったのが令和４年度と

いうところで積極的接種勧奨が再開となりまして、

令和４年度からこの段階からキャッチアップ接種

というものが始まりました。このキャッチアップ

接種というのは、積極的接種勧奨を差し控えた時

期に対象者であった方につきまして、既に対象か

らは外れているんですが、接種ができますよとい

う体制を整えたものです。 

  こちらで問題となってくるのが令和４年度から

キャッチアップが始まったんですが、令和３年度

までに積極的接種勧奨を差し控えていた時期のた

めに接種対象の時期を外れて、それでも接種をさ

れた方というところは接種されたので、ここにつ

いては市のほうで助成をして工面をしましょうと。

手続が任意接種の費用助成上、制度化させていた

だいて実施をさせていただきました。 

  こちらについてはやはり令和４年度以前に接種

をした方というところで、この制度を見聞きした

方が申請を上げてくるという状況ですので、年間

において多く申請があるものではないのですが、

キャッチアップは令和６年度でひとまず終了して

おりますので、令和６年度終了の中で、そういっ

た情報を見聞きして申請を上げてきた方が４名い

らっしゃったという状況になっております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 ありがとうございます。 

  前は17歳までに終えればゼロというのがあった

じゃないですか。その間、キャッチアップかける

まで受けなかった人は当然年齢が上がっていって

しまいますよね。対象年齢としては打つ年齢制限

というのはあるんですか。１回目って。 

○佐藤委員長 係長。 

○阿久津保健予防係長 なかなか推移が長いもので

申し訳ないんですけれども、キャッチアップとい
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うところで申し上げますと、平成９年に…… 

○齊藤委員 後でもいいですよ。 

○佐藤委員長 係長。 

○阿久津保健予防係長 申し訳ございません、キャ

ッチアップの条件、年齢的な上限の部分につきま

しては出生年が平成９年の方、令和７年度時点で

すと28歳なんですが、令和６年度で制度終了です

から、昨年の時点で27歳の方までが対象となって

いらっしゃるということになります。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 分かりました。 

  あと２つぐらいなんですけれども、女性のみな

らず、男性も打てると報道で見たんですが、そう

いう異性の方で接種されたという報告はあるのか、

もし教えられたら聞きたいんですけれども。 

○佐藤委員長 係長。 

○阿久津保健予防係長 ＨＰＶワクチン、こちらの

男性接種につきましては、依然として定期接種化

はしていないものでして、ただ、国の分科会のほ

うではその制度の承認に向けて討論が進んでいる

というところがあります。 

  市町村の中では、基本的にやはり接種の費用助

成が起こったものについては報告があるんですが、

それ以外、任意で行われたものについては報告が

ありませんので、どれくらい打たれたかという情

報は入っておりません。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 分かりました。ありがとうございまし

た。 

  最後なんですが、先ほど説明があったとおり、

キャッチアップ行くために不安であった時期、平

成25年、26年の頃は一旦、体調に異常がある報告

が事例が出たので、接種を差し控える、市として

は勧めなかった。 

  今、勧めるようになったんですけれども、例え

ば御相談に来たときというのは、市の制度の説明

の姿勢としては、受けたほうがいいよという言い

方をしているのか、結局は選ぶのはそこの御家庭、

御自身だと思うんですけれども、どういった体制

をしてきたのかというのをお聞きしたいんですけ

れども、キャッチアップが始まってからですが。 

○佐藤委員長 係長。 

○阿久津保健予防係長 キャッチアップ制度が始ま

ってからというところで申し上げますと、もちろ

んこちらは積極的接種勧奨が再開となっておりま

す。こちら積極的という言葉があるんですが、い

わゆる努力義務を再度広く伝えることができる状

況となっておりますので、基本的には国の方針と

しては、接種をしたほうが自身の努力の範囲内に

はなりますが、そういうものであると。 

  ＨＰＶももちろん、そのほかの小児の接種同様、

社会防疫を図るものとなっておりますので、広く

接種をしていく中で社会的にそれを防疫していく

というところの観点で、例えばそこに絶対あなた、

接種してくださいということはないですけれども、

こういった言葉の中で接種の勧奨をさせていただ

いているというところになります。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 分かりました。 

  あと最後、その他保険料の予防接種事業賠償補

償、これは何があったのか、お聞きしたいんです

が、32万円。 

○佐藤委員長 係長。 

○阿久津保健予防係長 こちら178ページの役務費、

その他保険料32万円でよろしいでしょうか。 

○齊藤委員 はい。 

○阿久津保健予防係長 こちらにつきましては、予

防接種事故賠償補償ということで、例年なんです

けれども、予防接種の接種の際に何か事故等があ

ったときにこういった保険で補塡をするというた
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めの保険料になりまして、実際何か賠償したとか

そういったものではなくて、単に事前の保険料と

いう名目になっております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 分かりました。だったらそう書いても

らいたいんですけれども、この書き方だと何かあ

ったと聞きたくなっちゃうので、何とか掛金とか

何か、次年度以降はそうしてください。 

  以上です。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 聞き漏れがあったので、続けて聞き

ます。 

  172ページの先ほどお伺いした保健衛生総務費

（20事業）の休日在宅当番医手当で、現在の状態

で不足はないという回答だったかと思うんですけ

れども、年末年始に関して小児の受皿としては不

足はなかったのか、伺います。 

○佐藤委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 ６年度は９連休ということも

ありまして、インフルエンザが大流行したという

ところで、実は年末年始だけは物すごい人数で、

診療所がパンクしたという状況になってございま

した。 

  特に大田原地区なんかは小さい診療所なので、

駐車場が30台程度しか入らないもので、交通渋滞

引き起こして警察が出るような事態にもなってお

りますので、現在、その解消に向けての対応を広

域医療部会で検討しているところでございます。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 ありがとうございます。 

  対策をされているということで安心したんです

が、受皿としてどうしても小児から成人までいる

かと思うんですけれども、小児の受診が断られる

場合が多いということ伺ったので、小児を診る体

制をどうにかしてもらいたいかなと思って、意見

です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  松野委員。 

○松野委員 すみません、175ページの１項２目予

防費の健康づくり推進費なんですが、その中の中

段の健康いきいき21プラン普及啓発リーフレット

というのはどういったものか、内容を教えていた

だいてよろしいですか。 

○佐藤委員長 副主幹。 

○大島健康増進係副主幹 健康アプリのＣＭという

ことで、がん検診のお申込みを各世帯に取るとき

に同封させていただいているチラシ１枚になりま

す。今年度は健康アプリのＣＭということでさせ

ていただきました。一昨年度は歯科関係のＣＭと

いうか、広報ということでさせていただいており

ます。 

  うちでつくっているプランのほうの中にのっと

って１つずつ順番に毎年、せっかくのがんを受診

される年代がいられる世帯、比較的うちの中では

一番大きな広報の機会ですので、そこにプランの

推進するべきところを毎年載せさせていただいて

いるものになります。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 そうすると、毎年、リーフレットの内

容は変えているということですね。 

○大島健康増進係副主幹 変わります。そのときに

よってというところもあります。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 毎年変えている内容というのは、どの

ような形で決定しているんでしょうか。 

○佐藤委員長 副主幹。 

○大島健康増進係副主幹 プランにのっとって今年

決めるというところは課内の会議でありますけれ

ども、あまり偏らないようにとか、今回に至って

は新しいアプリというものが出ましたので、そう
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いうところを広く勧めていこうというところで決

めています。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 ありがとうございます。 

  そういったリーフレットを目にして、実際にそ

ういった目にしたものを実践したりとか、そうい

った効果というものは実際現れているんでしょう

か。 

○佐藤委員長 副主幹。 

○大島健康増進係副主幹 今年に関してはアプリの

ＣＭをさせていただきましたので、１月にがん検

診の申込みがかかるんですけれども、１月の登録

者数がとても増えたという実感はございます。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 すみません、続きまして、次の質問さ

せていただきたいんですが、177ページの１項の

予防費で、生活習慣病予防対策費の中の中段より

ちょっと下なんですが、健康診断で集団健診、個

別検診で骨粗鬆症、肝炎、歯周病というのがある

んですが、これは毎回でなくて、節目健診みたい

な形で健診ができる年齢というのは決まっている

んでしょうか。 

○佐藤委員長 副主幹。 

○大島健康増進係副主幹 そのとおりです。骨粗鬆

症検診に関しては40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、

65歳、70歳の女性でございます。 

  あと、肝炎ウイルスに関しては、41歳、46歳、

51歳、56歳、61歳、66歳、71歳という年齢の方が

無料で受けられるというだけで、一生のうちに１

回は受けられますので、その間の年齢の方も自己

負担いただければ、集団のほうで受けられるよう

な体制になっています。 

  歯周病に関しては、令和６年、新たに20歳、30

歳が加わったところではありますけれども、加え

て40、50、60、70というところで決められた年齢

の方に受診券を送付して受けていただいているよ

うな形になります。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 女性に限られている理由というのは。 

○佐藤委員長 副主幹。 

○大島健康増進係副主幹 骨粗鬆症に関してなので、

女性が多いからというところであります。やっぱ

り費用対効果の関係になります。女性のほうが多

いし、転んで骨折してしまうというところが女性

が多いというところなので、そのようになってご

ざいます。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 例えば男性の方で男性は受診できない

のかという、そういったことというのは今までに

あったんでしょうか。そういった要望というか。 

○佐藤委員長 副主幹。 

○大島健康増進係副主幹 ないこともないんですけ

れども、御自身で受診していただければ、整形外

科のほうで骨密度というものは測れますので、そ

こが心配だということであれば、整形外科のほう

をお勧めするような形になります。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 そうすると、市の助成でやるのは、あ

くまでも男性の方に関しては自費で受けていただ

くという感じで、納得は皆さんいただいているん

でしょうか。 

○佐藤委員長 副主幹。 

○大島健康増進係副主幹 そのとおりです。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 あと１件ほど、先ほど林副委員長がお

話ししていた「こころの体温計」なんですが、こ

れは私も実際アクセスしてどんなものかやってみ

たんですけれども、どのぐらいの子たちが実際利

用しているか、アクセス数というか、そういった

ものというのは把握はしていらっしゃるんでしょ
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うか。 

○佐藤委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 毎月、委託しているアプリ会

社からアクセス数という報告がこちらに来ており

ます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第２号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 次に、認定第２号 令和６年度那須

塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。 

  執行部から議案説明を簡潔にお願いします。 

  なお、説明に当たっては金額に大きく変更のあ

った項目や新規事業を中心に説明してください。

それでは、よろしくお願いします。 

  課長。 

○亀田健康増進課長 （認定第２号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  中村委員。 

○中村委員 恥ずかしながらちょっとお聞きしたい

んですが、特定とつくものはどういう健診を指し

て言われているのかを教えてください。 

○佐藤委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 健康診査の前に特定とつく理

由でございますが、こちらはメタボリックシンド

ロームの予防を主眼とした健康診査の内容になる

というところで、国のほうで特定健康診査という

定義をしてございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了



－222－ 

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第２号 令和６年度那須塩原市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定については、原案の

とおり認定すべきものとすることに異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第２号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第３号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 次に、認定第３号 令和６年度那須

塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題といたします。 

  執行部から議案説明を簡潔にお願いします。 

  なお、説明に当たっては金額に大きく変更のあ

った項目や新規事業を中心に説明してください。

お願いします。 

  課長。 

○亀田健康増進課長 （認定第３号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 大変お恥ずかしいんですが、後期高齢

者医療特別会計のこの決算については市民全体と

して捉えていいのか。国民保険なので、国保対象

とか社会保険対象とかその辺の決算に関しては基

本的なことを聞きたいんですけれども、いいです

か。 

○佐藤委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 75歳以上の後期高齢者全員が

対象となってございます。 

○齊藤委員 じゃ、保険も切れちゃうということで

すね、分かりました。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 この特別会計の原資となるものはどこ

になるのか、お伺いしたいと思います。原資とい

うか、支払ってもらうものもあるけれども、多分

助成というか、補助金等をあてがってやっている

と思うんですけれども、介護なら介護の特別会計

とか基金とかあるのは分かっているんですけれど

も、原資はどうなっているのかなと聞きたいんで

すけれども。 

○佐藤委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 県の後期高齢者連合から、こ

ちらの審査実績に応じまして交付金、雑入なんで

すが、雑入として歳入しております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 後期高齢者の新しい心電図が増えたと

いうのもあるんですが、後期高齢者になる人口が

増えていくということでの人口増に関しての対応

として、医療を受けさせる体制としてはしっかり

と周知されていたのかどうかをお伺いしたいと思

います。パンフレットも含めて、後期高齢者にな

った方々への医療に関しての健康保持。 

○佐藤委員長 副主幹。 

○大島健康増進係副主幹 後期高齢者の健診の受診

券は全員に郵送しております、対象の年齢の方へ。

そこでパンフレットとかを同封しておりますし、
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集団で受けるならこちらですよ、個別で受けるの

であればこの医療機関ですよということで、全員

に今のところお手紙という形で周知しております

ので、高齢者に関しても周知が足りないと言われ

ると、これ以上の周知はないなというところです。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 出したことに対しての受診率というの

はここで出るんですか。 

○佐藤委員長 副主幹。 

○大島健康増進係副主幹 後期高齢者の健診の受診

率、令和６年度34.17となっています。これでも

過去５年間最高というところになっています。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 クーポンはお手紙で行っているけれど

も、受けに行けないという理由が結構あると思う

んですけれども、今言ったとおり、後期高齢者デ

ビューした人たちは多分まだ行けると思いますし、

元気な先輩もいらっしゃるんですが、そういった

ところに関して何か分析されていますか。 

  例えば年代別で来ていない人たちが70代は受け

ているのに、90になったら急に下がっちゃうとな

ると理由が分かるんじゃないかと思ったんですけ

れども、そういったものはやられているのかなと

いうのを聞きたかったんです。やっていなければ

やっていないでいいので。 

○佐藤委員長 副主幹。 

○大島健康増進係副主幹 後期高齢に関しては、今

のところ、どちらかというと健康増進分野ではそ

の手前の人たちの分析に今、手を取られておりま

して、すみません、そうならないようにその下の

年代の方の分析を進めているところでございます。 

○齊藤委員 分かりました。大丈夫です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

〔「委員長」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 発言の訂正がございます。 

  先ほど後期高齢者年齢76歳以上と言ってしまっ

たんですが、75歳以上に訂正させてください。 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第３号 令和６年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定については、原案

のとおり認定すべきものとすることに異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第３号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  健康増進課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０９分 
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再開 午前１１時２５分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活福祉課の審査 

○佐藤委員長 ただいまから、生活福祉課の審査に

入ります。 

  担当課の皆様、お疲れさまです。 

  生活福祉課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６０号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 それでは、議案第60号 令和７年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○高根沢生活福祉課長 （議案第60号について説

明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 今、説明があったシステムの改修自体

は、例えば、国の指示でやりなさいというものな

のかどうか確認させてください。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○若目田生活福祉課長補佐 おっしゃるとおりでし

て、今年の４月24日に厚労省通知のほうでこうい

ったシステムの改修ということで、毎年ではある

んですけれども、改修費のほうは市の補正で対応

してございます。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、質疑の途中です

が、議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第60号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第60号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 続きまして、予算常任委員会（第二
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分科会）を決算審査特別委員会（第二分科会）に

切り替え、審査を行います。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  じゃ、お願いします。 

  課長。 

○高根沢生活福祉課長 （認定第１号について説

明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 最初、130ページの行旅人の話なんで

すが、人数に対してあてがっているという話なん

ですが、これ、例えば扶助費に関してのこの人数

とかって分かりますか。 

○佐藤委員長 係長。 

○大森保護係長 令和５年度中が対応した件数が39

件であったのが、令和６年度が21件の18件減少し

ております。 

○齊藤委員 39の18。 

○大森保護係長 39の21件の18件の減でございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 これって、極端な話、身寄りがないの

で、どなたが市にやっていただいているのかとい

うのは分かりますか。死亡届とか。 

○佐藤委員長 係長。 

○大森保護係長 警察であったり病院から依頼があ

って市で火葬するところでございますが、死亡届

とかも死亡診断書を頂いて市のほうで対応してお

ります。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 これは、基本的には別にその生活の水

準は抜きにして全部対応しているということでよ

ろしいですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○大森保護係長 生活の水準に関わらず、身寄りの

ない方で連絡がありましたら対応しております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 となると、この支出に関しては、そう

いった例えば生活水準が高い方が身寄りがなくて

お亡くなりになった場合のこの支出した分は、市

としてはまた歳入として戻せるものなのかどうか

ちょっと聞きたいんですけれども。 

○佐藤委員長 係長。 

○大森保護係長 預金であったり現金がある場合は、

こちらで対応した費用に充てさせていただいてお

ります。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 次が133ページの生活困窮者自立支援

事業なんですが、委託料で学習支援であったり生

活困窮の自立支援事業をやっているんですが、こ

れのその対象みたいな人数は言えそうですか。い

っぱいありすぎる。 

○若目田生活福祉課長補佐 学習支援と自立支援相

談ということで、学習支援のほうは令和５年度が

51名で、令和６年度が26名で減ってはいるんです

けれども、そのような状況になっています。 

  生活困窮のほうなんですけれども、相談実数と

しまして、令和５年度が148件で、令和６年度が

161件ということになっています。 

  委託先のほうについては、学習支援のほうがサ

クシードという事業者と、自立支援相談のほうは

社会福祉協議会のほうということになっています。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 社会福祉協議会に関しては年度当初に

委託ということで一括で支給されていると思うん

ですけれども、こういった事業は、例えば指定管
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理者みたく別な事業ということで、別計上として

こういうふうに対応しているという解釈でよろし

いですか。委託されているという話なので。支出

に関して。それとも、社会福祉協議会に委託を受

けていて、そこから誰かを呼んでやっている分の

支出なのかどうか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○若目田生活福祉課長補佐 こちらは一般会計から

の支出ということで、こういった事業を社会福祉

協議会のほうに相談業務ということで委託してい

ます。主に人件費、社会福祉協議会の中で生活困

窮担当の職員と相談員、５名いるんですけれども、

そういった方の人件費、あとその他の事務費とい

うことで支払っているような状況でございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 分かりました。 

  さっきの課もそうだったんですけれども、書き

方が分からないので、多分、書いておけば俺聞か

ないかなと思うので、さっきも何か補償と書いて

あったから払ったんですかと言ったら保険で支払

ったと言われて。すみません。 

  あと、生保は170、これの保護の開始と廃止の

世帯数とあるんですが、却下件数と廃止件数の内

容、例えば生活水準が上がったためにというのと、

あと例えば違法をしたので却下するとか、そうい

うのがちょっと分かれば教えてほしいんですけれ

ども。 

○佐藤委員長 係長。 

○大森保護係長 却下件数につきましては、新たに

新規に申請された方で保護の該当しなかったとい

う場合に却下になっておりますので、預金が基準

よりも多く持っていたですとか、そういったケー

スが大半を占めるような状況です。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 それ１年に１回やっているんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○大森保護係長 保護の申請に基づき、それぞれ調

査をしまして、それに基づき対応している件数で

すので、その都度申請があった、新たに申請があ

ったその都度調査をして、保護開始であったり却

下であったり、そういったものを判断しておりま

すので。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 そのときって、すごい負担をかけてや

っていると思うんですけれども、その資産等とか

というのはくまなく見ている、本人が理解してい

なかった物件が登場したりとか、そういったもの

が例えばその申請した後に出てきちゃった場合と

かを気づくことができるのかどうかというのをち

ょっと含めたかったんですけれども、そういうの

は大丈夫ですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○大森保護係長 申請時であったり、原則14日以内

に開始または却下の判断を下すことになっており

まして、最長30日までは延長できるんですが、大

半が14日までに判断しておりまして、それまでに

預貯金であったり資産の調査が終わらなかった場

合には、現状、その時点で保護を要する状態であ

れば保護を開始しております。ですので、その後

に発見されたものにつきましては、金銭、預貯金

とか、あとは保険の解約返戻金とか多額のものが

発見された場合には返還になったり、返還した上

で保護廃止になる可能性もございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 じゃ、廃止のほうはどうでしょうか。

廃止件数。これは例えばお亡くなりになったとか

そういうことだとは思うんですけれども、内容を

ちょっと教えてください。 

○佐藤委員長 課長。 

○高根沢生活福祉課長 令和５年度ですと、死亡に
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よる廃止が62件、県外、市外等の転出が14件、ま

た、収入増によるものが９件が主な理由となって

おります。そのほかにもありますが、主なものは

その３点。 

  失礼しました。今申し上げたのは令和５年度で

したので、６年度の数字を改めて申し上げます。

死亡によるものが53件、他市等転出が15件、収入

の増によるものが９件となっております。失礼し

ました。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 先ほども言ったんですけれども、それ

を、調査は一番最初にやると言っていたんですけ

れども、頑張っていろいろ相談して働きだして、

結果として収入がという、そのチェックはいつや

っているんですかと聞きたかったんですが。 

○佐藤委員長 係長。 

○大森保護係長 働き始めて収入がある世帯といい

ますか、方については、毎月、収入申告書という

ものを提出をしていただいておりまして、それに

基づきまして、要否判定といいまして、保護を要

するか要さないかというのを判断しておりまして、

経常的に保護を要しなくなった場合であっても、

一旦、保護停止という形で、急に廃止にするので

はなく停止で３か月程度様子を見て、その後も保

護を要さない状態であると判断した場合には、そ

の時点で、３か月程度見た上で廃止といった対応

を取っております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 その働いているという認識自体は、本

人を信用するということでしかはかれないのか。 

○佐藤委員長 副主幹。 

○梅田保護係副主幹 基本的には本人の収入申告以

外に、年１回、課税調査という税務の調査を行う

ことと、あと本人に対して収入資産報告書という

１年間の報告を義務づけていまして、それで報告

を受けて、その結果足りないものとか、申請した

ときの預金の口座の状況とかを確認して、本人の

申出から足りないものがあった場合は各ケースワ

ーカーが個別に金融機関調査とかを行っているの

で、年１回の裏づけ調査というのを実施している

ような形になっております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 それは義務でやっているということで

すか。相手には絶対出してもらうという。 

○梅田保護係副主幹 出してもらいます。義務です。 

○齊藤委員 じゃ、大丈夫です。すみません、聞く

だけになっちゃった。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 133ページ、生活困窮者自立支援事

業費、15001事業の中で、その他償還金を返した

ところで、さっき説明があったんですが、ちょっ

と私の理解不足なので、もう一度、この２つの返

還金についてもう一度教えてください。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○若目田生活福祉課長補佐 こちら、まず上段のほ

うの生活困窮者就労準備支援事業費補助金のほう

ですね。こちらは令和５年度に  のほうに当初

申請するわけなんですけれども、実際、６年度に

なって精算した場合に、  過不足があったりと

か、少なかったり多かったりとかということで、

それの精算によって返還するものになります。 

  こちらについては、主な内容としましては就労

準備支援といったものがあるんですけれども、こ

ちらが社協のほうに委託した人件費とかになるん

ですけれども、こちらが当初見込んでいた人数よ

りも少なかったというのと、ちょっと人が集まら

なかったというところがありまして、それによっ

て171万4,000円ほど多くなってしまったので、そ
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の分を国に返還したということになります。 

  そのほかにも学習支援事業なんかも、入札差に

よって、実際よりも、申請した額よりもかからな

かったということで、その分を返還しているよう

な形になります。 

  もう一つのほうの生活困窮者自立相談支援の返

還金のほうについても、こちらも先ほどと同じよ

うに令和５年度に申請したものが多かったために

国に返還するというものになりまして、こちらは

障害者就労支援ということで、こちらは市のほう

に、課内のほうに４名の相談支援員さんがいるん

ですけれども、５年度のほうは４人いたわけでは

なくて、１人減とかような形になったためにその

人件費が少なくなったことによって、約100万円

弱のほうを返すということになりました。 

  あとは、住居確保給付金ということで、生活困

窮者の中で住居を失うおそれのある方に３か月分

の家賃を支給する事業になっているんですけれど

も、それの当初予定していた件数よりも少なかっ

たということで、70万円ほど超過したために返還

するといったような内容になっております。 

○佐藤委員長 林委員。 

○林副委員長 理解できました。 

  その準備していた予算よりも執行された分が少

なかったんで、その差額をお返ししたというとこ

ろで理解をしたところなんですが、では、なぜに

準備していたものが使われなかったのか、それは

必要なかったのか、対象者がいなかったのかを伺

います。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○若目田生活福祉課長補佐 対象者ということで、

例えば住居確保給付金なんかは、令和４年度のほ

うは結構人数が多かったということで、それを見

込んで予算を組んで申請するわけなんですけれど

も、実際にはそこまでいかなかったということで、

見込みがちょっと甘かったといえばそれまでなん

ですけれども、それもちょっと読めないところが

ありまして、実際見込んでいたよりも申請する方

が少なかったということで、その分を返したよう

な形になります。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 じゃ、これらの制度に対して、制度

にたどり着かない人などはいないのかを伺います。

こういった制度があるのに対して、活用すること

ができない、氷山の一角の下に埋もれている層は

いないのかを伺います。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○若目田生活福祉課長補佐 こちらは福祉部局全体

で誰一人取り残さないということでやっているの

もありまして、うちのほうでは社会福祉協議会の

ほうでこの相談業務をやっていまして、先ほどの

この自立相談支援の中で来た場合にはそういった

ところへつないだりとか、あとは、やはり高齢の

ほうの地域包括支援センターとかほかの団体とか

のほうから情報も、あとは地域のほうから持ちな

がら、なるべく取り残さないような形でやってい

るような状況でございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 聞き漏らしがあってごめんない。 

  相談支援員が１人減になったというところです

が、これは必要ないから減にしたのか、それとも

何らかの理由で１人足りなかったのかを伺います。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○若目田生活福祉課長補佐 こちらは減にしたわけ

じゃなくて、ちょっと仕事がちょっと続けられな

くなったということで、ちょっと自己都合で辞め

たというところで、その期間空いてしまったとい

うことは、ちょっと足りないところが、募集した

んですけれども、その時期に募集の方が来なかっ
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たということで、ちょっと相談支援員さんの空白

の期間が生まれてしまったので、こういった減額

になったということです。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 じゃ、現在は足りている。これ。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○若目田生活福祉課長補佐 今、４名ということで、

人数足りているというか、うちのほうで要望して

いる人数のほうで相談のほうをさせてもらってい

るような状況です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星野委員。 

○星野委員 すみません、130ページのさっきの 

 行旅人ですが、令和６年度は21人でしたっけ。

21人ですよね。これは全て火葬されたということ

か。 

○佐藤委員長 係長。 

○大森保護係長 全て火葬した人数でございます。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 中には献体というあれもありますよね。

献体のほうにということは。過去において、那須

塩原市ではそういう例はあったのかどうかお伺い

します。 

○佐藤委員長 係長。 

○大森保護係長 生活保護を受給されている方で献

体登録されている方がいらっしゃいまして、お亡

くなりになった場合に、そういった献体というこ

とで病院のほうに運ばれるという方もいらっしゃ

いますが、その件数は特に含んでおりません。 

○佐藤委員長 星野委員。 

○星野委員 そうすると、本人がそういった献体を

希望するという、分かるようになっていればいい

と思うんですけれども、普通考えるとなかなか分

からないのがどちらかというと現状かなと思うん

ですが、そういう場合って、例えば仮に大学病院

のほうからそういう要請が仮にあった場合とかと

いうのはどちらのほうにいくんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○大森保護係長 献体の場合は基本的に事前登録が

必要になっておりますので、お亡くなりになった

後に献体というような手続というのが難しいよう

な状況ですので、そういった事例はございません。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  生活福祉課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１１時５５分 
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再開 午後 １時０２分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎高齢福祉課の審査 

○佐藤委員長 ただいまから、高齢福祉課の審査に

入ります。 

  担当課の皆様、お疲れさまです。 

  高齢福祉課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６０号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 それでは、議案第60号 令和７年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○佐藤高齢福祉課長 （議案第60号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  星野委員。 

○星野委員 すみません、８ページの高齢者自立対

策の生活支援の中で、配食サービスということで、

１食当たりが値上げとなったので、１食当たり幾

らの値上げと何食分なのか、この60万8,000円の

積算根拠をお伺いいたします。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 50円の値上げになってお

ります。月2,024食になりますので、その６か月

分という形で計上をさせていただいております。

ですので、そのような算出根拠になりまして、１

食当たり現在850円ですので、850円の内訳のとこ

ろに、主に食料費、お野菜とかキャベツとか、そ

ういったものの値上げの部分と、人件費、最低賃

金の値上げの部分とガソリン代ですね、燃料費と

いう部分を換算しまして、50円相当の値上げ分と

いう形で850円に50円を加算させていただいて、

１食900円という積算の根拠になっております。

ですので、６か月分ということになりますので、

ほぼ2,000食、一月2,000食になりますので、10月

１日からの配食を値上げするという形になって、

2,000食掛ける６か月という形になりますので、

１万2,000食という形になっております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 ４ページ、繰入金のところなんですけ

れども、先ほどの説明ですと一般会計からという

言葉があったんですけれども、間違いないですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員 このシステム的な話なんですけれども、

一般会計を繰り入れなければいけない理由。 

○佐藤委員長 係長。 

○山田介護管理係長 こちらにつきましては、介護

保険の特別会計に対します一般会計からの繰入金

という形になっております。こちらの件につきま

しては、介護保険制度に基づきまして、それぞれ

介護保険の事業につきましては負担割合というの

が決まっておりまして、こちらの内訳というとこ

ろでいきますと、介護給付費という介護保険のサ

ービスの提供の事業費ですとか、あとは事務費で

すね、それと国から補助金もらったものとかにつ

きましても、一度、一般会計の中に歳入を受けた

上で、こちらのほうで受けた上で一般会計に繰り
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出しているという形になります。 

  それぞれの事業負担の負担の比率に合わせまし

て市の負担額というのが決まっておりますので、

そちらの金額につきまして、そちらのほうを繰入

れしたものにつきまして使わなかったものですね、

令和６年度の事業費の決算に伴いまして、償還と

いう形で繰入れをしているような形になります。 

  以上です。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 大体流れは分かるんですけれども、介

護には財政調整基金あるじゃないですか。その兼

ね合いと一般会計の繰入れのその関係はどういう

ふうに捉えたらいいですか。要は、自走はできな

いんですか。一般会計を入れなきゃできないのか

どうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○山田介護管理係長 財政調整基金に関しましては、

使い切らなかったその介護保険の特別会計の決算

剰余金のほうを積立てをするような形になってお

ります。基金条例のほうがございまして、その条

例の中で使える使途というものが決まっておりま

して、使えるものに関しましてが介護給付費、そ

れと地域支援事業費と申しまして、介護サービス

の提供に必要な金額で不足が生じたときだけこち

らのほうを使えるような形を取っているような形

になっております。 

  ですので、単年度の会計の中で、それぞれの国、

県、市、それと介護保険料として被保険者の方が

支払う保険料の中から支払うべきその負担割合と

いうのが決まっておりますので、その金額に合わ

せてこちらのほう、歳入、繰入れ、繰出しの処理

をしているような形になりますので、不足が生じ

たときだけ、そちらの先ほどお話あった財政調整

基金につきましては活用するような形になります

ので、御理解いただければと思います。 

○佐藤委員長 課長。 

○佐藤高齢福祉課長 今、説明したとおりなんです

けれども、法定負担分として、一般の給付費だっ

たり事業だったり、国、県、市の負担があって、

大きいところでいえば、その市の負担分が補正さ

れていると。あとは、事務費、あとそういった国

庫補助事業というのに対してそれも法定されてい

る中で、市の持ち分であったり、そういうのが全

て決まっている中で、財政調整基金の積立て自体

は今、係長のほうから申しましたとおり、保険給

付費であっても保険事業費であってもやっぱり使

途というのが決まっていて、だから、事務費にそ

れを使っていいよとかそういう性質のものではな

いというところでございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 要は、国からもらうその事務局的な窓

口の予算は一般会計で行うことという考えで持て

ばいいということですよね、そうすると。だから、

法定的に来たお金は全て一旦、一般会計に入り、

それをこっちに繰り入れて使って、消化した分の

余りがもう一回繰り出して返ってくるということ

でいいですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○山田介護管理係長 すみません、今の内容で、す

みません、私のほうでちょっと説明のほうが少し

間違っているところがありまして、理解不足です。 

  介護保険の中で、直接特別会計のほうに国・県、

それと介護保険料分として入ってくる、介護保険

の１号被保険者の方の保険料が入ってきて、歳入

として入ってくる分がありまして、それとは別に

こちら一般会計の歳入の部分の介護保険特別会計

の繰入金に関しましては、市が負担すべき負担分

について、介護保険というのは２か年で一応精算

するという一応ルールになっていまして、要は今、

令和７年度ですけれども、令和７年度の事業費に
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ついてお金の不足が生じてはまずいので、ある程

度の金額の見込みを立てた上で国とか県、市に対

しまして歳入の金額を先にもらうだけもらってし

まうんです。 

  そちらのほうの決算をした上で、今回の部分に

つきましては令和６年度の決算ができましたが、

完了しましたので、それに伴って、これはごめん

なさい、これは６年度の話なので令和５年度です

ね、５年度の決算に伴って市からもらい過ぎてい

た金額についてを、要は特別会計のほうから戻っ

てきた金額という形で御理解いただければと思い

ます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 何となく、２年で先に入れておいて、

使い終わった分を返しているという話なんですけ

れども、さっき、それはその構造上分かったんで

すけれども、根本的にはじゃ一般会計からも支出

をしているという解釈でいいということですね。

40歳過ぎたらたしか１号だっけ、で払っているん

ですけれども、税金で行くと全体の応分の負担だ

から年齢が関係ない人のも公費として入ってしま

っているという解釈があったので、その該当とす

る受益者的な部分で勘案すると入っているんです

かという、それを聞きたかっただけなんですけれ

ども、入っていると言われても仕方ないというこ

とで、一般会計を使っている以上はということで

すね。了解いたしました。 

  これ実際は、どのぐらい見込みが合っていたか

というのは分かりますか。例えば8,000万円も返

すので、随分多くもらっていたことになるんじゃ

ないのということになると思うんですけれども。

例年こんなものですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○山田介護管理係長 資料を確認するお時間をいた

だいてよろしいですか。 

○齊藤委員 無理しなくてもいいので、後で教えて

くれれば大丈夫です。すみません、後でで大丈夫

です。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第60号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第60号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６３号の説明、質疑、討
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論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第63号 令和７年度那須

塩原市介護保険特別会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○佐藤高齢福祉課長 （議案第63号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  林副委員長。 

○林副委員長 25ページ、３款地域支援事業費、１

項１目介護予防・生活支援事業費、第１号訪問事

業、1001事業、負担金の訪問型サービスＢ、訪問

型サービスＤのこの金額は、何件に対する金額で

したか。聞き漏らしていたらすみません。 

○佐藤委員長 係長。 

○平山地域支援係長 こちらにつきましては、サー

ビスＢ、サービスＤそれぞれ１件ずつを計上して

ございます。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 続いて伺います。 

  その下の通所の2001事業の通所型サービスＢは

何件なのか伺います。 

○佐藤委員長 係長。 

○平山地域支援係長 通所型サービスＢにつきまし

ては、２件を計上しております。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 ありがとうございます。 

  これらは、追加の補正なので追加としての予算

が措置されたという理解でよろしいですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○平山地域支援係長 こちらにつきましては、当初

の差額分の補正かけたという形になります。 

○林副委員長 分かりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第63号 令和７年度那須塩原市介護保険特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第63号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 続きまして、予算常任委員会（第二

分科会）を決算審査特別委員会（第二分科会）に

切り替え審査を行います。 
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  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。

よろしくお願いします。 

  課長。 

○佐藤高齢福祉課長 （認定第１号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  松野委員。 

○松野委員 すみません、170ページの１項２目高

齢者福祉費の高齢者福祉総務費で、高齢者デジタ

ル教室というのを新しく始めたとお伺いしたんで

すが、新しくそういった取組を始めた理由と、実

際そのデジタル教室というのはどういったことを

やっているのかと詳細を教えていただいてよろし

いですか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 デジタル教室は、基礎編

と応用編という２つのコースがありまして、１コ

ース３回という形で実施をしております。１コー

ス20名の高齢者の方を集めまして、電源の入れ方。 

〔「それはスマホとかですか」と言う人あ

り〕 

○金山高齢福祉課長補佐 スマホです。スマホで電

源の入れ方、そして文字を入れてメールの送り方、

そういう基本的なところと、もう一つ応用という

のは、その基本を卒業された方、そのところはも

うできている方がＳＮＳですか、そういったもの

を利用するという形で、あとはスマホから情報を

得る、ネットにつないで情報を得るというような

そういう形が応用編という形で実施をしました。 

  初めは、今、全てが電子という中で、高齢者の

方もそのデジタルの中の施策の中に遅れていては

まずいというところで企画をした事業なんですけ

れども、そういった中で全体では延べ383名の方

が参加してくれまして、基本編のほうは５か所で

実施して15回実施をしておりますけれども、ほぼ

ほぼ20名の定員は全て埋められたという形になっ

ていますので、ニーズが高いもので、そういった

目的で実施をしたものです。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 基本編とその応用編で、まずはスマホ

とかの基本的な使い方、そこから今度応用編とし

てＳＮＳの利用の仕方とかそういったことを教室

でそういったものを開いているということなんで

すが、例えば今、その高齢者がネット詐欺に遭っ

たりということとかあると思うんですが、そうい

ったこととかも盛り込んでいるのか、この内容に

は。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 基本、スマホの使い方と

いう形で、ネット詐欺とかというところは、ちょ

っとそこにはまだ触れていないような内容になっ

ています。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 ありがとうございます。 

  実際に、やはり今、高齢者の方でもスマホを使

う方多いと思うので、こういったものというのは

すごく確かにニーズが高いと思うんですが、実際

に受講された方が、例えばすごくスマホを使いや

すくなったとか、いろんなＳＮＳを活用できるよ

うになったという効果というのはどのぐらい出て

いるんでしょうか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 事業実施した後、アンケ

ートを取っておりますけれども、基礎編なんかで

すと１回20名につき５人の補助者が入っている形

になりますので、丁寧でとても分かりやすかった
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という方がいる反面、やはり参加している人には

個人差がありまして、ちょっと自分には難しかっ

た、そういった内容もありますので、やはり高齢

者20人を集めて同じ教室の内容をやるというのは、

少し属性からいうとちょっと難しいところもあっ

たのかなとは思いますけれども、基礎編の中では

おおむね丁寧で優しく教えてくれてよかったとい

うのが、アンケートとしては得られている声です。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 ちなみに、このデジタル教室というの

はどういったところに委託してお願いしているん

でしょうか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 すみません、後で確認し

てお答えします。 

○佐藤委員長 じゃ、後ほどでよろしいですか。 

○松野委員 大丈夫です。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 今、このデジタル教室が119万5,000円

ということなんですが、これは例えばその委託先

の講師料なのか、そのほかに何かかかっている費

用があるのか、内訳がもし分かりましたら。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 全て委託になっておりま

す。それですので、機械、スマホを持っていない

方、アンドロイドと種類があるかと思うんですけ

れども、それを含めて、あとは講師料から、あと

委託先から３名来ていただいておりますので、講

師１名に補助者が３名という形で４名おりますの

で、その値段全て含めた委託料の全額という形に

なります。 

○松野委員 分かりました。ありがとうございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 141ページ、３款民生費、１項１目

高齢者福祉費の高齢者生きがいと健康づくり支援

費、40事業の中で補助金、単位老人クラブについ

て、単位老人クラブについて教えてください。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 単位老人クラブの説明で

よろしいですか。 

  老人クラブというのは、老人クラブ連合会とい

うものがありまして、黒磯地区、西那須野地区、

塩原地区をまとめた１つの老人クラブ連合会とい

うのが１つあります。その中の会員として登録を

された方が地元の、自分の地元に戻って老人クラ

ブというものを組織をして活動するというのが単

位老人クラブという考え方になります。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 この住民が主体的に運営をされてい

る単位の老人クラブという理解でよろしいですか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 基本は、老人クラブ連合

会という市の大きな老人クラブの中に会員を登録

をしている方が地域に行って、それぞれの単位の

老人クラブを組織して活動するという流れになり

ます。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 じゃ、それらの単位老人クラブに、

この補助金として2,100万、この金額はどのよう

に割り当てられているのか教えてください。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 １単位老人クラブ当たり

年額５万円の補助になります。ですので、その５

万円の補助と単位老人クラブの数を掛けた額がそ

の総額になります。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 そうしたら、この単位老人クラブは

あくまでその連合会の中に属している人が自分た

ちの地域に帰って組織構成されているとなると、
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地域の格差というのはやっぱりその属性というか、

頑張れる人がいる地域は老人クラブが活発であり、

リーダーとしてない地域には緩やかである、その

格差などはあるのか伺います。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 格差というか、だんだん

老人クラブに所属をしない方も増えてきています

ので、皆さんが属するというわけではないので、

ない地区もありますし、活発に活動している地区

もあるということなので、その辺はやっぱり地区

の差はあるのかもしれません。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 続いて伺います。 

  144ページ、１項６目高齢者福祉費の総合相談

事業費、150事業の地域包括支援センター総合相

談の総合相談されている内容などを、高齢者に特

化しているのかを伺います。 

○佐藤委員長 係長。 

○平山地域支援係長 こちらにつきましては、地域

医療介護関係者とのネットワークの構築をすると

ともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、あと

は必要な支援等を広く把握しまして、相談等を受

けて、地域における保護医療、あとは福祉サービ

ス等の関係機関及び制度の利用につなげる支援の

ほうを行うという事業になります。 

  大きく分けて３つがありまして、１つ目がまず

総合相談支援事業であります。２つ目が地域にお

けるネットワークの構築、３つ目が実態把握とい

うふうになっております。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 そうしましたら、今、相談の内容が

３つに分かれているというのを伺ったんですが、

３つ目の実態把握の中から見えてくる、今回はこ

れ高齢者の予算が充てられて高齢者の枠での枠、

仕組みだと思うんですが、家族の背景などで見え

てきた課題などは、この地域のネットワークを通

して課題解決ができるような相談体制なのかを伺

います。 

○佐藤委員長 係長。 

○平山地域支援係長 こちらのほうで得られたデー

タにつきましては、こちらにつきましては地域住

民助け合い事業、そちらのほうで各公民館ごとに

支援員がおりまして、それぞれが地域の管理を行

っているんですけれども、こちらのほうに包括支

援センターの職員も参加しまして、地域のそうい

った課題について情報提供をして共有をされてい

ることになっております。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 じゃ、その地域包括、地域住民助け

合い事業のほうにつながっていて、地域のネット

ワークに連携していくというのは分かったんです

が、今度庁内の中でいうと、重層的支援体制のほ

うにも連携されていくのか伺います。 

○佐藤委員長 係長。 

○平山地域支援係長 そちらのほうで、そうですね、

特に課題の多い家庭とかそういったところにつき

ましては重層の会議のほうにかけまして、実際に

は複数の課が取り組んで作業をしているという状

況になります。 

○林副委員長 理解しました。以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、先ほど林委員も聞いてい

たんですけれども、高齢者生きがいと健康づくり

支援で、補佐のほうから入っていないところも活

動しているという話あったんですけれども、これ

老人クラブに入っていないと渡せないお金という

解釈でいいんでしたっけ。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 単位老人クラブへの補助



－237－ 

金は、老人クラブに登録をされている会員が活動

する部分ですので、入っていない方の老人クラブ

の活動はない、単位老人クラブの活動の中の構成

員は全て市の老人クラブのほうに加入をしている

人で構成されているという形になります。 

○齊藤委員 単位老人クラブが42あって、42じゃ多

分、市内では42なわけないですよねという話。 

○金山高齢福祉課長補佐 42団体が活動していると

いう形。 

○齊藤委員 という補助金ですよね。となると、入

っていない、いいんです、その単位で行くと自治

会数なんですか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 基本、自治会の中で活動

しているところが多いと思いますが、ないところ

もあります。なので、現存しているのが42。 

○佐藤委員長 課長。 

○佐藤高齢福祉課長 ないところはたくさんあって、

自治会数のほうが圧倒的にあるので、全部連合会

とありましたけれども、その地区、本当にやっぱ

りやる気のあるところだったり、全然やる気のな

いところだったりもまちまちで、これは本当にも

う温度差もかなりありますし、任意です。 

  だから、似たような活動をしているところがあ

ったりしても、はっきり言ってその組織に属した

り補助金申請とか、あと社協のほうのそういった

のがなければ勝手にやっている、市のほうの認識

としては、それは分かり得ない部分。市が分かっ

ていて補助金を出しているのが先ほど言った登録

数、団体数というところでございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 まだ聞いていないうちにいっぱい来ち

ゃったんですけれども、そこを言うのに、基本的

に自治会で組織できる単位老人クラブというもの

でいくと、組織できない、黒磯地区は最小人数、

塩原も５人とかの自治会があるので、自治会数で

行くと216ある中のたった42と考えると、そのク

ラブへの補助金に対しての公平感とか平等感をど

う考えてこれを出しているのかなというのをちょ

っと聞きたかったんですけれども。 

  決してやめろというわけじゃない、そんなこと

言ったら大変なことになっちゃいますから。どう

思いますかという。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 基本、老人クラブ連合会

に属する方たちが地域に行って、単位の老人クラ

ブの中で１つの地域の中での活動という形で、老

人クラブは地域のボランティアという形で花壇の

掃除をしたり、神社の掃除をしたりという形で、

そういった部分も大事な部分がありますので、そ

ういったところをきちんと活動されているクラブ

に対して市から５万円、年額５万円なんですけれ

ども、そういった部分でお支払をして活動を支援

していくという意味では、一定の後押しはできて

いるのかなと思っています。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 理解しました。 

  ただ、何でしたっけ、西那須野地区だとねんり

んピックがあって、その老ク連に入っていなくて

も参加できる任意のチームがありますよね。そう

いったところにはどうにかしてこういうものが出

せなかったのかなと。要はやる気がある人たちい

るけれども、老ク連が立ち上げられないがために

５万円もらえないということなので、そういうこ

とは考えられなかったのかなと思うんですけれど

も、どうでしょうか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 実は、別の形で運動会等

のスポーツフェスティバルに関しましては、市の

ほうから補助金という形でお渡しをしていますの
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で、別の形で補助はさせていただいております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 それは、老人クラブに入っている人は

今度逆にもらえないということですか、じゃ。ダ

ブルでもらえちゃうんですか。漏れなくもらえち

ゃうのか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○齊藤委員 割りばしですか。そうですか。分かり

ました。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 そこはもらえるものはうれしいと思う

のでいいんですけれども。 

  じゃ、今ので理解したんですけれども、逆に生

きがいサロン、生きがいサロンはここ同じ、ここ

でいいですよね。生きがいサロンなんですが、こ

れこそがまた今度公民館単位になっていくと思う

ので小さいんですけれども、これの登録数の変遷

というのはどうですか、増えていますか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 生きがいサロンの団体数

は55団体で、昨年も55団体です、令和５年度も55

団体ですので、団体数としては変わりはありませ

ん。 

  ただ、そこに利用人数というものがありますけ

れども、そちらのほうは60名ほど増えているとい

う形にはなります。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 これも同じような定義なんですけれど

も、誰かやる気がある人がいて集合体がつくれれ

ば区切らなくても、さっき林委員が言ったように

コミュニティ単位でもやる気がある人たちが組織

して認められるようにしていけば、もうちょっと

利用者を増やせると思ったんですけれども、その

利用促進はどんな感じだったのか。ただあるよと

いうだけで６年度もすらっとやってきたんだか、

使ってみなと例えば社協の方と組んで言ったとか、

そういうのというのはどういう取組をしてきたの

かなと。使ってほしくていっているんですよ、こ

れは。どんな取組をしてきたかちょっと聞きたい

んですけれども。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 生きがいサロンに関しま

しては、補助金をつけるのは10名以上とか補助金

の決まりはあるんですけれども、この生きがいサ

ロン、今補助金を出しているのは55団体というふ

うにお話しをしましたけれども、ほかにも少数で

すけれども自分たちで集まって好きなことをやっ

ている団体というのはたくさんあるんです。 

  なので、ここには55団体という形で、市の補助

金の要綱、項目を達すれば補助金がもらえますけ

れども、それ以外のところは多々あるかと思って

います。生きがいサロンとして補助金を出してい

る部分は55団体なんですけれども。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 じゃ、この1,960万円は、年間３万円、

１年間３万円だっけ、１回３万円だっけ、１回だ。

じゃお願いします。詳細を聞きます。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 １月３万円の12か月の36

万円になります。 

○齊藤委員 36万、36掛ける55でいいんですね。 

○金山高齢福祉課長補佐 はい。 

○齊藤委員 分かりました。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すごいリッチで羨ましいんですけれど

も、それはちょっと余計なんですが、何というか、

立ち上げらればこれだけの活動ができるというと

ころに関して、言ったとおりなので、もうちょっ

と増えるべきなんじゃないかと思っていたんです

けれども、自治会抜けていく人の定義も、もうや
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る、仕事を追われたくもないし疲れちゃったから

抜けちゃうというので、その相関的にこういうク

ラブ活動が、老ク連とはまた違って、ボランティ

アじゃなくて好きなことやろうという目的が、使

命感がないものがあったらもっと増えるべきなん

ですけれども、その辺の兼ね合いは、やっぱり説

明あったみたいに、何というのかな、全体につな

ぐの難しいと思うんですけれども、そういうのと

いうのはやっぱり自治会長とかそういうのに話を

振ったりはやっぱりしている、していたんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○佐藤高齢福祉課長 ６年度でどういったＰＲとい

うかというところで、特段何かを強化してという

ところは実際にはなかったかなと思うんですけれ

ども、今回の一般質問の答弁とかいったときも部

長のほうからさせてもらったりはあるんです。 

  これ市のほうとしては推進する、大々的にして

いく事業かなというところもあるので、７年度な

んかは社協のほうに、より地域に根差したという

か関係の深い社協なんかに、その生きがいサロン

のほうも事務というか、ＰＲ等を含めたそういっ

た地域への取組というところも委託内容に含めて

というようなところもして、強化これから図って

いきたいかなというところになりまして。 

  そうなんです、今、委員がおっしゃったように、

そういうのを知っていてやれればというのが新た

にどんどんできれば、それは我々としても介護予

防であったり、非常にすばらしいことだと思って

いるので、推進していきたいと思いますので、今

後も強化していきたいなと考えているところです。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 分かりました。 

  すみません、長くなっちゃって。あとちょっと

もうちょっとあるんですけれども。 

  これは予算というのは、基本的に今これ出たと

こ勝負じゃないですか。本当にあと100団体とか

増えちゃったらすごいお金になっちゃいますよね。

何か限度額みたいなのというのは持っていてやっ

ていたんですか。それともこれは毎年出たとこだ

けだったんですか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 限度額は設定しておりま

せん。 

  ただ、この補助金に関しましては、40人に満た

ないとか活動人数に満たない場合、または40人を

超えてしまった場合といって加算、減算もあるよ

うな補助金になっていますので、一応上限は設定

はしておりません。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、本当のあれで、本当の上

限です。３億円になっても出し続けるのかという

ほうの上限ですよ。今のその上限じゃなくて、な

ので今ないということで理解したんですけれども。 

  例えば、今はこれ35団体でもう既に1,900万使

っているので、36万円掛ける、だから55で1,900

万。だから100になると3,800万。 

○中村委員 結構増えそうで増えない、理由がある。 

○齊藤委員 増えないんでしょうね。じゃ、その辺

は後で中村委員に聞きます。 

  じゃ、ちょっと今もうそこ終わりにします。 

  タクシー券なんですけれども、2,765件と、こ

れ交付と書いてあるんですけれども、これは１人

5,000円の券でしたよね。5,000円だっけ、１万円

だっけ、３万5,000円ですか。 

  これ、2,765件という書き方をしているんです

けれども、詳細の、もうちょっとこれ聞いていい

ですか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 2,765人の方に配布をし

ております。 
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○齊藤委員 やっぱり人でいいんですね。 

○金山高齢福祉課長補佐 そして、500円券が70枚

つづられて３万5,000円分を配布しております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 エリア的なあれは、今タクシー会社が

多分チケットを持っていくから、使っている地域

がある程度見られていたとは思うんですけれども、

やっぱり町なかが多かったとか分かりますか、把

握していますか。できればどこが、使い方が多か

ったという。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 基本、タクシー券上限

5,000円でお支払ができる形になりますので、ど

この地区がというよりも、遠ければ5,000円以上

かかってしまうので、そして７回乗ると３万

5,000円はすぐなくなってしまうので、満額使っ

ているところもしくは高額になっているところは、

やはり高林地区であったり塩原地区という遠いと

ころは比較的高い金額で使われていて、町なかの

ところはそれほど１回の金額を要しないので多数

使われているというふうには把握はしております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 今、ゆータクとかが始まってきて、ド

ア・ツー・ドアのデマンドチックなのが始まって

きたんですけれども、このタクシー券使える人と

いうのは本当にその家族構成で分けられちゃうの

で、外出を目的とするタクシー券でありながら、

利用価値はその家族構成によって昼間働いている

から家族がいても借りられる人と、本当に２人で

暮らしているところしかもらえないという、これ

もその平等性の観点から、ゆータクも使いながら

これをやっていくのに当たって、この利用者数的

なもの、予算とこの決算に関してはどのような感

じが、何というのか、自分たちの所見というか、

この6,000万円使われていることがすごく外出支

援に役に立っているのかどうかをちょっとお聞き

したいんですけれども。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 タクシー券の主な利用の

目的は、通院というふうにアンケートでは出てお

ります。ですので、通院にタクシー券を利用して、

あとは近場のお買物であったりという形になりま

すので、通院に、通院目的でタクシーを使ってい

るという形であれば、一定の効果はあるのかなと

いうふうに考えています。 

○佐藤委員長 課長。 

○佐藤高齢福祉課長 公平性というところだったり

するところでいうと、やっぱり先ほど委員おっし

ゃったように家族構成だったり何だりでというと

ころがあって、一応我々の設定としては本当に昼

間家族もいなくて免許もなくてとかでという利用

しがたい人に特化するような形で、本当に必要と

している人、無限に誰にでもやるというふうじゃ

なくて、そうなると6,000万円じゃそれこそでき

ない話になるので、必要最低限、必要な人に必要

な形で、そういった意味合いから公平性というか、

保てるんじゃないかなと、そういう認識でござい

ます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 分かりました。 

  それで、これ当初に全部しゃべっちゃったから

あれですけれども、タクシー券自体は今交付され

る方がその方である証明というものは確認してい

るんでしょうか。転売という、貸しちゃうという、

あげちゃうという、そういうのができないような

形になっているんでしょうか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 タクシー券を利用できる

利用者の証明書的なものは必ずお渡しをして、そ

れとタクシー券を併せてお支払いを、券を使うと
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いう形になっています。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 ちょっと重箱になっちゃうですけれど

も、お友達同士で先になくなっちゃったから、僕

使わないからいいやというのでも使えちゃうとい

うことですね、じゃ。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 現実的にどうかというと

ころ。良心に。 

○齊藤委員 そうですね、そうでないことを祈りま

す。分かりました。 

  あと最後になるんですけれども、今度敬老事業

です。敬老事業も、自治会に加入している人にあ

げるお金と、違う、自治会全員の高齢者に一旦お

金をあげつつ、終わったら入っていない人の分を

たしか返すというシステムだったですよね、敬老

祝い金のお金の方法というのは。違ったっけ。自

治会入っていない人の分というのは計算して返し

てもらうんだっけ。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 敬老事業の補助は…… 

○齊藤委員 補助じゃない。2,000円のほう。 

○金山高齢福祉課長補佐 2,000円ですよね。 

○齊藤委員 そう。それが2,000円の補助だっけ。 

○金山高齢福祉課長補佐 敬老事業の補助金なんで

すけれども、それは一応地区ごとに、住所ごとに

名簿を出させていただいて、その中で自治会さん

が敬老事業に招待をした方ですので、基本自治会

に入っている方を招待するという形を取るか、も

しくは自治会に入っていなくても招待をされれば、

招待者という形で入っていない方にも2,000円は

渡しています。 

○齊藤委員 じゃ、分かりました。ごめんなさい、

なしです。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 タクシー券のことで、今出たのであれ

なんですけれども、今500円というあれですけれ

ども、前は100円があったんですか。ない。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 ありません。 

○金子委員 ありません。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 どうして100円券がないのかというふ

うに言われて、言う人がいるので、前はあったの

かなと思っていたら、前はあってなくなって、そ

れで不便でしようがないと言われたんだけれども、

じゃなかったんだね。それつくらない理由は何で

すか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○金山高齢福祉課長補佐 500円以上かかった場合

に500円の補助という形で使っていただくという

形で500円の制度になっておりますので、500円以

下の金額の金券はつくっていません。 

○佐藤委員長 いいですか。 

  ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した
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いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第４号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 次に、認定第４号 令和６年度那須

塩原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あったものまたは新規事業を中心に説明してくだ

さい。 

  課長。 

○佐藤高齢福祉課長 （認定第４号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  林副委員長。 

○林副委員長 407ページの３款地域支援事業費、

２項１目一般介護予防事業、一般介護予防事業、

1001事業で、委託料、その他委託料、電力メータ

ーとＡＩによるフレイル対策事業の対象者数と効

果について教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○平山地域支援係長 こちらにつきましては、契約

が令和６年度の９月17日に契約のほうを行いまし

て、実際に６年度中に登録した件数が67件ござい

ます。そのうち、フレイルリスクの検出された件

数が２件となっておりまして、こちらのほうにつ

きましては保健師等で確認したところ、特に一時

的なものであって、その後回復したということで

報告されております。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 67件登録中、フレイルと判断された

方が２件で、そういった場合は保健師が訪問をす

るということですね。分かりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 じゃ、その今の質問したものの委託

はどこに委託をされているのか伺います。 

○佐藤委員長 係長。 

○平山地域支援係長 こちらにつきましては、中部

電力株式会社のほうに委託のほうを行っておりま

す。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、介護認定調査のところで

す。 

  今年度、前年度は3,995件できたということで、

随分いろいろと変えてきてくださって頑張ってい

ると思うんですけれども、総体的な所見的にはど

うなんでしょうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○君島介護認定係長 所見といいますと、もう少し

詳しく教えてもらえますか。 

○齊藤委員 だから、頑張りましたとか、もっとで

きたんじゃないかとか、そういうことです。率直

にそういうことです。 

○佐藤委員長 係長。 

○君島介護認定係長 一言で申し上げますと、その

ときのリソースを最大限発揮して頑張りましたと
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いうことでございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 それで、主治医、要は全ての要素が重

なって初めて調査の結果が出るので、市役所だけ

が頑張っても早くならないというのを僕もいろい

ろ学ばせてもらって分かっているんですけれども、

医師との連携というところが多分最高の最後のと

りでになるのか、調査員のお話もそうですけれど

も。 

  渡して医師から返ってくる意見書のスピードが

鍵だと思うんですけれども、そこで結構引っかか

っているクライアントさんみたいなのがあったと

いうのは実際あったのかというのはちょっとお伺

いしたいんですけれども。 

○佐藤委員長 係長。 

○君島介護認定係長 御指摘のとおり、医療機関に

よってその遅い、早いというのがありました。 

  こちらとしては、申請をいただいた翌日に対象

者を抽出して、医療機関に対して２週間後で提出

いただくように、あくまでもお願いレベルなんで

すけれども、２週間後での提出をお願いしている

現状でございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 ざっくりこの決算を割り算したんです

けれども、１通5,300円ぐらい支払っているとい

うことなので、ただお願いしているものではなく

て仕事としてしっかりと与えている中で、確かに

医者を怒らせちゃうと怒られるんですけれども、

使命感としてもうちょっと市としては凛とできな

かったのかなと思うんですけれども、難しいとは

思うんですけれども、その辺どんな感じで。 

○佐藤委員長 係長。 

○君島介護認定係長 確かに、その医療機関との関

係というのは、ステークホルダーとして見たとき

に非常に重要な信頼な関係を築かなければいけな

いと思っております。 

  そういった中で、私、令和５年度に異動して、

そして３年目になるんですが、令和５年度異動し

た当初は、やはり認定が遅れていたということで、

その主治医の意見書の提出をそれまで３週間後で

お願いをしていたんです。 

  御指摘のとおり、１日でも早く認定をしなけれ

ば市民の皆様に迷惑をかけると思いましたので、

それを１週間早めて、しかもその期日のところに

ラインマーカーを引いてお願いをしましたら、と

ある医療機関からお前らは医師の仕事をなめてい

るのかということで、非常にきついお叱りを受け

たところがありましたので、その辺は慎重にお願

いをしつつも、でもやはり市の現状も分かってい

ただけるというところでお話をしなければいけな

いなというふうに感じている次第でございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 意見になっちゃうんですけれども、す

ごく努力していて、結局浮かばれないところがあ

るんですけれども、市民からも結局意見、意見で

どうなっているんだと言われちゃって、僕ら議員

は神様じゃないので何もできませんと言っている

んですけれども、医師の部分とまたうまくじゃ折

り合いつけて、あとはこの先の、何だっけ、デジ

タルか、デジタルにちょっと踏み込んでいただか

ないと、多分地区によっては御高齢のお医者さん

がいっぱいいらっしゃって、さらに融通が利かな

くなるんじゃないかというところも。逆に若いお

医者さんはすぐ出していると聞いているので、そ

ういったところもちょっと頑張っていただけると。

ごめんなさい、意見になっちゃうんですけれども、

以上でございます。頑張ってください。 

○佐藤委員長 課長。 

○佐藤高齢福祉課長 補足といいますか、関連で。 

  今、認定審査、調査から申請というところでお



－244－ 

話いただいたので、６月議会でも大野議員の一般

質問等で、介護認定調査が認定の遅れということ

で御質問等もいただいて、部長から御回答とかも

させていただいたところなんですけれども、具体

的に好転、こちらは君島係長以下頑張っていただ

いて、そして状況が好転しておりまして、当時そ

の議会等の質問で最大70日、法定が30日以内とい

うのがある中で70日とか最大かかっている時期も

あったんですが、今直近の７月の申請ベースで、

申請から認定調査の平均、申し上げた病院が遅く

てとかそういうのも全部ひっくるめて40、約41日

というところまで来ました。 

  なかなか法定の30日というところは、そういう

のがありながら、難しいところもありながらも、

ほとんど通常ベースに近いぐらいに現在はなって

ございます。ちょっと関連して御報告させていた

だきました。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第４号 令和６年度那須塩原市介護保険特

別会計歳入歳出決算認定については、原案のとお

り認定すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第４号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  高齢福祉課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時３３分 

 

再開 午後 ３時０３分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎国保年金課の審査 

○佐藤委員長 ただいまから、国保年金課の審査に

入ります。 

  担当課の皆様、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６０号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 国保年金課については福祉教育常任

委員会に対する付託案件がありませんので、予算

常任委員会（第二分科会）に切り替え審査を行い
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ます。 

  それでは、議案第60号 令和７年度那須塩原市

一般会計補正予算（第６号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○江連国保年金課長 （議案第60号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、質疑の途中です

が、議員間討議に入ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第60号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第60号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６１号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第61号 令和７年度那須

塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○江連国保年金課長 （議案第61号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 １個だけ教えてください。 

  財政調整基金、２分の１積むのは分かっている

んですけれども、先ほど一般会計繰出金1,300万

出すじゃないですか。相対的な剰余金というのは、

一般会計を繰り出して、国保の年金の運用を１年

間やった合計から出た剰余金なのか、一般会計に

戻す分を引いての剰余金を半分にしているのかと

いうのは、その剰余金のこの積み立てる内容をち

ょっと聞きたいんですけれども。 

○佐藤委員長 課長。 

○江連国保年金課長 歳入と歳出差し引いた残りの

金額、これの、これを翌年度に繰り越しますよね。

繰越金となったその２分の１以上というような規

定になってございますので。 

○齊藤委員 それは分かっていますけれども、俺が

日本語が変なんですけれども、要は年度を始める

ときに、そもそも一般会計からさっき言ったいろ

んな事務手続等々のお金を国保の運営基金として

入れるじゃないですか。予算計上して。１年間い

ろいろなことを事業をやってきて、最終的に余っ

たお金を、余ったお金の剰余金の２分の１を積む

んですけれども、その繰り入れた分も一緒に合算
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して一緒に積んじゃっているのか、一般会計の分

はちゃんと余ったやつを一般会計に返しちゃって、

その残った残額の剰余金を半分積んでいるのかと

いうところを聞きたいんですけれども。日本語伝

わっているかな。 

○佐藤委員長 課長。 

○江連国保年金課長 そうですね、前年繰り入れた

分も含めての２分の１という基準で積み立ててお

ります。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 そうすると、変な言い方ですけれども、

一般会計、さっきも言ったとおり剰余金で基金に

積んじゃうと、使える目的が確定されちゃう、縛

られちゃうじゃないですか。それまでは一般会計

は自由に使えるお金なのに、含んだ額で剰余金出

しちゃうと、計算上それを積んじゃうと、一般会

計の自由度を奪われている気がするんですけれど

も、本来であれば、決算する前に一般会計の確定

額を戻して、その残った剰余金を積むんだったら

理屈は分かるんですけれども。その辺はちょっと

難しい、何となく一般会計を積立てに使われちゃ

うというイメージをもって言っているんです。だ

から、その辺どうなんですか。剰余金が増えてい

っちゃうんですよね、極端な話。 

  もしまた、一応課題として聞きたかったので、

今のところ含まれているということでいいんです

よね。含んでみんな剰余金にしちゃっているとい

うことでいいんですね。じゃ、後の検討課題とい

うことで。すみません、以上でございます。 

  剰余金が一般会計が入ったまま乗っていっちゃ

って、もっとふだん自由に使える一般会計がなく

なっちゃうというので。一旦借りて運営している

ようなイメージを持っているので、さっきの説明

ですと。 

○佐藤委員長 よろしいですか。 

○齊藤委員 返さなくても。大丈夫、また後の課題

で。勉強させてもらいます。 

○佐藤委員長 課長。 

○江連国保年金課長 すみません、私が理解できて

いないのかもしれないですけれども、一般会計か

ら繰り入れて、規定に基づいて必要なものは繰り

入れています。それは、余ったものについては当

然一般会計に特別会計から繰り出して戻し入れを

しておりますので、そういう、何か一般会計の繰

り入れた分から半分半分でどんどん積み上がって

いくというイメージではない。 

○齊藤委員 そうではなくて、今みたく一般会計入

りますよね。僕はイメージ分からないんですけれ

ども、国保を運営するのに、さっき介護だと14億

予算計上していて、13億使ったんですって。それ

で、一般会計全体のことなんですかね、あれ。一

般会計だけでもないんですよね。 

○板橋保健福祉部長 一般会計、13款で一般会計だ

け。 

○齊藤委員 だけ。だと、じゃ今この額でいったと

きに、一般会計繰り入れたのに、そのお金の会計

で出た剰余金を国保の基金に積んじゃうと、一般

会計だったら余したものはそのまま返すべきなん

じゃないかという話です。 

  でも、剰余金はどこの。いつのものになるのと

いう。決算したときに。１年前のものを計算して、

多分令和５年度の話をこれしていて、返すわけじ

ゃないですか、お金を。その返す額は、その返す

年が今だけれども、決算自体は前の令和５年度に

１回出しちゃって、そこで１回収入から支出引い

た残りの半分を財政調整基金に積んじゃっている

わけです。 

  その結果、次の年に一般会計に戻すお金は、多

分次の年から出しているということですよね。決

算締めちゃっているんですもんね。締めていない。 



－247－ 

○江連国保年金課長 前年度の剰余金を７年度を今

回繰り越して、その半分を基金に今回積立て。一

般会計に返すものは返す、国県に…… 

○齊藤委員 だから、そこが引っかかるんです。返

すものは返す、国県にというところが、その前に、

その分かれる前に１回決算出ているもので剰余金

に積んじゃっているじゃないですか。俺が変なこ

と言っているのかな。 

○江連国保年金課長 翌年度に繰り越して剰余金を

積んでいるので。 

○星野委員 その剰余金の中に、一般会計から当然

繰り入れたお金は入っているんじゃないかという

ことなんですよ。 

○齊藤委員 でなければ、国保の会計としてわざわ

ざ繰り入れる必要なくて、一般会計で使ったもの

を全体でやればいいものを、わざわざ一般会計を

国保のお財布に繰り入れて、そこで年間消費した

やつを終わったらそのまま返せばいいのに、その

中で決算で余ったものを国保の特別会計の基金に

積んじゃうとおかしくないですかというのを言い

たかっただけなんです。おかしいというか、それ

はどうなんですかという話。ということを課題。 

  何となく。俺が間違っていたら後であれなんで

すけれども、あとで教えてほしい。 

○板橋保健福祉部長 一応、法的な市のほうで負担

すべき額というのは当然決まって、その額は市が

負担するから一般会計から特会に。 

○齊藤委員 それも大丈夫です。 

○板橋保健福祉部長 ただ、ここでやっぱり余る。

余った額はまたお戻しして、その額で今度剰余金

というか実質その特会の収入収支でその年の剰余

金が出て。それをその翌月のところの２分の１を

積み立てるという形。 

○齊藤委員 その順番なら分かるんですけれども、

決算出てから剰余金は積みますというのと、この

ここの中では返しますと言っちゃっているからこ

んがらがっちゃっているんです。先に返した後の

決算で剰余金積むなら理屈は分かっているんです

けれども。どのタイミングで返していくのか分か

らない。その順番です。ただ同じところに出てき

ちゃっているので。 

○板橋保健福祉部長 返して、返してというか、一

般会計にお戻しして、そこで確定するので、この

余った額が決まってくるので、決まった剰余金に

ついて補正で今度次の年の積立金に半分を積み立

てます。 

  その前に、６年度決算で確定させちゃうという

ところがちょっとという話でしょうか。じゃ後で。 

○齊藤委員 後で、もう１回後で。 

○中村委員 タイミングがどこかということでしょ

う。 

○齊藤委員 それも含めて。一般会計が入っちゃっ

ているのか。 

○板橋保健福祉部長 市が支払うべきお金という。 

○星野委員 ルールが執行部は分かっていて、僕ら

はこの数字だけ見ちゃってこうだから、いわゆる

一般会計は借りたものは返すんじゃないのかとい

うのが議長のお話で、その余った剰余金の半分を

基金に積むのは、十分それは分かるけれども、今

の課長の説明では、その一般会計入った、その入

れたままのお金を、総計で余ったお金を剰余金、

それを半分にしちゃって積んじゃっているから、

その一般会計。言ってしまえば一般会計から崩し

ちゃってどうなのか、崩しちゃっている。 

○佐藤委員長 課長。 

○江連国保年金課長 今回の補正の場合なんですが、

例えば10余りました。10のうちの５を基金に積み

立てると思うんですが、残りある５の中で、今回

は県、国、一般会計、そちらの返還金も返せて、

なおかつ若干の余剰があるので、基金を取り崩す
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予定であったものもさらに減額補正しているとい

うのが今回のこの補正の内容になっていますので、

仮に返すお金が２分の１より超えちゃう場合とい

うのも剰余金が少ない場合にはあるかと思うんで

すが、地方財政法の規定では、翌々年度までの間

に２分の１という決まりなので、即２分の１を返

さなければならないというわけではなくて、返せ

る原資がなければ、残った分を一旦積んでおいて、

２分の１に到達しないものについては、その翌々

年度までにちゃんと精算なり積むなりすればとい

うような規定にはなってございます。 

  なので、今回の場合、一般会計にもちゃんと余

って必要なもの以外のものは、余ったものはちゃ

んとお戻ししているという。それでも残っている。 

○星野委員 結論的には、一般会計で入ったもので

も、当然余った剰余金の中で当然国とか返すのと

か、今回は返すものも全部返せるということです

よね。 

○齊藤委員 返せるのは分かっているんですけれど

も、剰余金出してから、出した半分積んだ残りで

返していますと今言っているから、じゃ結果もら

った補助金も使って決算をしちゃっているという

状況になりますと、収支がプラスになるじゃない

ですか。その余ったお金の半分を積みつつ、その

半分のお金の中で十分余った分のお金は返金でき

ていますとなると、一般会計分も全ての事業とし

ての剰余金の一つのお金にはいっちゃっているん

じゃないのという話。 

  俺からすると、それを全部引いてから決算出す

のかと思っていた。返すべきお金を先に計上して、

それで収支計算を出して余った分を積むのかと。

そうではないということ。 

〔「ゆっくり返すから」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 要するに、どのタイミングで返して

いくかということでしょう。これは時系列でやれ

ばいいことであって、詳しく後でいいですか。 

〔「後で整理して」と言う人あり〕 

○齊藤委員 お願いします。教えてください。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第61号 令和７年度那須塩原市国民健康保

険特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり

可決すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第61号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６２号の説明、質疑、討

論、採決 
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○佐藤委員長 次に、議案第62号 令和７年度那須

塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○江連国保年金課長 （議案第62号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 納付金なんですけれども、過年度分と

して返すというこの支出に関して、払うのを忘れ

てしまったから、例えばこちらでは、課が違うか

もしれないですけれども、督促というか、払って

くださいといったものが入ったやつなんでしょう

か。 

  それとも、本当に忘れていて、すぐ良心的に払

ってくれた、遅れてしまった分と捉えたらいいん

でしょうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○人見国保年金係長 こちらに関しては、３月末時

点で締められるものでして、広域の決算以降に入

ってきたものということで、計上しているもので

ございます。 

  なので、払い忘れたということではなくて、実

際に入ってくる会計が、どうしても３月末を基準

として、そこで閉じる、閉じないということにな

ってしまうので、翌年度回しになっているという

状況でございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 必ずこういうシステムになっていると

いうことですか。 

  分かりました。了解しました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第62号 令和７年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り可決すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第62号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  続きまして、予算常任委員会第２分科会を、決

算審査特別委員会第２分科会に切り替え、審査を

行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 認定第１号 令和６年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた
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します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  なお、説明に当たっては、金額が大きく変更が

あった項目や、新規事業を中心に説明してくださ

い。お願いします。 

  課長。 

○江連国保年金課長 （認定第１号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第２号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 次に、認定第２号 令和６年度那須

塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。 

  執行部の説明を簡潔にお願いします。 

  なお、説明に当たっては、金額の大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  では、お願いします。 

  課長。 

○江連国保年金課長 （認定第２号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  林副委員長。 

○林副委員長 367ページ、４款保健事業費、１項

１目保健衛生普及費（10事業）で、健康度アップ

事業（97名）の内容を教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○人見国保年金係長 では、御説明申し上げます。 

  健康度アップ事業に関しましては、被保険者の

40歳から74歳の方、こちらは税の滞納がないとい

うところを対象としておりますが、その方に対し

て、週２回の３か月のコースで、専用のジム等で

機械等を利用しながら、また、専門の方から指導

を受けながら、健康度アップを図るというもので

ございます。 

  一応、こちらは市政報告書のほうにも97人とい

う人数を記載しておりますが、毎年度100名程度

の方の御利用をいただいているという状況でござ

います。 

○佐藤委員長 林副委員長。 
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○林副委員長 この97人の中で、年齢構成上、どの

ぐらいの年代が一番多いのか教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○人見国保年金係長 年齢的に、60半ばから74歳ぐ

らいまでの方の利用率は高いです。 

  やはり40歳代、若い世代の方というところの利

用は少ないというところを、市としましても重き

を置いておりまして、そういったところの普及啓

発を、令和７年度以降、進めていこうというふう

に考えております。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 では、若い世代がまだ少ないという

ところは課題だということは分かったんですが、

男女構成比を教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○人見国保年金係長 やはり大半は、女性の方の利

用が多いです。実際７割以上は、女性が利用され

ているという状況にあります。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 367ページ、疾病予防費（10事業）

の中で、こちらも扶助費的委託料の人間ドック、

脳ドックの受診をされる方の多い年代と男女構成

比を教えてください。 

  令和５年度と比較して増えている要因に含まれ

る年代の割合などの分析が行われているのか、教

えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○人見国保年金係長 実際、利用者数等というとこ

ろは、市として把握しているのですが、性別であ

るとか、年代別というところは、今すぐ情報を持

ち得ていませんので、改めて提出させていただき

たいと思います。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 これらの検診が何らかの効果を表し

ているのかも、併せて教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○人見国保年金係長 こちらの保健事業におきまし

ては、いわゆる集団健診、個別検診、また、人間

ドック等の利用という形で、市民の健康を図ると

いうところで進めている事業でございます。 

  当然ながら、この数値を基に、市としてその利

用は、健康増進課のほうで積極的にさせていただ

いておりますが、今現在、いわゆる保健事業と高

齢者の介護の予防というところも含めて、利用価

値が高いもので、やはり底上げとして、こういっ

た人間ドック等の健康診断を受けていただくとい

うことが、必要なことだと、市として分析してお

ります。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 では、それらに関する根拠のエビデ

ンスのようなものを取って、何か分析していると

いうのは、特にやられていないということですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○人見国保年金係長 市として、こういった健康を

図る部分でいうと、健康増進課が主として行って

おりますので、当然、分析等も踏まえて、事業実

施、また勧奨ということで、普及啓発を図って利

用していただくということには、一体として行っ

ております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 確認させてください。 

  先ほどの、先ほどのは何でしたか。 

〔「高齢福祉です」と言う人あり〕 

○齊藤委員 そのときに、教わったんですけれども、

一般財源を出す法定の利率が12.5％とあったんで

す。一般会計で出すべきお金として。 

  国保の場合も、何か規定があるんですか、何％

とか。支出する割合です。国・県補助金に対して、

一般会計を入れるためのパーセンテージは決めら
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れているんですか。どうやって計算された繰入金

の出し方、算出の仕方です。 

  分かれば。分からなかったら、後で教えてくだ

さい。 

○佐藤委員長 課長。 

○江連国保年金課長 一般会計から特別会計への繰

入金、事務費等とか人件費ですとか、基幹的なも

のなんですが、人件費分とか事務費につきまして

は、基本的に丸々全部というところで、何割とい

うのではなくて、あくまでも一般会計で賄ってい

ますよというところになるんです。 

○佐藤委員長 部長。 

○板橋保健福祉部長 先ほど高齢福祉課の場合には、

サービスというのがありまして、そのサービスご

とに国・県・市が負担する割合というのが決まっ

ていまして、そこが基本的に市が12.4％。 

  今回の話で課長が言っているのが、市から出し

てくるものについては、基本的に一般会計で、繰

り出し基準というのがありまして、その繰り出し

基準にのっとった中で、人件費はそのまま出して

いきます。 

  あと、事務費についても、これは一般会計から

特別会計に、繰り出し基準に基づいて出していき

ます。それは丸々です。 

  ただその一方、ほかに低所得者向けの補助金と

いうんですか、国から県を介して市に入ってくる

補助金というのがありまして、それについてのこ

れは割合というのが、やはり決まっていまして

……。 

○江連国保年金課長 基盤といって、当市が４分の

１というような決まりがございます。 

○齊藤委員 分かりました。 

○板橋保健福祉部長 もとい、市の場合は、４分の

１は逆に負担をしなければいけないという形にな

ります。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星野委員。 

○星野委員 357ページの一般被保険者第三者納付

金とございましたよね。 

  ちょっと教えてもらいたいんですが、いわゆる

事故をして、最初に保険のほうから入ってくるん

ですか。 

○江連国保年金課長 こちらは交通事故等の第三者

の不法行為による損害賠償というところで、一時

立て替えて、国保が払った分を、本来の保険会社

とか、そういったところから返してもらうという

ところになってございます。 

  今年度の件数については、減っているような状

況ではあるんですが、１件当たりの計数が、結構

大きくなってございまして、300万円を超えるも

のが１件、200万円以上が１件、100万円以上が１

件ということで、あとは細かいものが、全部で28

件というところとなってございます。 

○星野委員 当たり前ですけれども、当然、事故証

明がちゃんとあったんですよね。 

○江連国保年金課長 そうです。 

  一般的には、一旦保険を使っていただいて、後

で戻してもらう。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した
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いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第２号 令和６年度那須塩原市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定については、原案の

とおり認定すべきものとすることに異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第２号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第３号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 次に、認定第３号 令和６年度那須

塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  課長。 

○江連国保年金課長 （認定第３号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第３号 令和６年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定については、原案

のとおり認定すべきものとすることに異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第３号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  国保年金課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ４時０５分 

 

再開 午後 ４時１９分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎社会福祉課の審査 

○佐藤委員長 ただいまから社会福祉課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 



－254－ 

  社会福祉課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会第２分科会に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６０号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 それでは、議案第60号 令和７年度

那須塩原市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○福田社会福祉課長 （議案第60号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  林副委員長。 

○林副委員長 今、御説明いただきました基幹相談

支援センターの業務委託で、１名増加して、８年

度からスタートされるとのことでしたが、増員す

ることによっての効果を教えてください。 

○佐藤委員長 課長。 

○福田社会福祉課長 障害者相談支援センターを前

身として設置していたんですけれども、今回、基

幹相談支援センターのほうを設置しなさいという

ことで、国の制度が改正されたところでございま

す。 

  この役割なんですけれども、中核的な役割を担

うというところで、効果といたしましては、現在

ですと障害者の相談というところに特化というと

ころなんですけれども、今後は、事業所の支援で

あったり、事業所の相談に乗ったり、あとは、今、

大きく複雑化しているところなんですけれども、

障害者の権利の擁護であったり、そういったとこ

ろにも手を広げて行っていけるのかなと。これま

でよりも充実した内容をやっていけるのかなとい

うふうには考えているところでございます。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 現在行われている多様な相談の中で、

複合化されてきている、相談の質も変わってきた

という中で、こういう基幹となる方が増設される

ことによって、多様な機関に横連携できるような

相談として、充実できるという理解でよろしいで

すか。 

○佐藤委員長 課長。 

○福田社会福祉課長 御指摘のとおりでございます。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 これらの１名増加する方は、今後、

委託者を選定されていくという理解でよろしいで

しょうか。 

○佐藤委員長 課長。 

○福田社会福祉課長 おっしゃるとおりで、議決を

いただいた後、契約事務のほうに入っていきたい

というふうに考えております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した
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いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第60号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第６号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第60号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  続きまして、予算常任委員会第２分科会を、決

算審査特別委員会第２分科会に切り替え、審査を

行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○佐藤委員長 認定第１号 令和６年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  では、よろしくお願いします。 

  課長。 

○福田社会福祉課長 （認定第１号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  松野委員。 

○松野委員 131ページ、１項１目社会福祉総務費

の社会福祉総務費（70事業）の中の中段です。無

料弁護士相談というのがあるんですが、今、弁護

士は大体何名ぐらいで相談に当たっているのか、

教えていただけますか。 

○佐藤委員長 係長。 

○井上地域福祉係長 各回２名体制で委託しており

ます。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 大体相談件数というのはどのぐらいあ

ったのか、教えていただいてよろしいでしょうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○井上地域福祉係長 令和６年度で、黒磯会場は

149人、西那須野会場が149人、合計298人が相談

しました。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 恐らく相談内容というのは、職業とか

プライバシーの問題があると、ここで言えないか

と思うんですが、相談された方というのは、やは

り弁護士の方に相談された以上、きちんと解決に

は向かっている、それだけの効果というのは出て

いるのか。相談された結果として。 

○佐藤委員長 課長。 

○福田社会福祉課長 そういった解決に至るケース

もあるかとは思うんですけれども、継続とか、あ

とは、アドバイス的な部分というところで、お話

を聞いたりというところになっています。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 もう一つお聞きしたいんですけれども、

137ページで、１項２目障害者福祉費の中の下の

ほうです。補装具給付費（60事業）に関してお伺

いしたいんですが、こちらの補装具の交付に関し

ては、交付される対象者というのは、どういった

方が来て、障害者手帳何級とか、そういった対象

になられる方というのはどういった方になるのか

教えていただけますでしょうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○荻原障害福祉係長 障害者手帳をお持ちの方とい

う場合もありますし、難病で補装具が必要になっ
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てくる方とかも対象になるものとなっております。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 そうしますと、等級とかは関係なく、

もう障害者手帳を持っている方は全て対象になる

と考えてよろしいでしょうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○荻原障害福祉係長 障害者手帳と等級によって、

支給できる物というのが変わってきますので、そ

の方に合わせて必要な物というのを支給する形に

なります。 

  あとは、一部の装具につきましては、県の判定

が必要になってくるものがありますので、県の意

見を聞いた上での支給という形になっております。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 ありがとうございます。 

  先ほど車椅子とか補聴器とか、そういったもの

というふうにおっしゃっていたんですが、実際に、

今、主な給付対象になっている補装具というのは、

どういうようなものが特に多いんでしょうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○荻原障害福祉係長 具体的に件数というのは数え

ていないんですけれども、受ける中で多いのは、

やはり補聴器だったり貸装具だったり、あと、今

まで支給した物の修理だったりというものが、結

構件数としてはありますので、幅広いものを出し

ているという事業になっております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 131ページ、物すごく初歩的なこと

を聞いてすみません。 

  社会福祉総務費（70事業）の東原地域活動セン

ターとは何でしたか。これは何に暖房費を使って

いるのか教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○井上地域福祉係長 東原活動センターですけれど

も、旧東原の地区に小学校がありまして、そこの

跡地を利用しまして、地域活動センターを市が建

設をしたんですけれども、実際にこちらは地域で

使用していただいておりまして、ただ、地域と市

との協定によりまして、維持管理費は市のほうで

持ちますよという、そういう協定を結んでおりま

すので、地域活動センターの暖房費とか、浄化槽

の管理費とか、そういった建物の管理費を、こち

らの総務費のほうで見ております。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 では、地域の自治公民館的な役割を

担う場所という理解でよろしいですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○井上地域福祉係長 おっしゃるとおりでございま

す。 

○林副委員長 理解しました。 

  続いて伺います。 

  136ページ、総合支援法事業管理費（30事業）

の中で、障害児・障害者サポートアプリの登録者

数と効果について教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○荻原障害福祉係長 ８月末時点で登録者数が約

1,200人となっております。 

  こちらの効果なんですけれども、アプリのほう

に、事業所一覧を搭載しておりますので、障害者

の方が、自分に合った施設、探したい施設という

のが、那須塩原市内にはなってくるんですけれど

も、事業所を登録してあったり、自分の手帳情報

をアプリに登録することによって、更新時期があ

る人には、この更新のお知らせが来たりという機

能も備わっていますし、あとは、市からのお知ら

せ、イベントだったり、何か集会がありますとい

うのは、お知らせも発信しておりますので、そう

いった点で市民の方に広く使っていただけている

アプリかなと思っております。 
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○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 では、このアプリというのは、随時

更新などをされていくのか伺います。 

○佐藤委員長 係長。 

○荻原障害福祉係長 提供事業者とは、毎月定例の

打合せを行っておりまして、その中で必要な改修

が生じた場合には、随時改修を行っていくという

ことで考えております。 

○林副委員長 理解しました。 

  続いて伺います。 

  同じ137ページの障害者福祉サービス給付費

（40事業）の中にある事業内訳の、すごく細かい

ことを聞いて申し訳ないんですが、障害児通所給

付費の中で、サービス名称、保育所等訪問支援、

利用者数は194になっているんですが、前年度に

比べた傾向と詳細。どこに保育所等訪問に行った

のか。幼稚園なのか保育園なのか学校なのか、詳

細がもし分かればでいいですが、教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○荻原障害福祉係長 こちらは実績としては延べに

なっておりますが、前年度より約20件の増加とな

っております。 

  保育所等訪問というところになってくるんです

けれども、訪問先としては、保育所であったり学

校であったりというところで、内訳については、

こちらでちょっと集計していないものですから、

把握しておりません。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 続きで。 

  それらを分析というか、集計することというの

はできるのか、伺います。 

○佐藤委員長 係長。 

○荻原障害福祉係長 使っている方が、小学校に上

がった方なのか、その前の方なのかというのは、

年齢で判断ができるかと思いますので、可能かと

は思うんですけれども、ちょっとシステム的に大

丈夫かどうかというところを確認してみてからに

なるかと思います。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  松野委員。 

○松野委員 130ページの１項１目社会福祉総務費

の中の特定疾患患者見舞金給費（40事業）なんで

すが、特定疾患の患者の見舞金の対象が1,043人

になっていますが、これはあくまでも対象となっ

ている人数が1,043人で、実際に見舞金を申請し

ている人数とは、また別なんでしょうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○荻原障害福祉係長 こちらは支給した方の人数と

なっております。 

○佐藤委員長 松野委員。 

○松野委員 そうするとこれは申請した方の人数で、

実際に申請していない方も含めると、もっと患者

はすごいいるという認識でよろしいでしょうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○荻原障害福祉係長 那須塩原市のほうで最新の数

字とかというのは、県で受給者証を発行している

ので、数字を把握していないので、どのぐらいの

割合の方が申請されていないかというのは、ちょ

っと持ち合わせていない形になります。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 143ページです。 

  成年後見人の利用促進事業費とあるんですけれ

ども、前年度からお金が下がってしまっているん

ですけれども、どういったものを行ったのかとい

うのと、しっかりと効果が表れているのかどうか、

聞きたいと思います。 

○佐藤委員長 課長。 

○福田社会福祉課長 こちらにつきましては、当初

予算でも28万円の要求をさせていただいたところ

なんですけれども、当初は中核機関設置というと
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ころでスタートしたところなんですけれども、県

のアドバイザー事業を受けまして、現状体制でス

モールスタートという形で、アドバイザーを当初

入れる予定だったんだけれども、そういった方が

なく、そういったことがなくてもスタートできま

すよというところで、県からアドバイスをいただ

きまして、当初、有識者への報償金等支払う予定

だったんですけれども、その辺の部分が減りまし

て、この決算額で４万7,400円といったところに

なったというところでございます。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 結局、誰に対象をして、この促進を図

るために、誰当てにやっていたのかという。 

○佐藤委員長 課長。 

○福田社会福祉課長 こちらは認知症の高齢者の方

であったりとか、障害者の方、そういったところ

のなかなか判断がつかない方というか、あとは、

家族がいない方であったりとかというところを対

象にしてやっておる事業になっております。 

○佐藤委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 実績というのはあるんですか。パンフ

レットを配ったとかではなくて、どこかに呼んで

実施したのか。 

  あるいは、身寄りがない人ばかりではなく、身

寄りがある御家族も対象に、利用促進ですから、

成年後見の必要さをやるのに、全体が見えないん

ですけれども、もう一回その詳細というのは言え

ますか。 

○佐藤委員長 係長。 

○吉村福祉政策係長 こちらの令和６年度の成年後

見制度利用促進の事業の効果になりまして、主に

２点というところで、この報償金のところで、ま

ずはこの成年後見制度は、制度について理解がま

だまだ十分でないというところがありますので、

令和６年度につきましては、主に市の職員と専門

職、地域包括支援センターとか障害者の相談支援

専門員を対象としまして、成年後見の本当にこの

制度の利用というところで、制度の概要説明で研

修会を実施しておりますが、まずは理解の促進と

いうところを、まず身近な方たち、支援者の方に

行ったというところがございます。 

  ２点目としましては、先ほど課長から中核機関

とございまして、こちらは議員全員協議会でも報

告はさせていただきましたが、昨年度、令和７年

１月に中核機関を設置したんですけれども、そち

らの設置に伴いまして、１件、ケース検討会議と

いうものを実施しております。 

  こちらについては、成年後見制度の利用に関し

て困難なものに関しては、専門家を交えてケース

検討会議を行っているんですが、早速１件ほど障

害者の方に対して、そのケース検討会議を開いた

ところで、その方にどういった形で支援ができる

のかという検討は行えたところで、そこは令和６

年度のこの事業の効果かなというふうに捉えてお

ります。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  林副委員長。 

○林副委員長 130ページ、民生（児童）委員活動

費（30事業）の中で、報償金、法外援護事務従事

者活動費というのは、民生委員の数でよろしいん

ですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○井上地域福祉係長 こちらは民生委員さんの活動

費で間違いないです。数ですか。 

○林副委員長 民生委員の数。現在登録している民

生委員の数です。 

〔「205人」と言う人あり〕 

○井上地域福祉係長 民生委員の数です。全員民生

委員です。 

○林副委員長 では、現在、本市で活動されている
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民生委員の数は、205人というところは分かった

んですが、現在、この数で本市の民生委員は足り

ているのか伺います。 

○佐藤委員長 課長。 

○福田社会福祉課長 足りているかどうか。定員の

ところでいくと、214が定員というところで、欠

員が出てしまっているところなんですけれども、

ただ、配置している学校区で穴がないような状態

というのはつくっておりますので、十分ではない

んですけれども、体制的にはある程度整っている

のかなというふうな状況です。 

○佐藤委員長 林副委員長。 

○林副委員長 地域の中で漏れというか、この地域

には１人もいないというところはないという理解

でよろしいですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○福田社会福祉課長 そういったところではありま

す。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和６年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  社会福祉課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時０１分 

 

再開 午後 ５時０３分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○佐藤委員長 それでは、次第４、大きなその他に

入ります。 

  （請願審査等について協議。） 

○佐藤委員長 それでは、次第４、その他を終了し

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○佐藤委員長 以上で、今定例会における委員会の

審査等は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は本職が作成し、議長に
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提出いたしますので、御一任くださるようよろし

くお願いします。 

  これをもちまして、福祉教育常任委員会を閉会

いたします。 

  大変お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ５時１４分 

 


